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京都市基本計画の検討に当たり，市民の皆様から以下のとおり御意見や御提案を多数お

寄せいただくことができました。いただいた主な御意見や御提案に対する京都市基本計画

審議会の考え方を取りまとめましたので，公表します。 

貴重な御意見をお寄せいただき，誠にありがとうございました。 

京都市基本計画審議会 

１ 実施期間  

平成 22 年９月６日（月）～９月 27 日（月） 22 日間 

 

２ 提出方法 

 ① 郵送 ，② FAX ，③ 京都市情報館の入力フォーム ，④ 事務局への持参 ， 

⑤ パブコメ巣箱の設置(ラクト山科，地下鉄駅など 24 箇所) ， 

⑥ 出前パブコメの実施(京都学生人間力大賞 最終選考会・授賞式，京都文化祭典オー

プニングイベント，ウッディー京北周辺，政策系大学・大学院研究交流大会実行委

員会，京都商工会議所青年部，京都音楽博覧会，とねりこの家，京都市立日吉ヶ丘

高校) 

 

３ 募集結果 

568 名の方から，964 件の意見が提出 

  

（１） 性別・年齢別 

 20 歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 不明 合計 

男性 10 34 69 61 29 25 22 ５ 255 

女性 30 68 78 27 28 10 ５ ５ 251 

不明 ２ ０ １ ０ ０ １ ０ 58 62 

合計 42 102 148 88 57 36 27 68 568 

 
 

（２） 居住地別 

 京都市内 京都市外 不明 

人数 336 160 72 

 
 

（３） 提出方法別 
 ①郵送 ②FAX 

③ＨＰ入力
フォーム

④持参 
⑤意見 
回収箱 

⑥出前 
パブコメ 

合計 

人数 19 20 67 2 56 404 568 

件数 61 75 124 8 91 605 964 

 

京都市基本計画第２次案への意見募集の結果について 
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（４） 項目別 

大項目 小項目 件数 

全般 10

計画の位置付け ７

計画の背景 ２

都市経営の理念 ８

未来像全般 ６ 

環境共生と低炭素のまち・京都 11 

日本の心が感じられる国際都市・京都 54 

支え合い自治が息づくまち・京都 13 

環境と社会に貢献する産業を育てるまち・京都 １ 

学びのまち・京都 ５ 

京都の未来像 

真のワーク・ライフ・バランスを実現するまち・京都 ３ 

93

重点戦略全般 ４ 

低炭素・循環型まちづくり戦略 １ 

歩いて楽しいまち・京都戦略 ４ 

歴史・文化都市創生戦略 31 

個性と活力あふれるまちづくり戦略 ０ 

旅の本質を追求する観光戦略 10 

新産業創造戦略 １ 

未来の担い手育成戦略 ５ 

子どもを共に育む戦略 ６ 

真のワーク・ライフ・バランス戦略 ８ 

地域コミュニティ活性化戦略 ６ 

重点戦略 

 

いのちとくらしを守る戦略 ９ 

85

全般 ０ 

１ 環境 41 

２ 人権・男女共同参画 ５ 

３ 青少年の成長と参加 ９ 

４ 市民生活とコミュニティ 10 

５ 市民生活の安全 10 

６ 文化 23 

うるおい 

７ スポーツ 15 

８ 産業・商業 40 

９ 観光 66 

10 農林業 19 

11 大学 13 

活性化 

12 国際化 ８ 

13 子育て支援 25 

14 障害者福祉 27 

15 地域福祉 ６ 

16 高齢者福祉 18 

17 保健衛生・医療 22 

18 学校教育 19 

すこやか 

19 生涯学習 15 

20 歩くまち 134 

21 土地利用と都市機能配置 14 

22 景観 53 

23 建築物 ３ 

24 住宅 ５ 

25 道と緑 60 

26 消防・防災 ４ 

政策の体系 

まちづくり 

27 くらしの水 ９ 

673

行政経営の大綱    63
計画の推進 14

その他 ９
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４ 御意見の要旨と御意見に対する考え方 

お寄せいただいた御意見のうち，答申案に反映させていただいた御意見は 10 件，審議

の参考とさせていただいた御意見は 954 件ございました。 

今回のパブリック・コメントでは，前回と比べ京都の未来像や重点戦略に対する意見

が多かったこと，政策の体系に推進施策が加わるなど具体的な方策が第２次案から追加

されたことを受け記載内容に対する具体的な意見が寄せられたこと，新たに加えられた

真のワーク・ライフ・バランスに係る京都の未来像や重点戦略に対する意見も寄せられ

たこと，などが特徴として挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画全般に関する御意見 

 

◆ 答申案に反映させていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 

 
 

＜共汗について＞ 

・ 共汗型計画というネーミングに賛同。思い

切り汗をかいてよりよい京都にしていくべき 

☆・ 「共汗」という普遍性のない言葉を使わな

いでほしい 

 

「共汗」は，これからの京都の都市経営の理

念として，市民と市役所が，自治の精神のもと，

責任と行動を共有するなかで，知恵と力を合わ

せ，未来の京都をつくっていくことを端的に示

すものとして使用しています。 

このため，原則として「共汗型計画」など象

徴的な部分で使用しますが，政策の体系などの

本文中では，「共汗」と同義の「協働」も多く使

用していることから，一般用語となった「協働」

に修正しました。 

 

※ 御意見のなかには，個別・具体的な要望も多く含まれておりましたが，これらについては，京都市において，

今後具体的に施策を展開する際に検討すべきと考えます。 

※ ☆印の付いている意見は複数の方から寄せられた御意見です。 

※ 御意見に対する考え方欄の「⇒ 」は，基本計画答申案における対応箇所を示したものです。 

【注】使用されている略語とその正式名称 

重点戦略  ○役割分担…戦略を推進するうえでの役割分担 
政策の体系 ○姿…みんなでめざす 10 年後の姿       ○施策…推進施策 

 ○役割分担…市民と行政の役割分担と共汗 
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◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 100 年間の計画を立て，長期的な視野に立った施

策が必要 

10 年間を見通した具体的な計画を策定するの

は困難ですが，御意見のとおり，長期的な視野

は必要であり，本計画も 21 世紀の最初の四半世

紀における京都のグランドビジョンが描かれた

「京都市基本構想」に基づきつつ，現時点での

新たな課題などを考慮して，今後 10 年間の京都

の未来像と主要政策を明示致しました。 

 京都は，守るべき伝統を守りながら，改革すると

ころは改革を 

生活者を基点に，参加と協働で地域主権時代

を切り拓くとして，ポジティブな発想と行動で

深刻な課題を乗り越え，希望のもてる未来を切

り拓く姿勢を記載した都市経営の理念に基づ

き，「伝統を守ること」と「改革を進める」こと

のバランスに配慮して，各政策を盛り込みまし

た。 

⇒9ページ上段 

 未来像・重点戦略・政策の体系のつながりをわか

りやすくすべき 
・ 「未来像」と「重点戦略」・「政策の体系」と

のつながりがわからないため，「未来像」をど

のようにして実現していくのかイメージしづ

らい 

・ 京都の未来像と政策体系とを結びつけて示し

てほしい 

・ 「重点戦略」と「政策の体系」の各項目の関

連が不明確である 

 

京都の未来像と重点戦略は，いずれも分野横

断的な観点で議論し，取りまとめたものです。

このため，特定の未来像が特定の重点戦略や政

策分野に結びついているという関係にあるもの

ではなく，それぞれの重点戦略等が複合して未

来像の実現に寄与する関係にあります。 

 なお，京都の未来像と重点戦略は，京都の潜

在力を生かす方向で優先順位を明確した政策展

開を可能とするために，市政の各分野を網羅す

るものではありませんが，政策の体系は市政全

般を網羅するものです。 

 このような関係性については，第２次案の冊

子「京都市基本計画の構成」において，計画全

体の姿を図示し，各項目の説明を記載するなど，

できる限り市民の皆様にわかりやすい冊子づく

りに努めましたが，今後，計画が策定された際

は，京都市においてさらに市民の皆様にわかり

やすい冊子となるよう工夫されることを期待し

ます。 

 計画案を作成する素案の段階で一般市民の意見

を十分聞くべき 

今回の計画の策定においては，パブリック・

コメントを２回実施し，計画づくりに多くの市

民の声を反映させるとともに，京都市において

もシンポジウムの開催など市民意見の反映と計

画のＰＲに努められているところです。また，

その際には，未来の担い手・若者会議 U35 の協

力を得て，できる限りわかりやすい冊子の作成

や出前パブコメ（公共施設等での説明会）など

の工夫を行いました。 
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 重点戦略のそれぞれのなかで，これに関連する政

策の表現があればわかりやすかった 

重点戦略は，単一分野だけでなく，複数の行

政分野を融合した政策であるため，政策の体系

に掲げられた複数の分野を包含する関係にあり

ます。なお，計画の推進において，重点戦略を

推進するための個別具体的な事業を明示した５

年程度を計画期間とする実施計画を策定するこ

ととしています。 

⇒118 ページ 1(1) 

 

 

計画の位置付けに関する御意見 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 市民との共汗・協働で計画を推進すべき 

・ 市民も参加できる京都市プランを設けてほ

しい 

・ 自分のできることを精一杯やるべき 

・ 計画の実践に当たっては，若者も含め，市民

との協働で進めるべき 

・ 「共汗」のための新しいしくみづくりが必要

本計画は，単なる「行政計画」ではなく，市

民，NPO，企業，大学などのさまざまな主体と行

政とが夢と希望，危機感と責任を共有し，役割

を分担し，共に汗を流して協働する「共汗型計

画」として策定することを記載しています。 

なお，共汗により計画を推進する新たなしく

みづくりの方向性としては，行政経営の大綱に

おいて，市民が参加する機会の一層の拡充，協

働による市政運営のさらなる推進，市民の自治

意識の向上などを記載しています。 

⇒1ページ中段及び 115 ページ基本方針 1 

 第１期の基本計画と今回策定する基本計画（第２

期）の違いがわかるようにすべき 

・ 今回の基本計画案と第１期の基本計画の違い

がわかるようなものを作成すべき 

・ 前回の計画と比較して何が大きく違うのか 

今回の計画の特徴として，単なる「行政計画」

ではなく，市民と行政が共に汗を流して協働す

る「共汗型計画」，政策の優先順位を明確にし，

目標への筋道を示す「戦略的な計画」であるこ

とを記載しています。 

⇒1ページ中段及び下段 

 例示として，何か具体的な政策を記入すべきでは

ないか 

重点戦略において必要に応じて政策例を記載

したほか，計画の位置付けにおいて，重点戦略

や行政経営の大綱を着実に実行するための個別

具体的な事業やスケジュール，目標等を明示し

た実施計画を策定することとしています。 

⇒1ページ下段第 3段落 
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計画の背景に関する御意見 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 事実かどうかわからない地球温暖化対策事業を

やめるべき 

計画の背景において記載しているとおり，地

球温暖化の加速が科学的に明らかにされてお

り，世界的に低炭素の経済社会の構築に向けて

動き出しているところです。京都の未来像や重

点戦略に掲げているとおり，京都議定書誕生の

地でもある京都が国内外の地球温暖化対策を牽

引していく必要があると考えています。 

⇒5ページ 

 交通や市全体の経営の危機的状況についてどこ

かで触れた方がいいのではないか 

「低経済成長と厳しい京都市財政」において，

財政基盤の特徴や地下鉄事業の現状を踏まえた

京都市の厳しい財政状況について記載してお

り，御意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒7～8ページ 
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都市経営の理念に関する御意見 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 前向きに，市民ひとりひとりが力を合わせて計画

を推進すべき 

・ ひとりひとりが何事にも気を付けないと，よ

いまちだといえない 

・ 住みよい社会づくりにみんなで力を合わせて

いくべき 

・ プラス思考で明るい京都に 

・ 京都のまちを活性化するにはいろいろチャレ

ンジしてみることが大切 

・ 国家的にやらなければならないことを京都が

先駆けてやるべき 

・ いわゆる「自治」を取り上げてほしい 

地域主権時代の都市経営のあるべき姿は，国

の権限と財源の基礎自治体への移譲にとどまる

ことなく，自治体とその主人公たるべき市民が

自治意識を共有し，実践する，参加と協働によ

る市政運営とまちづくりを実現することである

ことを記載しており，御意見の趣旨に合致して

いると考えます。 

⇒9ページ上段第 1段落 

 市民は行政と汗を流して協働する立場にない 

・ 市民は汗の結晶である税金を納めて行政にか

かわっているのであり，行政者とともに汗を流

して協働する立場にない 

・ 行政計画は市民の全体の奉仕者が公共サービ

スするための計画で，市民は行政者とともに汗

を流して協働する立場にない 

記載したとおり，地域主権時代においては，

国の権限と財源の基礎自治体への移譲にとどま

ることなく，自治体とその主人公たるべき市民

が自治意識を共有し，実践する，参加と協働に

より，市政運営とまちづくりを実現すべきであ

る，と考えています。 

このように，自分たちのことは自分たちで責

任をもって決める住民自治を行っていくために

は，市民の市政への参画が重要です。また，こ

こでいう市民との協働は，安易に行政の負担を

市民に肩代わりさせるというものではなく，市

民の目線で，市民の方の知恵を生かして共に努

力を行うことを意味するものです。 

⇒9ページ上段第 1段落 

 



8 

京都の未来像に関する御意見 

【未来像全般に関する御意見】 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 京都は変わらず，いいまちであってほしい 

・ ずっといいまちであってほしい 

・ 良いところは変わらずにいてほしい 

都市経営の理念において，長年にわたり育ん

できた美意識や得意技を生かして，生活者を基

点とした未来像を共有することとしており，京

都の良さを生かし，残しながら未来を実現する

べきと考えています。 

この観点から，京都の良さを残しながら，市

民が幸福を実感できるまちの実現をめざすため

に，本計画においては，10 年後にめざすべき京

都の姿として，６つの京都の未来像を設定して

おり，御意見の趣旨に合致していると考えます。

⇒9ページ上段第 2段落及び中段～11 ページ 

 幸せなひとが，いっぱい増えてほしい 

 

「わたしたち京都市民は」を主語とする６つ

の京都の未来像を実現することで，京都市民が

幸福を実感できる社会を実現できるものと考え

ており，御意見の趣旨に合致していると考えま

す。 

⇒9～11 ページ各項目 1行目 

 「環境共生と低炭素のまち・京都」と「環境と社

会に貢献する産業を育てるまち・京都」の一文が長

く，読んでもわからない 

京都の未来像は，生活者の視点で複数分野を

関連させながら記載しているため，本文を簡略

化しづらい面がある程度あると考えますが，第

１段落に「目標」，第２段落に「方略」を記載し，

わかりやすくする工夫を行っています。 

⇒9～1１ページ 

 「日本の心が感じられる国際都市・京都」と「学

びのまち・京都」は，市民ひとりひとりが大切に育

んでいくべき 

計画の位置付けにおいて，本計画は，単なる

「行政計画」ではなく，市民，NPO，企業，大学

などのさまざまな主体と行政とが夢と希望，危

機感と責任を共有し，役割を分担し，共に汗を

流して協働する「共汗型計画」として策定する

ことを記載しています。御意見のとおり，未来

像を実現するためには，市民ひとりひとりの取

組が必要であると考えています。 

⇒1ページ中段 
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 「支え合い，自治が息づくまち・京都」と，「真

のワーク・ライフ・バランスを実現するまち・京都」

は１つにまとめた方がよい 

「支え合い自治が息づくまち・京都」と「真

のワーク・ライフ・バランスを実現するまち・

京都」には共通点がありますが，京都の未来像

は，それぞれ独立しているのではなく，互いに

密接な関連をもっており，とくに優先順位付け

されたものではないため，ある未来像の実現の

ために取り組めば，他の未来像の実現について

も寄与するなど，相互に影響を及ぼし合う関係

を循環し，融合するものであり，両者は各々の

切り口から未来のあり方を描いたものです。 

⇒9ページ中段～11 ページ  

 

 

 

【「環境共生と低炭素のまち・京都」に関する御意見】 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

  自然を大切に 

・ 自然を大切にした，安心な生活を望む 

・ 環境を守り，自然豊かなまちになってほしい

・ 自然を大切に，みんなから愛される京都であ

ってほしい 

・ 環境を守りたい 

・ 京都議定書を先導するまちとして環境保全に

もっともっと力を入れてほしい 

 

 環境とひとの豊かさが共存する都市に 

・ 京都は自然と文化が共存するすてきなまち 

・ 自然と共存する「ひとが自然に対応していく

文化」を守るだけでなく，強くしてほしい 

・ 環境とひとの豊かさが共存する都市になって

ほしい 

・ ひとにもまちにも地球にもやさしいまちでい

てほしい 

・ 緑・建物・空気・ひとの調和がとれたまちで

あってほしい 

・ 京都はごみが少なく，空気がとても気持ちい

いまち 

公共交通を優先するまちづくりがくらしやす

さや訪れやすさを高め，三山の森とまちなかの

緑がすべての市民に潤いと癒しを与えるといっ

た，低炭素のまちづくりにひとびとのくらしの

豊かさが調和したまちをめざすことなどを記載

しており，御意見の趣旨に合致していると考え

ます。 

⇒9ページ下段第 1段落 3～6行目 
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【「日本の心が感じられる国際都市・京都」に関する御意見】 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 京都らしさを残したい 

・ 10 年後も変わらず「京都らしい」京都であ

ればいい 

・ また来たい，何度でも来たい，そんな思いで

いられるように，ずっとずっと変わらない京都

でいてほしい 

・ いつまでも，今の京都を守ってほしい 

・ 今と変わらず歴史を紡いでほしい 

・ やはり，京都は日本のなかで特別な気がする

ので，何年も前と変わらぬ京都でいてほしい 

・ 京都弁を守ってほしい 

・ 京都はずっと京都でいてほしい 

・ 京都は古いところと新しいところがまざって

おり，とても好きだ 

 

千年の悠久の歴史に培われた豊かな文化と奥

深い伝統に彩られたまち・京都に対する一層の

愛着と誇りをもち，「住んでよし訪ねてよし」の

国際文化観光都市であり続けることなどを記載

しており，御意見の趣旨に合致していると考え

ます。 

⇒10 ページ上段第 1段落 1～3行目 
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  伝統や文化を伝え続けることが必要 

・ 今と同じように日本の心が感じられるまちで

あってほしい 

・ 今と変わらない「伝統あるまち」でいてほし

い 

・ 伝統がいっぱいある京都に 

・ 京都の伝統，日本の象徴となるまちをこれか

らも残してほしい 

・ 世界に誇れる日本の文化･伝統を100年後200

年後もいつまでも伝え続けてほしい 

・ いつまでも日本の伝統文化の中心地であって

ほしい 

・ 京都は日本の文化を代表している都市なの

で，これからも文化を守って誇れる都市にして

ほしい 

・ 古都として，これからも，文化を受け継いで

ほしい 

・ 京都にある有形無形の日本の宝が，これから

もたくさんのひとの思い出になってほしい 

・ 音楽のあるまち，芸術のまち，歴史のあるま

ち京都を，未来にもずっと残してほしい 

・ 京都の歴史や自然文化を守り育てる京都市民

の共感が必要 

・ 花と寺と音楽のあふれるまちにしてほしい 

 

 古都の面影や景観を残す 

・ 独特の雰囲気を大切にし 10 年後もあり続け

てほしい 

・ 古都「京都」の面影がずっと続いてほしい 

・ 京都の雰囲気，景色が好きずっとこのままで

ありますように 

・ 古い都がそのまま残っていてほしい 

・ 10 年後も古い都のまま，京都の町並みを残

したい 

・ 昔の良い習慣や今残っている建造物はこれか

ら先も壊さずに残してほしい 

 

緑･文化･歴史のまち京都，四季が美しい京都であ

ってほしい 

 

ほっとするまち，懐かしいまちであってほしい 

・ いつ来てもほっとできるまちでいてほしい 

・ 京都は，帰ってきたときに，いつまでも懐か

しいと思えるよう，変わらずいてほしい 

・ はんなり，のんびりしたまちでいてほしい 
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 海外に誇れるまちに 

・ 外国に対して，それを魅せる場所であるのと

同時に，日本人に対しても，先頭をきって“よ

き日本”を教えてくれるような存在になってほ

しい 

・ 京都に来れば，これこそ JAPAN といえる，海

外に自慢できるまちであってほしい 

・ 日本の伝統文化が満載の京都が 10 年後もそ

うあり続けていることが願い海外からも国内

からも誇れる存在でいてほしい 

 

 自然を大切に，みんなから愛される京都であって

ほしい 

 

 未来像に「観光」が入っていないのはおかしい「世

界一の観光のまち」を宣言してほしい 

 

市民にとっても住みよいまち，大好きなまちであ

ってほしい 

・ この先もずっと日本らしく存在していてほし

い。けれど，京都在住の方が，くらしづらくな

らない程度に 

・ 観光都市なので「外から来られるひとのため

に」というのも大事だが，地元民にとって住み

よいまち，大好きなまちであってほしい 

・ 住んでいるひとも来るひとも，ともによいま

ちづくりを 
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 古いものと新しいものが共存するまちに 

・ 京都の遺産・風情を大切にし，日本の文化を

表現するかたちを未来にアピールし，古代・現

在・未来を前向きにとらえた政策や計画を期待

する 

・ 古いものと新しいものが共存できるすてきな

まちであってほしい 

・ 新しさと古い歴史を大切に進化してほしい 

・ 京都は伝統と新しさがうまく混ざり合った都

市だと思う 

・ 古いものを大切にし，新しいものも効果的に

取り入れ，世界中のどこにもないまちとして，

発展してほしい 

・ 日本の伝統が新しい形で続くようなまちでい

てほしい 

・ 古いものと新しいものがうまく融合した魅力

ある京都であってほしい 

・ 伝統文化を守りつつ，新しいものにチャレン

ジし続けるまちであってほしい 

・ 今よりもまちが整備され，日本らしいまちに

なってほしい 

 

若者にインスピレーションを与え，育成するまち

に 

・ 京都にはたくさん良い伝統などの文化がある

ので，若いひとも一緒になってより良いまちに

なるといい 

・ 古きよきものを取り巻く環境やそれを後世に

伝えていくひとを育成していくことを大切に

してもらいたい 

 

海外との交流や平和も大切 

・ 外国との交流を深め理解し合うという発想を

一歩拡幅する必要がある 

・ 京都を平和のまちにしたい 

・ 「いのちとくらしを守る戦略」より大きな視

点から平和の重要性も記載してはどうか 

・ 日本のすばらしい伝統を守って世界へ広め続

けてほしい 

・ 基本を守りつつ，新しいこと，他県のものも

取り込み，日本を世界に売りこんでほしい 

有形無形の日本の心ともいうべき京都の特性

を創造的に活用し，次世代への継承に努め，さ

らに，こうした京都の魅力を平和とともに広く

世界に発信し，文化的な交流を深めることなど

を記載しており，御意見の趣旨に合致している

と考えます。 

⇒10 ページ上段第 2段落 2～4行目 
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【「支え合い自治が息づくまち・京都」に関する御意見】 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

  すべてのひとを大切にするまちに 

・ ひとのいのちを粗末にしない社会を 

・ 小さな子どもやお年寄りにやさしい京都にな

るように 

・ 子どもたちが笑顔でみんなが触れ合うまちに

・ 一人暮らしや低所得者に愛の手を差し伸べて

ほしい 

・ いのちをもっと大切にし，高齢者への尊厳を

大切にする社会を構築してほしい 

・ 「幸福を実感できる」ということに対して，

最小不幸社会をめざすべきではないか 

 

安心，安全なまちに 

・ 安全な都市にしたい 

・ 安心安全でくらせることが大切 

 

 支え合い，交流を楽しめるまちに 

・ 隣近所が顔見知りとなり，助け合う未来にし，

年寄りも安心してくらせる京都に 

・ ひとが支え合っていける京都に 

・ 世代の異なるひとびとが互いに協力して豊か

な生活をおくれるよう，コミュニケーションの

場・機会を増やしてほしい 

・ ひととひととのつながりを楽しめるような交

流の機会がある京都の未来を望む 

・ 旅行客だけでなく，地方からの移住者にもひ

らかれたまちであってほしい 

子どもからお年寄りまで，すべてのひとびと

のいのちとくらしが守られ，互いに尊厳を認め

合い，支え合うとともに，だれにも居場所があ

り，ひとのつながりが豊かで，心安らかに幸福

を実感できるまちをめざすことなどを記載して

おり，御意見の趣旨に合致していると考えます。

また，重点戦略において「地域コミュニティ

活性化戦略」や「子どもを共に育む戦略」など

を掲げています。 

⇒10 ページ下段第 1段落 1～3行目及び 17 ペー

ジ下段及び 18 ページ下段 

 

【「環境と社会に貢献する産業を育てるまち・京都」に関する御意見】 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 高齢者，障害者にとって，仕事ができることは

最大の喜びであり，その環境整備に重点を置くべ

き 

雇用の創出について記載するとともに，重点

戦略「新産業創造戦略」においても，市民に多

様な雇用の機会を提供し，やりがいをもって安

心して働ける環境を整えることを記載してお

り，御意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒10ページ中上段第1段落3行目及び16ページ

本文第 1段落 1～2行目 
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【「学びのまち・京都」に関する御意見】 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 京都市を，ゆりかごからシニアまで学ぶ都市に 子どもから大人までの京都市民がともに学び

成長する喜びを分かち合うこと，生涯を通じて

だれにでも多様な学びの機会があることなどを

記載しており，御意見の趣旨に合致していると

考えます。 

⇒10 ページ中下段第 1段落 1行目～2行目及び

第 2段落 2～3行目 

 ここで学んだ学生たちにいつまでも愛されるま

ちであってほしい 

ともに学び成長する喜びを分かち合いながら，

京都，日本，世界の未来を担う若者を，みんなで

育て合う，学びのまちをめざすことを記載してお

り，御意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒10 ページ中下段第 1段落 1行目～2行目 

 誇りある市民の育成を ともに学び成長する喜びを分かち合いなが

ら，京都，日本，世界の未来を担う若者を，み

んなで育て合う，学びのまちをめざすことを記

載しているとともに，社会全体で子どもを健や

かで心豊かに育むとともに，若者が希望を抱い

て学ぶことができ，地域の担い手や，経済，学

術，文化芸術など多様な分野での国際的なリー

ダーを輩出する取組を推進することを記載して

おり，学びのまち・京都を創造するなかで誇り

ある市民の育成につなげていくべきと考えま

す。 

⇒10 ページ中下段第 1段落 1行目～2行目及び

第 2段落 3～6行目 

 企業が経営する中学校や高校が必要 だれにも多様な学びの機会があり，社会全体

で子どもを健やかで心豊かに育むことなどを記

載しています。 

⇒10 ページ中下段第 2段落 2～4行目 

 若者に未来があるようにしなければならない 

 

社会全体で子どもを健やかで心豊かに育むと

ともに，若者が希望を抱いて学ぶことができ，

地域の担い手や，経済，学術，文化芸術など多

様な分野での国際的なリーダーを輩出する取組

を推進することなどを記載しており，御意見の

趣旨に合致していると考えます。 

⇒10 ページ中下段第 2段落 3～6行目 

 



16 

【「真のワーク・ライフ・バランスを実現するまち・京都」に関する御意見】 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 あまりばたつかない，ゆとりのある都市になる

ようにしてほしい 

わたしたち京都市民は，人間らしくいきいき

と働き，豊かな家庭生活を築き，地域社会に積

極的に参加・貢献するとともに，健康で文化的

に学び憩うときと空間を確保することを理想と

する，真のワーク・ライフ・バランスが実現で

きるまちをめざすことなどを記載しており，御

意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒11 ページ第 1段落 

 ワーク・ライフ・バランスは京都レベルではな

く，国レベルの問題 

京都の未来像に掲げられている「真のワー

ク・ライフ・バランス」は，一般的に用いられ

ている仕事と家庭生活の調和だけでなく，社会

貢献の調和を加えたものであり，全国に比して

強固な地域コミュニティを誇る京都の特性を表

した未来像です。この考え方を，京都だけにや

めるのではなく，全国に対しても発信していく

必要があると考えています。 

⇒11 ページ第 1段落 1～2行目 

 「学びのまち」として，女性研究者が研究や教育

に活躍しながら，安心してくらし，子育てなどがで

きる環境整備を図り，日本をリードしていくべき 

企業・事業者や行政が率先して安定的かつ働

きがいのある労働環境や，子育て，介護な安心

なくらしを支えるしくみを整えることなどを記

載しており，御意見の趣旨に合致していると考

えます。 

⇒11 ページ第 2段落 

 

重点戦略 

【重点戦略全般に関する御意見】 
◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 さまざまな政策を進めるにあたっては，市民や

市民団体の協力が必要不可欠である。そのために

も「地域コミュニティ活性化戦略」を他のものと

比べ，もう少し重く扱うべき 

それぞれの重点戦略は互いに密接な関連をも

つものであり，優先順位があるものではありま

せんが，御意見のとおり，政策を推進するうえ

では，市民や市民団体の協力が必要不可欠です。

このことから，重点戦略には戦略を推進するう

えでの役割分担を，政策分野には，市民と行政

の役割分担と共汗を掲載しています。 

⇒12～112 ページ各項 

 「戦略」という言葉は計画にふさわしくない 

・ 戦略という言葉は，「京都の未来」を語ると

きにはふさわしくない 

・ 「～戦略」という表現について，「戦」とい

う文字が入っていることに違和感を覚える 

戦略という言葉は，今日，企業などをはじめ，

長期的視野で特定の目標を達成するために実現

する筋道を示す言葉として一般的に使用されて

います。 

⇒12 ページ上段 
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 政府が発表した「社会保障改革大綱」「社会保障

の機能強化のための緊急対策～５つのプラン～」で

も不充分なので，さらなる改善を望む 

「社会保障の機能強化のための緊急対策～５

つのプラン～」の趣旨は，次の重点戦略の記載

内容と合致していると考えています。 

① 重点戦略「新産業創造戦略」において，加

速する国際化のなかで新たな市場や顧客を開

拓し，産業の競争力を高め，市民に多様な雇

用の機会を提供し，やりがいをもって安心し

て働ける環境を整えることで，豊かな生活や

社会を支える経済基盤を確立することを記載 

② 重点戦略「子どもを共に育む戦略」におい

て，地域力を生かした子育て支援サービスや

小児医療体制の充実，仕事と生活が調和し男

女がともに子どもを育てる社会に向けた条件

整備，健全な育成環境づくりに取り組み，企

業も参画して市民ぐるみ・地域ぐるみの子育

てと教育を充実することを記載 
③ 重点戦略「いのちとくらしを守る戦略」に

おいて，子ども，高齢者，障害のあるひと，

外国籍市民をはじめ市民ひとりひとりが，社

会のなかで尊重され，役割を果たし，生きが

いを実感できるとともに，都市部や郊外・山

間部を問わず，いきいきとした生活を送れる

社会を実現することなどを記載 

⇒16 ページ及び 17 ページ下段及び 19 ページ 

 

【低炭素・循環型まちづくり戦略に関する御意見】 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 歴史を守りつつ環境に配慮した京都らしいユニ

ークな行政に期待 

基本的な考え方において，京都の強みを生か

した伝統技術と先端の科学技術，歴史と文化を

融合させた低炭素時代のものづくり産業の創出

など，世界を牽引する取組を進めることなどを

記載しており，御意見の趣旨に合致していると

考えます。 

⇒12 ページ本文第 2段落 4～5行目 
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【歩いて楽しいまち・京都戦略に関する御意見】 
◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 歩道の整備や自転車マナーの徹底を 

・ 歩いて楽しいまちを実現するには，歩道の拡

張とともに，歩道から自転車をシャットアウト

しなければならない 

・ 歩道を猛スピードで走る者が多く，原則，自

転車は車道通行としてほしい 

・ 高齢社会の現状にふさわしい道路開拓を進

め，子どもも高齢者も障害者もみんなが安心し

て通行できるまちに 

戦略を推進するうえでの役割分担において，

行政の役割として，安全で快適な歩行空間や自

転車走行環境の整備，違法駐停車対策指導及び

自転車マナーの啓発などを記載しており，御意

見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒13 ページ役割分担 

 クルマよりも“ひと”を優先したまちづくりを ひとと公共交通を優先する歩いて楽しいま

ち・京都をつくり上げることを記載しており，

御意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒13 ページ本文第 1段落 3～4行目 

 
【歴史・文化都市創生戦略に関する御意見】 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 まち全体を世界遺産に 

・ まち全体が世界遺産に認可されるよう，努力

と検討が必要 

・ 京都の文化遺産の世界へのアピールを 

 

文化や伝統を守り伝えるべき 

・ 京都の伝統的なものを守ってもらいたい 

・ 未来になっても古いことは残してほしい 

・ 京都の文化や景観は日本の宝なので，未来に

残し続けられるように維持を 

・ 京都のまちは文化を大切にしており，まちを

守っていく活動をこれからも続けてほしい 

・ 古くて良いものは残す 

・ 和を基本に古典的なまちづくりを 

・ 歴史と自然，環境が未来にも続いてほしい 

・ 今はどんどん昔からの良いところがなくなる

ので，絶対守ってほしい 

・ 文化の継承，創造が必要 

・ 歴史文化都市を庶民の側から見つめてほしい

・ 石畳みとお寺のいっぱいある古きよき京都を

残してほしい 

古いものを守り，新しいものが共存するまちに 

・ 古いものや建造物が見られるだけでなく，新

しいものや文化の取り入れをしてほしい 

・ 日本のなかではめずらしい，まちがきれいな

歴史の重層性を実感できる建造物や庭園など

の多様な景観資産，自然環境と文化的資産が一

体となった歴史的風土をはじめ，有形無形の京

都の特性を守り，育てることはもちろん，創造

的に活用すること，さらには，広く国内外のひ

とびとに発信し，体感していただくことを記載

しており，御意見の趣旨に合致していると考え

ます。 

また，新たな文化を創造することなども記載

しています。 

⇒14 ページ上段本文第 2段落 1～5行目 
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京都を守りつつ，より進化してほしい 

・ 伝統ある歴史のまちの良さを残しつつ，新し

い企画も取り入れて，ほっこりと癒されるまち

（市）づくりに取り組んでほしい 

・ 古いものも残して，新しい日本を見せる場所

になってほしい 

・ 京都らしい町並みを残すことを考えるととも

に，伝統行事も，参加しやすいように残してい

くべき 

・ 伝統を大切に，かつ，新しいものを取り入れ

ていく，魅力的な都市であり続けてほしい 

・ 古きと新しきをうまく取り入れ，楽しく，く

らしやすい京都に 

・ 住みやすさが損なわれないよう，歴史と現在

が共在するまちであり続けてほしい 

・ 魅力あるまちづくりを図るべき 

・ 新しいものを取り入れながら，古い町並みや

文化財を大切にしてほしい 

・ 歴史ある京都のまち，京都を守るべき 

・ 若いひと中心のまちではなく，少しやさしい

町並みに 

・ 新しい文化，若者の意見も取り入れて，伝統

との融合を 

 

文化を生かしてまちに活力を 

・ 京都独自の文化と観光を生かして，活力ある

京都をつくってほしい 

・ 古くから残されたすばらしいものを活用し，

活気づけられればよい 

 

京都の良さを世界中へ伝えるべき 

・ 日本のなかでも歴史の古い都市としてもっと

もっと栄え，色々な良いところを世界中へ伝え

てほしい 

・ すてきな京都をみんなに知らせるためのアピ

ールがこれからは重要 

・ 市民が京都の魅力を磨き上げ，国内外のファ

ンを創り出すという意識をもってもらえる戦

略であってほしい 
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【旅の本質を追求する観光戦略に関する御意見】 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 観光客の安全確保とはどういう意味か。何か特別

な計画があるのか 

災害時などの非常時に観光客に正確な情報を

伝えるなど，不測の事態に備えた体制整備によ

り，観光客の安全を確保することを表します。

京都市の策定した分野別計画である「未来・京

都観光振興計画 2010+5」の第６章において，「観

光客の安心・安全を守る体制の整備」を掲げて

います。 

 観光に力を入れてほしい。 

・ 観光都市化の強化とまちづくりが必 要 

・ これからも日本を代表する観光都市として観

光に力を入れてほしい 

とくに優先的に取り組むべき事項としている

重点戦略の１つとして，「旅の本質を追求する観

光戦略」を掲げ，国内はもとより世界のひとび

とが，旅の本質に触れ，思う存分堪能できる観

光都市を実現することなどを記載しており，御

意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒15 ページ 

 現在の町並みを残しつつ，観光客がたくさん来て

くれるような楽しい場所であってほしい 

国内はもとより世界のひとびとが，旅の本質

に触れ，思う存分堪能できる観光都市を実現す

ること，歴史的な景観資産などを京都がもつほ

んものの魅力を保全・活用・創造しながら「ほ

んものとふれあう観光」を充実することなどを

記載しており，御意見の趣旨に合致していると

考えます。 

⇒15 ページ本文第 1段落 1～2行目及び第 2段

落 1行目 

 京都市民が観光客をもてなすまちに 

・ まずは日本人が京都を知る必要がある 

・ サービスとしての「もてなし・おこしやす」

ではなく，ひとのつながり，まち全体で「おこ

しやす」を言っている京都であってほしい 

・ 市民が京都の魅力を磨き上げ，国内外のファ

ンを創り出すという意識をもってもらえる戦

略であってほしい 

・ 現在住んでいる地の，とくに歴史的背景につ

いて知ることで，愛着心と将来の姿が生まれる

のではないか 

市民自身が京都の奥深い魅力を知り，学び，

楽しむことで，おもてなしの心を醸成し，京都

観光の新たな主体として存在感を発揮すること

を記載しており，御意見の趣旨に合致している

と考えます。 

また，市民の役割として，歴史的な景観資産

など京都がもつほんものの魅力の保全・活用・

創造について担うことなどを記載しています。

⇒15 ページ本文第 2段落 3～4行目及び役割分

担 

 京都市内の観光地の土産物店は，英語と中国語が

できるスタッフを置くよう努めるべき 

企業・事業者の役割として，京都観光を第一

線で支える立場でのもてなしやサービスの改

善・向上などについて記載しています。 

⇒15 ページ役割分担 

 京都市が作成される観光ポスターなどに，英語，

中国語，ハングルを併記するべき 

行政の役割として，ウェブサイトの多言語化

などによる情報発信手法の整備などについて記

載しています。 

⇒15 ページ役割分担 
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【新産業創造戦略に関する御意見】 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 規制緩和に伴う過競争によって，品質・安心・サ

ービスの低下を招くので，安易な行動はいけない 

規制緩和をはじめ，法律等に係る産業政策に

ついては，国において検討が行われているとこ

ろです。 

 
【未来の担い手育成戦略に関する御意見】 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 市内の学校に通学する学生に歴史や伝統，文化，

芸術などを無料で体験できる特権をもたせるべき 

若者が京都の奥深い歴史に裏打ちされたほ

んものの文化に触れ，学び，身に付けたりでき

る機会を拡充することなどを記載しています。

⇒17 ページ上段本文第 2段落 2～4行目 

 才能ある若者を京都に集め，京都の活性につなが

るよう，努力してほしい 

 

大学のまちであるという京都の強みを生か

して学びの環境を充実するとともに，住民自治

の伝統が息づく地域の活動にかかわったり，若

者が京都の奥深い歴史に裏打ちされたほんも

のの文化に触れ，学び，身に付けたり，新しい

ことにチャレンジする行動力や国際感覚を養

うことができる機会を拡充することなどを記

載しており，御意見の趣旨に合致していると考

えます。 

⇒17 ページ上段第 2段落 

 地域のおじいさんと若者がもっと交流できるとい

い 

住民自治の伝統が息づく地域の活動にかか

わったり，若者が京都の奥深い歴史に裏打ちさ

れたほんものの文化に触れ，学び，身に付けた

り，新しいことにチャレンジする行動力や国際

感覚を養うことができる機会を拡充すること

などを記載しており，このような取組のなか

で，世代間の交流が深まると考えています。 

また，重点戦略「いのちとくらしを守る戦略」

において，世代を越えた日常の交流の場を広げ

ることなどを記載しています。 

⇒17ページ上段本文第 2段落及び 19ページ本

文第 2段落 1行目 
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 高齢者が若者をサポートし，世界的に活躍する人

材をどんどん日本から輩出するべき 

戦略を推進するうえでの役割分担において，

学生の地域生活の多面的な支援，地域の諸活動

への若者の参加を広げ，活動を通じて若者を育

成することを記載し，そのうえで，基本的な考

え方のなかに，次代を担うひとを育て，世界に

輩出することなどを記載しており，御意見の趣

旨に合致していると考えます。 

⇒17 ページ上段役割分担及び本文第 1 段落 4

行目 

 京都はさすがと他県にいわせる人間づくりを行う

べき 

国際的なビジネスリーダーやクリエイター

（制作者，創造者），さまざまな分野のオピニ

オンリーダー（世論形成者）といった次代を担

うひとを育て，世界に輩出することなどを記載

しており，御意見の趣旨に合致していると考え

ます。 

⇒17 ページ上段本文第 1段落 2～4行目 

 
【子どもを共に育む戦略に関する御意見】 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 子どもが安心・安全な京都に 

・ 子どもたちが安全に生活できる社会へ向けた取

組をしてほしい 

・ 子どもが安心・安全な京都に 

・ 子どもにやさしいまちに 

安心して楽しく子どもを育てることがで

き，子どもたちがすくすくと成長するまちづ

くりを進めることなどを記載しており，御意

見の趣旨に合致していると考えます。 
⇒17 ページ下段本文第 1段落 

 縦割りを排し，それぞれが連携して少子化対策を進

めてほしい 

 

企業も参画して市民ぐるみ・地域ぐるみの

子育てと教育を充実すると記載し，また市

民・団体，企業・事業者，行政の役割分担や

連携について記載しており，御意見の趣旨に

合致していると考えます。 
⇒17 ページ下段本文第 2段落 4行目及び役割

分担 
 子どもたちが世界へと視野を広げ，未来につなげて

いける一助になりたい 

 

社会全体で子どもを育むという「子どもを

共に育む京都市民憲章」に基づく行動の輪を

広げ，市民ぐるみ・地域ぐるみの子育てと教

育を充実することを記載しております。 

また，重点戦略「未来の担い手育成戦略」

において，地域の担い手を育むとともに，国

際的なビジネスリーダーやクリエイター（制

作者，創造者），さまざまな分野のオピニオン

リーダー（世論形成者）といった次代を担う

ひとを育てることを記載しており，御意見の

趣旨に合致していると考えます。 

⇒17 ページ下段本文第 2段落 1～2行目及び

17 ページ上段本文第 1段落 2～4行目 
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 「真のワーク・ライフ・バランス戦略」だけでなく，

「子どもを共に育む戦略」においても非正規雇用者の

就業環境整備について取り上げるべき 

企業・事業者の役割として，ワーク・ライ

フ・バランス実現に向けた労働環境の整備な

どについて記載しています。 

⇒17 ページ下段役割分担 

 
【「真のワーク・ライフ・バランス戦略」に関する御意見】 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 ワーク・ライフ・バランスのとれたまちに 

・ ワーク・ライフ・バランスのとれたまちにな

ってほしい 

・ 京都ひととしての自覚を促すワーク・ライフ・

バランス実現の場づくりも必要 

・ ワーク・ライフ・バランスが必要 

若者をはじめ，市民ひとりひとりが仕事や家

庭生活，社会貢献などにおいて，生きがいと充

実感を得て人生が送れる真のワーク・ライフ・

バランスを定着させることを記載しており，御

意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒18 ページ上段本文第 1段落 

 女性の働く環境を整えるべき 

・ 女性ならではの仕事も増えてきたことや経済

の発展を考え，女性の働く環境を整える 

・ 企業に対する女性の働き方に関しての意識改

革に取り組んでほしい 

だれもがともに能力を発揮できる労働環境

の整備や子育てや介護などの負担軽減のため

の支援強化などについて記載しており，御意見

の趣旨に合致していると考えます。 

さらに，市民・団体の役割分担として男女が

互いの能力を尊重することを，企業・事業者の

役割として男女雇用機会均等の促進などを掲

げています。 

⇒18ページ上段本文第2段落1～2行目及び役

割分担 

 地域活動に参加し，定時に終了する仕事を推奨し

てほしい 

 

戦略を推進するうえでの企業・事業者の役割

分担として，長時間労働の解消，労働者の地

域・社会貢献活動への参加の理解・支援などに

ついて記載しています。 

⇒18 ページ上段役割分担 

 ワーク・ライフ・バランスは各人の問題では 

・ ワーク・ライフ・バランスは行政に求めるも

のなのか疑問 

・ ワーク・ライフ・バランスは各人で考えてい

る 

本計画は，単なる「行政計画」ではなく，市

民，NPO，企業，大学などのさまざまな主体と

行政とが夢と希望，危機感と責任を共有し，役

割を分担し，共に汗を流して協働する「共汗型

計画」として策定しています。この点を踏まえ，

重点戦略「真のワーク・ライフ・バランス戦略」

においても，ワーク・ライフ・バランスの実現

は行政だけで実現できるものではなく，「市

民・団体」，「企業・事業者」，「行政」のそれぞ

れの役割分担を記載しています。 

⇒18 ページ上段役割分担 
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【「地域コミュニティ活性化戦略」に関する御意見】 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 京都の誇る地域コミュニティの「共助」に力を入

れてほしい 

京都の未来像「支え合い自治が息づくまち・

京都」において，京都の誇る地域コミュニティ

の「共助」の力を一層高める取組を推進するこ

となどを記載しており，御意見の趣旨に合致し

ていると考えます。 

さらに，重点戦略「地域コミュニティ活性化

戦略」において，市民のくらしの基盤であり，

長年にわたり培われた住民自治の伝統や支え

合いの精神が息づく町内会や自治会，学区，商

店街など地域のコミュニティを活性化し，ひと

とひと，ひとと地域との絆や信頼を強め，自治

力を高めることなどを記載しています。 

⇒10 ページ中下段第 2段落 3～4行目及び 18

ページ下段本文第 1段落 

 ひとを集め，コミュニティを守るためのツールと

して，祭を大切にするべき 

だれもが地域活動に参加したくなるきっか

けづくり，地域における市民のさまざまな居場

所や活躍の場づくりなどを記載しており，祭も

きっかけ，活躍の場に含まれると考えられま

す。 

⇒18 ページ下段本文第 2段落 1～3行目 

 京都以外のひとも大切に 

・ 地域を大切にすることも大切だが，京都以外

のひとも受け入れてほしい 

・ 京都以外のひとでも，気軽に住むことや働く

ことができたらうれしい 

京都の未来像「支え合い自治が息づくまち・

京都」において，子どもからお年寄りまで，す

べてのひとびとのいのちとくらしが守られ，互

いに尊厳を認め合い，支え合うとともに，だれ

にも居場所があり，ひとのつながりが豊かで，

心安らかに幸福を実感できるまちをめざすこ

となどを記載しています。 

さらに，重点戦略「地域コミュニティ活性化

戦略」において，地域における市民のさまざま

な居場所や活躍の場づくりなどを進めること

を記載しています。 

⇒10ページ中下段第1段落及び18ページ下段

本文第 2段落 2～3行目 

 中小企業がボランティア活動を通じたアピールを

行えるようにすることで，経費を出さなくとも広告

できるような制度をつくってほしい 

戦略を推進するうえでの役割分担において，

事業者については地域への貢献は事業者の社

会的役割と認識し，地域活動に参画，地域活動

との積極的な連携や居場所の提供等の支援す

ることなどを記載しており，事業者のボランテ

ィア活動については積極的に進めていくべき

と考えます。 

⇒18 ページ下段役割分担 
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 地域力，人間力の活力がさらに深まれば，おのず

と安心安全になって住め，防犯・防災体制の確立も

できる 

京都の未来像「支え合い自治が息づくまち・

京都」において，防災，防犯など多様な面で，

京都の誇る地域コミュニティの「共助」の力を

一層高める取組を推進することなどを記載し

ており，御意見の趣旨に合致していると考えま

す。 

 さらに，重点戦略「地域コミュニティ活性化

戦略」において，市民のくらしの基盤であり，

長年にわたり培われた住民自治の伝統や支え

合いの精神が息づく町内会や自治会，学区，商

店街など地域のコミュニティを活性化し，ひと

とひと，ひとと地域との絆や信頼を強め，自治

力を高めることなどを記載しています。 

⇒10ページ下段第2段落及び18ページ下段本

文第 1段落 

 
【「いのちとくらしを守る戦略」に関する御意見】 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 高齢者や障害者が生きがいをもてるように 

・ 高齢者，障害者にとって，仕事ができること

は最大の喜びであり，その環境整備に重点を置

くべきである 

・ 年寄りも若者も共存できる社会に 

高齢者，障害のあるひとをはじめ市民ひとり

ひとりが，社会のなかで尊重され，役割を果た

し，生きがいを実感できる社会を実現すること

などを記載しており，御意見の趣旨に合致して

いると考えます。 

⇒19 ページ本文第 1段落 

 福祉が充実したまちになってほしい 健康なくらしを実現するための福祉の充実

などを進めることを記載しており，御意見の趣

旨に合致していると考えます。 

⇒19 ページ本文第 2段落 2行目 

 いのちとくらしを未来の子に託そう 

 

 

市民のいのちとくらしを守るしくみと都市

基盤を充実することなどを記載しており，御意

見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒19 ページ本文第 2段落 4行目 

 安心・安全なまちをつくり続けてほしい 子ども，高齢者，障害のあるひと，外国籍市

民をはじめ市民ひとりひとりが，社会のなかで

尊重され，役割を果たし，生きがいを実感でき

るとともに，都市部や郊外・山間部を問わず，

いきいきとした生活を送れる社会を実現する

ために，市民，事業者，行政の協働により安心・

安全なまちづくりを進めることなどを記載し

ており，御意見の趣旨に合致していると考えま

す。 

⇒19 ページ本文第 1段落 
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 過疎化した地域でもサービスの充実を 

・ 京北地域などでもまちなかと同じレベルのサ

ービスを望む 

・ 福祉医療について，過疎化した地域において

も，充実した施設を整備すべき 

都市部や郊外・山間部を問わず，いきいきと

した生活を送れる社会を実現することなどを

記載しています。 

⇒19 ページ本文第 1段落 2～3行目 

 介護給付費の増大やこれに伴う介護保険料の上昇

等についての取組が希薄。医療費の抑制に向けた文

言が必要 

戦略を推進するうえでの役割分担において，

行政の役割として，高齢者への社会支援等の環

境整備を記載しています。 

⇒19 ページ役割分担 

 ユニバーサルデザインについては「未来像」に盛

り込むなどにより，位置付けを高める必要がある 

京都の未来像「支え合い自治が息づくまち・

京都」において，わたしたち京都市民は，子ど

もからお年寄りまで，すべてのひとびとのいの

ちとくらしが守られ，互いに尊厳を認め合い，

支え合うことなどを記載しており，ユニバーサ

ルデザインの考え方は含まれているものと考

えています。 

また，未来像を実現するためにとくに取り組

むべき政策である重点戦略のひとつ「いのちと

くらしを守る戦略」においても「ユニバーサル

デザインによる住みよい生活環境の整備」と記

載しています。 

⇒10 ページ中上段第 1 段落 1～2 行目及び 19

ページ本文第 2段落 3行目 
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政策の体系 

 

環境 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 環境を考えてほしい 基本方針において，自然環境を気遣う「環境に

やさしいまち」の実現をめざすことを記載してお

り，御意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒20 ページ基本方針 

 環境によいことをどんどん進めるべき 推進施策１，２，３において，環境に関する総

合的な取組を記載しており，御意見の趣旨に合致

していると考えます。 

⇒22～23 ページ施策 1～3 

 自然環境の保全を 

・ 緑を増やしてほしい 

・ 自然がたくさんあって，水や，空気がきれ

いなまちに 

・ 山，川，森等を大切にし，美しく守ってい

きたい 

・ 京北地域は空気・水・土がよく，気持ちが

いいので，守っていってほしい 

推進施策１（１）において，市民参加の森づく

り，里山の再生や市民が自然とふれあう機会づく

り，京都の優れた自然環境を後世に伝えていくた

めの取組等を記載しており，御意見の趣旨に合致

していると考えます。 

⇒22 ページ施策 1(1) 

 まちの美化を進めてほしい 

・ まちの美化をもっとすべき 

・ ごみのないまちになってほしい 

・ ごみゼロのまちにしていければよいのでは

・ まちをもっときれいに 

 

ごみのポイ捨てを取り締るべき 

・ ごみやたばこのポイ捨てが多い 

・ 京都府全体でポイ捨ての取り締りを強化す

べき 

・ 鴨川が一番落ち着くが，ひとやごみが多す

ぎるので，きれいにして，伝統も守っていっ

てほしい 

・ シンガポールみたいにポイ捨てのないきれ

いなまちにしよう 

・ ごみの取り締り強化をすべき 

・ ポイ捨ての取り締りをすべき 

・ ごみはごみ箱に捨てるべき。川をきれいに

してほしい 

推進施策１（１）において，市民や事業者と一

体となったまちの美化を推進することを記載して

おり，御意見の趣旨に合致していると考えます。

⇒22 ページ施策 1(1) 
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 生物多様性の保全を 

・ 絶滅危惧種など，生物の生態系を持続して

いってほしい 

・ 道路の基盤整備を行う際など，他生物に配

慮したまちづくりをしてほしい 

推進施策１（１）において，京都の地域特性を

考慮した生物多様性の保全に向けた取組を進めて

いくことを記載しており，御意見の趣旨に合致し

ていると考えます。 

⇒22 ページ施策 1(1) 

 環境について考える機会を増やしてほしい 

・ 環境について考えてもらうようなイベント

を増やしてほしい 

・ 環境のために努力した成果を具体的に感じ

る場が必要 

推進施策１（２）において，ごみ問題から地球

温暖化問題まで，幅広い環境に対する市民の理解

と行動を広げるため，さまざまな環境学習の取組

を進めることを記載しており，御意見の趣旨に合

致していると考えます。 

⇒22 ページ施策 1(2) 

 電気エネルギーへの転換を 

・ 電気バイクが走るようなまちづくりを 

・ エコにつながる石油エネルギーから電気の

エネルギーへの転換を進めるべき 

推進施策２において，再生可能エネルギーの利

用促進を含めた「低炭素型まちづくり」の取組を

積極的かつ計画的に進めることを記載していま

す。 

⇒22～23 ページ施策 2 

 公共交通機関の利用をもっとアピールして，CO2

の排出量を減らすことを重点的にやってほしい 

推進施策２（１）において，脱クルマ中心の歩

いて楽しいまちを目指し，公共交通利用を促進す

る取組を進めることを記載しており，御意見の趣

旨に合致していると考えます。 

⇒22 ページ施策 2(1) 

 川を利用した小規模発電設備を充実させてはど

うか 

推進施策２（２）において，京都の特性を生か

し，木材，河川水などの自然の恵みの活用を推進

することを記載しています。 

⇒23 ページ施策 2(2) 

 地球温暖化防止の取組を最優先し，「DO YOU 

KYOTO?」を京都市民に徹底すべき 

推進施策２（３）において，「DO YOU KYOTO?」

を合言葉に，市民や事業者と連携しながら，環境

にやさしいライフスタイルへの転換に向けた実践

行動を促進することを記載しており，御意見の趣

旨に合致していると考えます。 

⇒23 ページ施策 2(3) 

 京都市環境家計簿の知名度が低いようなので，

もっと宣伝してほしい 

推進施策２（３）において，「京都流ライフスタ

イル」の定着について記載し，家庭における温室

効果ガスの削減を図るため，日常生活におけるさ

まざまな省エネ，省資源の取組を実践していくこ

とを記載しています。 

⇒23 ページ施策 2(3) 

 分別などをもっと行えば，資源として有効に使

っていけるのではないか 

推進施策３において，発生抑制，再利用（２Ｒ）

の推進，リサイクルの推進などごみを出さない循

環型社会の構築のための取組を記載しており，御

意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒23 ページ施策 3 

 リデュースとリユースの視点をもっと強く示

し，リユースについては世界規模での取組が必要

推進施策３（１）において，発生抑制（リデュ

ース），再利用（リユース）を推進することを記載

しています。 

⇒23 ページ施策 3(1) 
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 ごみ排出量の増加に対して，市民ひとりひとり

の自覚を高めることが必要 

施策３（１）において，ごみを出さない２Ｒを

重視したくらしへの転換に向けた行動が定着する

ような取組を推進することを記載しており，御意

見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒23 ページ施策 3(1) 

 地域を生かした資源物回収のしくみづくりを 

・ 生ごみの堆肥化やバイオガスの利用推進に

向けて，一括回収し，利用するしくみを整え

るべき 

・ 新しいエコをはじめるのではなく，今ある

ものを十分に利用してエコ活動に取り組んで

ほしい 

推進施策３（２）において，京都のまちの強み

である学区単位の活動，自治会，町内会などの地

域力を生かした地域密着型の取組によって，可能

な限り資源物を回収することを記載しており，御

意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒23 ページ施策 3(2) 

 ごみを分別すべき 

・ ごみの分別を 

・ 分別しやすいようにごみ箱を設置すべき 

・ ごみの分別がまだまだ浸透していない 

推進施策３（２）において，市民に対しても，

観光客に対してもごみの分別ルールの誘導，指導

を徹底し，可能な限り資源物を回収することを記

載しており，御意見の趣旨に合致していると考え

ます。 

⇒23 ページ施策 3(2) 

 ごみ袋が高い 

・ ごみ袋の無料配布をすべき 

・ ごみ袋は高すぎる 

家庭ごみ有料指定袋制は，市民に処理手数料の

一部を負担していただくことで，ごみへの関心を

高め，ごみ減量，分別・リサイクルをより一層促

進しようとされているものです。 

 ごみ袋の有料化と分別は本当によいことなのか

疑問 

家庭ごみ有料指定袋制は，市民に処理手数料の

一部を負担していただくことで，ごみへの関心を

高め，ごみ減量，分別・リサイクルをより一層促

進しようとされているものです。 

また，ごみの分別は，資源ごみを回収すること

で限られた天然資源の使用量を減らすことが可能

となります。例えば，プラスチック製容器包装の

回収は，限りある天然資源である石油の使用量を

減らすことが可能となります。 

 今回の廃棄物減量および適正処理等に関する条

例改正の動きにおいて，野宿生活者のひとたちを

「市民」として受け入れているとは思えない 

京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条

例の一部改正については，京都市において，パブ

リック・コメントによる市民意見の聴取手続，市

会への提案が行われており，当該手続のなかで検

討すべき意見と考えます。 

 家庭ごみの夜間収集の検討及び導入を 

・ 家庭ごみの夜間収集を区域ごとに社会実験

し，試行のうえで導入すべき 

・ 寺社仏閣の周辺の家庭ごみの夜間収集実施

に向けた検討をしてほしい 

京都市の家庭ごみの収集において，観光地や商

店街については，環境や衛生面を配慮し，早い時

間帯に収集するなどの取組が行なわれているとこ

ろです。御提案の具体的な内容については，京都

市において経費や地域の状況などを考慮して検討

されるべき意見と考えます。 
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人権・男女共同参画 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

真の男女差別解消には，男女双方向の人権を尊

重したアプローチが必要であり，男性も政策の対

象として明記してほしい 

基本方針において，ひとりひとりが尊重され，

より豊かな人間関係が育まれる社会をめざすこと

としており，男女を問わず，市民それぞれが多様

で柔軟な働き方・生き方が選択できるための環境

整備を進める必要があると考えています。しかし，

現実には，管理職に占める女性の割合の低さなど，

固定的な性別役割分担を反映した制度，慣行が今

なお根強く存在していることから，重要課題とし

て女性について例示しています。 

⇒24 ページ基本方針 

差別落書きをなくすべき 推進施策１において，人権を尊重し合う習慣が

根付いた人権文化を構築することを記載するとと

もに，推進施策２において，人権に関するさまざ

まな教育・啓発活動を進めることを記載していま

す。 

⇒26 ページ施策 1 

女性の働く環境の整備を 

・ 女性ならではの仕事も増えてきたことや経

済の発展を考え，女性の働く環境を整えるべ

き 

・ 企業に対する女性の働き方に関しての意識

改革に取り組んでほしい 

推進施策４において，「女性の能力の積極的な活

用」などのワーク・ライフ・バランスの推進を率

先して取り組む企業への支援について記載すると

ともに，推進施策５において，セクシャル・ハラ

スメント対策について記載しており，御意見の趣

旨に合致していると考えます。 

⇒26 ページ施策 4 

昔のように男性が働き，女性は家を守ればフリ

ーターも定職に付けるのではないか 

男女を問わず，市民それぞれが多様で柔軟な働

き方・生き方が選択できるための環境整備を進め

る必要があると考えます。 
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青少年の成長と参加 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

中高生が自分たちで活動できる場，機会を増や

してほしい 

推進施策１（１）において，青少年の成長に欠

かせない自然体験や社会体験の提供など，みずか

らの生き方をデザインする能力を身に付けるため

の取組を記載しており，御意見の趣旨に合致して

いると考えます。 

⇒29 ページ施策 1(1) 

やる気がない，続かない若者が多いので，苦し

みを耐えた後に未来が来ることを伝えるべき 

施策１（１）において，青少年の生きる力を養

うためのキャリア教育を多面的に推進することを

記載しており，御意見の趣旨に合致していると考

えます。 

⇒29 ページ施策 1(1) 

青少年と多世代のコミュニケーションの場がな

くなってきた 

施策１（１）において，多様な生き方・行動の

見本となる人物と出会える機会や世代間・異年齢

間の交流を促進させる取組について記載してお

り，御意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒29 ページ施策 1(1) 

もっと若者の力を活用すべき 

・ 子どもが社会の一員としてともに京都のま

ちをつくる環境や機会，場を増やせればよい

・ 若者のイベントなどでひとびとが多く集ま

る京都･元気な京都･美しい京都に 

・ 高校生，大学生を対象に，行政側から積極

的に行政参加の機会を与えてほしい 

・ 学生を地域コミュニティの活性化に生かす

ことを目的に，学生を主体として地域との交

流活動を図る団体を創設してはどうか 

推進施策１（２）において，青少年のもつ多様

な感性を生かすための社会参加・社会形成活動の

促進について記載しており，御意見の趣旨に合致

していると考えます。 

⇒29 ページ施策 1(2) 

ひきこもりについて，実態調査と対策を，全国

に先駆けて京都市が率先して行ってほしい 

推進施策２において，課題に直面する青少年の

総合的支援の推進について記載しています。 

⇒29 ページ施策 2 

青少年の失敗を公に認める制度を確立するた

め，失敗例を集めたデータベースを構築すべき 

推進施策３において，試行錯誤を繰り返しなが

ら成長する青少年を支援する環境づくりや，青少

年に関する情報を集約し，的確に伝える取組につ

いて記載しています。 

⇒29 ページ施策 3 
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市民生活とコミュニティ 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

京都の誇る地域コミュニティの「共助」に力を

入れてほしい 

 

基本方針において，京都最大の社会資本である

地域コミュニティの活性化を図ることを記載して

おり，御意見の趣旨に合致していると考えます。

⇒30 ページ基本方針 

近所づきあいを大切にすることが必要 

・ 近所づきあいを大切にすることが広まると

よい 

・ 近所とのコミュニケーションが必要 

・ 学区など地域で子どもから高齢者までが参

加できる催しを多くすべき 

・ 地域のコミュニティ機能が失われているた

め，遊び場などだれもが共有できるソフトを

用意することが必要 

推進施策１において，地域における居場所づく

りなどの地域コミュニティが自主的に行う活動の

支援や，マンション等集合住宅の住民と地域コミ

ュニティとの交流を図るための支援などについて

記載しており，御意見の趣旨に合致していると考

えます。 

⇒32 ページ施策 1 

地域コミュニティの核となるひとが必要 

・ 集まれる機会や地域にみずから動いてひと

を集めるキーパーソンが必要 

・ 学生を地域コミュニティの活性化に生かす

ことを目的に，学生を主体として地域との交

流活動を図る団体を創設してはどうか 

推進施策１において，地域コミュニティの担い

手づくりなど，地域コミュニティが行う自主的な

活動の支援について記載しており，御意見の趣旨

に合致していると考えます。 

⇒32 ページ施策 1 

ボランティア人口を増やすため，ボランティア

活動を評価するログブック制度をつくってはどう

か 

推進施策２において，情報収集・提供，相談な

ど，NPO やボランティア団体などの市民活動団体

の取組支援について記載しています。 

⇒32 ページ施策 2 

地域の活性化，コミュニティなどは，民間に任

せるのではなく，公的な活動を中心として運営し

てほしい 

地域の思いと主体性を尊重しながら，行政がパ

ートナーシップの関係に基づいて支援を行うこと

が大切と考えます。そのため，推進施策１におい

て，地域における居場所づくりなどの支援を行う

ことを記載するとともに，推進施策３において，

京都市が地域コミュニティを支援する新たなしく

みづくりや支援機能の強化について記載していま

す。 

⇒32ページ施策1及び施策3 

何でもかんでも市民活動を支援するのではなく

客観的に監査するしくみが必要 

推進施策２において，NPO やボランティア団体

等，公益活動を担う市民活動団体の支援を行うこ

とを記載していますが，京都市にはすでに監査委

員制度などのしくみが設けられており，実際の活

動支援に当たっては，公平な審査，評価が行われ

るものと考えます。 

⇒32 ページ施策 2 
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市民生活の安全 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

市民も来訪者も安全なまちにしてほしい 

・ 事故のない，安全第一のまちづくりを 

・ 安全で，平和なまちにしてほしい 

・ 治安のよい，だれでも安心して歩いて観光で

きるよいまちにしてほしい 

基本方針において，犯罪，事故，消費者被害

などの未然防止や，だれもが安心してくらせる

まちづくりについて記載しており，御意見の趣

旨に合致していると考えます。 

⇒33 ページ基本方針 

犯罪を防ぎ，治安維持にどのように努めるのかが

重要 

推進施策１において，子どもや高齢者などを

対象とした安全を守る取組や，繁華街における

安心・安全のまちづくり，地域の特性や実情に

応じた生活安全の取組の展開など，生活安全（防

犯・事故防止）の取組を記載しており，御意見

の趣旨に合致していると考えます。 

⇒35 ページ施策 1 

子どもたちが安全に住める京都にしてほしい 推進施策１（１）において，子どもなどを対

象とした安全を守る取組や防犯に配慮した環境

づくりについて記載しており，御意見の趣旨に

合致していると考えます。 

⇒35 ページ施策 1(1) 

繁華街の治安が悪くなり，安心して歩けない 推進施策１（１）において，犯罪発生の可能

性の高い繁華街の振興においても「地域の安

心・安全の確保」を基本理念のひとつに位置付

け，安心・安全なまちづくりをめざすことを記

載しており，御意見の趣旨に合致していると考

えます。 

⇒35 ページ施策 1(1) 

高齢者の死亡事故に対しての安全策が必要 推進施策１（２）において，交通事故の当事

者となる可能性が高い高齢者をはじめ，交通事

故のない社会をめざした交通安全対策を推進す

ることを記載しており，御意見の趣旨に合致し

ていると考えます。 

⇒35 ページ施策 1(2) 

一人暮らしの高齢者が詐欺などに遭わないよう

にしてほしい 

推進施策２（１）において，高齢者等への見

守り等，消費者被害の未然防止・拡大防止を図

るための取組や消費者被害の迅速かつ的確な救

済を図るための取組を記載しており，御意見の

趣旨に合致していると考えます。 

⇒36 ページ施策 2(1) 

路上喫煙禁止区域内の罰金収入を市民税に還元

したらよい 

路上喫煙等禁止区域内での過料については，

市税収入と同様，京都市の収入として還元され

ています。 
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監視員だけでなく，警察とも協力して，路上喫煙

を禁止し，もっと罰金を取るべき 

路上喫煙禁止の取組については，条例に基づ

き，市内全域の公共の場所では，路上喫煙をし

ないよう努力する義務が課されるとともに，市

内中心部が路上喫煙等禁止区域に指定され，１

千円の過料を科されています。本取組について

は，京都市路上喫煙等対策審議会において検討

されることとなっています。 

 

文化 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

市民がみずから文化芸術に取り組む場を保障す

ることが大切 

推進施策 1（１）において，幅広い市民が世代

を越えて多彩な文化芸術に気軽に親しむことが

できるよう，文化芸術の鑑賞，体験及び発表が

できる機会を提供することを記載しており，御

意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒39 ページ施策 1(1) 

市民が楽しめ，京都の文化を世界へ発信できる試

みが続くとよい 

推進施策１（１）において，幅広い市民が文

化芸術に気軽に親しめる機会の提供について記

載するとともに，推進施策３において，京都の

文化芸術の魅力を発信し，鑑賞や体験のための

観光に活用することについて記載しており，御

意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒39 ページ施策 1(1)及び 39～40 ページ施策 3 

若者の文化体験の促進を 

・ 市内の学校に通学する学生に歴史や伝統，文

化，芸術などを無料で体験できる特権をもたせ

るべき 

・ 子どもがいる家族には市内周遊パスポートを

発行し，寺院など価値があるものに触れること

ができるようになってほしい 

推進施策１（２）において，子どもたちが優

れた文化芸術のほんものの輝きに触れる機会の

充実について記載しており，御意見の趣旨に合

致していると考えます。 

⇒39 ページ施策 1(2) 

文化的なイベントの充実を 

・ だれでも楽しめる，伝統を大切にしたイベン

トや行事がこれからもずっと続く未来になっ

てほしい 

・ もう少し音楽イベントを増やしてほしい 

推進施策２において，市民をはじめ広く国内

外のひとびとが京都の伝統的な文化芸術を体験

したり，身近に触れることができる機会を提供

することなどを記載しています。 

⇒39 ページ施策 2 

文化芸術の後継者の育成を 

・ 後継者を増やし，京都の伝統文化を正しい形

で残していくことが，さらなる発展につながる

・ 文化芸術，ものづくりなどへ力を入れている

若者に対する助成金などの充実を 

・ 古きよき文化や伝統を守ってほしい 

・ 日本古来の芸術の保存と育成をすべき 

推進施策２において，伝統芸能，伝統文化，

伝統工芸の後継者や，芸術家・芸術関係者の育

成について記載するとともに，推進施策４（１）

において，文化財の保護，活用について記載し

ており，御意見の趣旨に合致していると考えま

す。 

⇒39 ページ施策 2及び 40 ページ施策 4(1) 
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文化施設を充実してほしい 

・ 図書館やホール等，大阪に比べて貧しすぎる

ので豊かにしてほしい 

・ 文化施設を充実すべき 

・ 各行政区に文化会館などのような市民に身近

な文化施設が必要 

・ 動物園に最新技術を使った展示館をつくっ

て，世界に発信すべき 

推進施策２（２）において芸術家・芸術関係

者の育成や芸術作品の制作・練習の場の提供に

ついて記載するとともに，推進施策３（２）に

おいて，文化芸術の活動拠点となる文化施設の

機能充実について記載しており，御意見の趣旨

に合致していると考えます。 

⇒39 ページ施策 2(2)及び施策 3(2) 

京都からさまざまな文化が今後も発信されるこ

とを願う 

推進施策３において，文化芸術に関する国内

外の地域との市民や芸術家の交流促進，京都の

文化芸術の魅力を広く世界に向けて発信する取

組を記載しており，御意見の趣旨に合致してい

ると考えます。 

⇒39～40 ページ施策 3 

文化財の保護を 

・ 重要文化財を残し，存続させてほしい 

・ 文化遺産を絶やさずに維持してほしい 

・ 世界遺産や文化遺産を守っていきたい 

・ 京都のお寺などの文化財とともに，はんなり

した雰囲気もずっと残していきたい 

・ 色々なお寺や神社がたくさんあり，ゆったり

散策できるところを残してほしい 

・ 将来も重要文化財が大切にされていると思う

・ 地域の文化的価値のあるものを守りたい 

・ 京都で有名な五重塔が残ってほしい 

推進施策４において，有形無形の文化財の実

態把握やその魅力の発信，文化財にかかわる多

様な人材の育成など，かけがえのない文化財の

保護，活用と伝承の取組を記載しており，御意

見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒40 ページ施策 4 

 

 

スポーツ 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

多様なスポーツ活動を支え合っているまちづく

りを進め，疾病予防に役立てるべき 

推進施策１において，それぞれの年齢や個性，

環境に応じてスポーツやレクリエーションを楽

しんでいるまちづくりについて記載するととも

に，推進施策３において，多様なスポーツ活動

を支え合っているまちづくりについて記載して

おり，御意見の趣旨に合致していると考えます。

⇒43 ページ施策 1及び 43～44 ページ施策 3 

スポーツ施設の充実を 

・ 公的なスポーツ施設を充実させてほしい 

・ 自由にスポーツができる公園を整備すべき 

・ スポーツ公園の増設を 

推進施策１（１）において施設の効果的・効

率的な整備について記載しているとともに，推

進施策３（１）においてだれもが利用しやすい

施設の提供について記載しており，御意見の趣

旨に合致していると考えます。 

⇒43 ページ施策 1(1)及び施策 3(1) 
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スポーツに親しむ機会の充実を 

・ スポーツをもっと身近にしてほしい 

・ 若者対象のマラソン大会の開催を 

推進施策１（２）において，市民が気軽に体

を動かす機会の増加を図ることを記載するとと

もに，推進施策２（２）において，参加者，応

援者，市民が一体となって楽しめるマラソンと

いった総合スポーツイベントを実施することを

記載しており，御意見の趣旨に合致していると

考えます。 

⇒43 ページ施策 1(2)及び施策 2(2) 

京都サンガ FC への支援を 

・ 京都サンガ FC と地域がもっと密着するよう

に，市と府が全体的にバックアップをすること

が必要 

・ 京都サンガ FC を，他地域からも魅力あるチ

ームにしてほしい 

・ 京都サンガ FC の専用サッカー場をつくって

ほしい 

・ サッカースタジアムは京都市内につくってほ

しい 

推進施策２において，トップレベルのスポー

ツに身近に触れるための，競技環境と観戦環境

の充実，プロスポーツチームの振興や支援のた

めの取組を記載しています。なお，サッカース

タジアムの建設については，京都府，京都商工

会議所及び京都市において検討が進められてい

ます。 

⇒43 ページ施策 2 

公共のスポーツ施設を利用しやすくすべき 

・ 武道場の利用料を安価にしてほしい 

・ 公共施設の抽選などもっと公平，公正な運営

を 

☆・ グランドや武道場を使いやすくしてほしい 

推進施策３（１）において，多様化する市民

の要望にこたえ，良質なサービスが提供できる

よう，だれもが利用しやすい施設の提供につい

て記載しており，御意見の趣旨に合致している

と考えます。 

⇒43 ページ施策 3(1) 

「市民と行政の役割分担と共汗」の図に記載され

ている「指定管理者」は不要ではないか 

指定管理者制度の導入により，民間の能力を

活用した効率的かつ利用者のニーズに応じた柔

軟な施設運営が可能になっていることから，ス

ポーツやレクリエーションに親しむ機会に恵ま

れたまちをめざすに当たり，その役割は重要な

ものと考えています。 

 

産業・商業 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 企業が下請けにしわ寄せをするのではなく，社会

全体が活気をもてるような社会が求められる 

みんなでめざす 10 年後の姿の１つ目におい

て，大企業から中小企業までそれぞれの企業が

相互に刺激を与え，連関し，さらに発展すると

ともに，生活の豊かさを実感できるまちの実現

をめざすことを記載しており，御意見の趣旨に

合致していると考えます。 

⇒46 ページ姿 1 
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 「７ 市民に安心していただける流通体制の強

化」の項の文中に，「取組を進めていく「とともに，

新しい食のまちを創造していく」」を加えるべき 

 本項は「流通体制の強化」を目的としたもの

で，直接的に「新しい食のまちの創造」にまで

至るものではありません。 

 御意見については，みんなでめざす 10 年後の

姿の２つ目において，食についてイノベーショ

ンにより付加価値の高いものづくりやサービス

を創発するまちをめざすこととしています。 

⇒46 ページ姿 2 

 中小企業の支援を 

・ 中小企業を支援する政策が必要 

・ 自立しようとする中小企業や困っている中小

企業を支え，中小企業の立場で対応を考えてほ

しい 

・ 京都は小規模事業者が多いため，経費がかか

らないよう行政で販売や展示会等の場を用意

してほしい 

・ 中小業者・中小企業の経済振興が必要 

推進施策１において，中小企業への金融支援

を行うとともに，産業支援機関等による経営支

援や技術・研究開発支援，人材育成など，企業

のニーズに即した支援事業を推進することを記

載しており，御意見の趣旨に合致していると考

えます。 

⇒47 ぺージ施策 1 

 産学官の連携を 

・ 産・学・官が連携して歴史・文化を保全し，

新しい産業・学術をともにつくる京都であって

ほしい 

・ 京都市域のシーズ集・技術集の公開データベ

ースを構築してはどうか 

推進施策２において，産学公の連携の下，京

都に集積する企業・大学・研究機関等の優れた

技術と知的資産を生かして，イノベーションを

持続的・発展的に創出することを記載しており，

御意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒47 ぺージ施策 2 

 異業種間が交流できる組織が必要 推進施策２において，幅広い企業の連携を促

進することを記載しています。 

⇒47 ぺージ施策 2 

 京都の地域産業の活性化を 

・ 地域ブランドをもっと活性化するべき 

・ 京都のものづくり産業を育てる政策を大事に

してほしい 

推進施策２において，京都の有する地域資

源・産業集積を生かした，新産業・新事業を創

出するとともに，付加価値の高いものづくり産

業を育成・振興することを記載しており，御意

見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒47 ぺージ施策 2 

 京都の伝統文化を活用して，商売につなげるべき 推進施策２において，京都の有する地域資

源・産業集積を生かした，新産業・新事業の創

出を図ることを記載するとともに，推進施策４

において，伝統産業の活性化と新たな展開の推

進について記載しており，御意見の趣旨に合致

していると考えます。 

⇒47 ぺージ施策 2及び施策 4 

 内需だけではなく，外貨獲得をめざすべき。今後，

企業は研究，労働も海外へ 

推進施策３において，広域的さらには国際的

な視点に立った産業科学技術研究拠点の整備を

図ることにより，新たな産業集積を生み出す魅

力ある事業環境を整備することを記載していま

す。 

⇒47 ぺージ施策 3 
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 多分野における産業をつくり，それに対して，行

政が資金的支援をする。さらに，そこから世界のテ

ンポに合わせた産業を育成するべき 

推進施策３において，京都の強みを生かした

事業環境の整備について記載するとともに，推

進施策２において，付加価値の高いものづくり

産業を育成・振興することを記載しています。

⇒47 ぺージ施策 3及び施策 2 

 伝統産業に触れる機会を増やしてほしい 推進施策４において，教育や学習の場等によ

る普及啓発など，伝統産業の活性化に関する取

組を記載しており，御意見の趣旨に合致してい

ると考えます。 

⇒47 ぺージ施策 4 

 伝統産業・技術の保存，継承を 

・ 伝統産業が残ってほしい 

・ 京都の伝統工芸がすたれてしまわないかが心

配なので，保存していってほしい 

・ 世界に誇れる職人さんの技術を継承できるよ

う行政からの働きかけが必要 

・ 若い職人が活躍できる場がたくさんあるとい

い 

推進施策４において，技術の伝承や後継者の

育成など伝統産業の活性化に関する新たな取組

を積極的に展開することを記載しており，御意

見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒47 ぺージ施策 4 

 伝統産業を世界に発信してほしい 

・ 伝統を守りつつ，日本らしさをもった商品を

世界に発信し続けてほしい 

・ 伝統産業のモノの輸出を包括的に行うべき 

・ 着物に使われていた色，自然の色を京都から

発信していってほしい 

・ 京都に古くからある伝統色を現代の産業に活

用すべき 

推進施策４において，事業者等による創造的

な活動や海外市場を含めた販路開拓の取組に対

する支援事業など伝統産業の活性化に関する新

たな取組を積極的に展開することを記載してお

り，御意見の趣旨に合致していると考えます。

⇒47 ぺージ施策 4 

 ☆ にぎわいを創出する商業店舗等を誘致し，田舎

に活気を生み出してほしい 

推進施策５において，地域コミュニティとし

てふれあいを大切にして地域の魅力を高める商

店街づくりなど，地域の特性に応じた商業振興

をめざすことを記載しています。 

⇒47 ぺージ施策 5 

 商店街の活性化を 

・ 中心部の歴史ある店舗が軒並み閉店していく

ことがさみしく感じる 

・ 日常の買い物をするための商店が近くにない

・ 地元中小企業・中小業者を紹介してくるよう

な商店街をつくっては 

・ 地域コミュニティの活性化が重要と考える。

とりわけ商店街が衰退していることが問題 

推進施策５において，地域コミュニティとし

てふれあいを大切にして地域の魅力を高める商

店街づくりなど，地域の特性に応じた商業振興

をめざすことを記載しており，御意見の趣旨に

合致していると考えます。 

⇒47 ぺージ施策 5 

 商いの活発化のための場の提供として，日曜日の

中央卸売市場で市民市場の開設を 

推進施策７において，中央卸売市場の施設機

能の維持・充実について記載しています。なお，

中央卸売市場第一市場においては，平成 22 年

10 月から第１土曜日に市民向けに「繁盛市」が

開始されています。 

⇒48 ぺージ施策 7 
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 雇用の確保を 

・ 雇用について，フリーターの方を定職に付け

るように 

・ 高校生の就職率を上げることが重要 

・ 高校生や大学生の新卒就業難への対応を 

・ 退職者を呼び込み，若年者の流出を防ぐ職の

創出を 

・ 地方に雇用がない 

・ 雇用が重要 

・ 市民生活を安定させるため，雇用確保，収入

確保のための措置があまり書かれていないの

では 

・ さまざまな政策との連携のなか，雇用確保を

進めてほしい 

推進施策８において，若者，女性，高齢者，

障害のあるひとを含め，働くことを希望するす

べてのひとが就業できるよう雇用の維持・確保

に努めるとともに，新たな雇用の創出に向けた

取組を推進することを記載しており，御意見の

趣旨に合致していると考えます。 

⇒48 ぺージ施策 8 

 

 

観光 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 全世界に住むひとたちが，１度は訪れてみたい都

市ナンバーワンになってほしい 

基本方針において，「５０００万人観光都市」

を実現した京都観光は，「量の確保」とあわせて，

「質の向上」を図り，「旅の本質」を堪能できる

世界で一番のまちをめざすため，「観光スタイル

の質」と「観光都市としての質」の向上に取り

組むことを記載しており，御意見の趣旨に合致

していると考えます。 

⇒49 ページ基本方針 

 歩行者に分かりやすい観光案内表示を 

・ 初めて訪れるひとたちにもわかりやすく，歩

きやすいまちになってくれたらいい 

・ 観光都市として，分かりやすい案内表示を 

推進施策１（２）において，観光案内標識を

拡充するなど歩いて楽しむための環境整備に取

り組むことを記載しており，御意見の趣旨に合

致していると考えます。 

⇒51 ページ施策 1(2) 

 公共交通を整備し，歩く観光を推進すべき 

・ 歩行者優先のゆっくり観光できるまちにして

ほしい 

・ 公共交通の抜本的な整備をしたうえで，歩く

観光についても進めるべき 

推進施策１（２）において，環境にやさしい

歩く観光の推進について記載しており，御意見

の趣旨に合致していると考えます。 

⇒51 ページ施策 1(2) 
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 京都のもつほんものの魅力をより多くの方に感

じられるようにすべき 

☆・ 社寺の拝観料を下げるなどしてもっとたくさ

んのひとに触れてほしい 

・ 古花街を次の世紀に残してほしい 

・ 真の文化の学びの機会を与える都市としての

計画を期待したい 

・これまでの伝統を守りつつ，国際的な体験型の

イベントをいっぱいやってほしい 

推進施策１（３）において，京都の文化や知

恵，匠のわざを心で“みる”観光などほんもの

とふれあう観光を進めることを記載しており，

御意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒51 ページ施策 1(3) 

 買い物が観光目的のひとつとなるよう商業的な

要素を増やすべき 

 

推進施策１（３）において，観光客が京都の

くらしや伝統産業，農林業などものづくりを体

験できる取組を推進するなど，他の産業との連

携について記載しています。 

⇒51 ページ施策 1(3) 

 寺社仏閣の見学や伝統産業体験，また家電やドラ

ッグストアでの買い物を市がお膳立てして，外貨，

とくに中国からの観光客を誘致するべき 

推進施策２において，快適な受入環境の整備，

新たな魅力の創出や誘致活動を展開することに

よる観光都市としての質の向上について記載し

ています。 

⇒51～52 ページ施策 2 

 だれもが移動しやすい観光都市に 

・ 観光地の案内や駐車に便利なタクシーの利用

を観光施策に取り入れては 

・ 明るくさわやかで，バリアフリーの手本にも

なるような観光都市になってほしい 

・ 高齢になったときも観光しやすいまちに 

・ 小さい子ども連れでも気がねなく観光できる

ようにしてほしい 

・ 観光客にやさしくなってほしい 

・ 高校生が観光地に行きやすくしてほしい 

・ 京都観光の課題は「交通・道路」であり，パ

ークアンドライドや自家用車の規制，商業者と

観光車の区別など工夫が必要 

・ 交通規制緩和も含めた公共交通関係機関と連

携して洛北地域の観光のための交通アクセス向

上を図るべき 

・ 名所めぐりの巡回バスの運行 

推進施策２（１）において，ユニバーサルツ

ーリズムの推進など，国籍，年齢，性別，障害

の有無等にかかわらず，すべての観光客が快適

に京都の魅力を堪能してもらうための環境整備

について記載しており，御意見の趣旨に合致し

ていると考えます。 

⇒51 ページ施策 2(1) 

 京都市内の観光地の土産物店は，英語と中国語が

できるスタッフを置くよう努めるべき 

推進施策２（１）において，国籍，年齢，性

別，障害の有無等にかかわらず，すべての観光

客が快適に京都の魅力を堪能してもらうための

環境整備について記載しています。 

⇒51 ページ施策 2(1) 
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 観光地における交通機関を便利にしてほしい 

・ 夜のイベントが増えたわりには，夜の交通機

関が不便 

・ 観光シーズンは混み合うので，観光客が満足

できない 

推進施策２（１）において，観光客の不満解

消，さらには市民生活の向上の観点から，公共

交通の利便性向上，観光案内の充実を進めるこ

とを記載しており，御意見の趣旨に合致してい

ると考えます。 

⇒51 ページ施策 2(1) 

 交通渋滞の解消と観光客のマナーアップに，市と

して真剣に取り組んでほしい 

推進施策２（１）において，観光客の不満解

消，さらには市民生活の向上の観点から，公共

交通の利便性向上を進めることを記載している

とともに，推進施策２（３）において，観光客

のマナー向上の気運を盛り上げることを記載し

ており，御意見の趣旨に合致していると考えま

す。 

⇒51 ページ施策 2(1)及び 52 ページ施策 2(3) 

 観光客が多い季節は，安全確保のための交通整理

やまち美化のためのごみ拾いなどにたくさんひと

を付けてほしい 

推進施策２（１）において，快適な受入環境

の整備について記載しています。 

⇒51 ページ施策 2(1) 

 観光案内の充実を 

・ 中国語などの案内板が少ない 

・ ピーク時のホテルの宿泊状況をもっと把握し

やすくしてほしい 

推進施策２（１）において，観光客の不満解

消，さらには市民生活の向上の観点から，観光

案内の充実を進めることを記載しており，御意

見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒51 ページ施策 2(1) 

 京都がもつさまざまな魅力の発信を 

・ 地元のひとと京北のよいところを発信し，京

北地域でも観光に力を入れてほしい 

・ 山間地域も観光資源とするしくみづくりが効

果的である 

・ 京都で一大温泉町をつくり，国際都市京都を

発信しては 

推進施策２（２）において，京都の有する多

彩な魅力をもっと多くのひとに知っていただく

とともに，新たな魅力の創出や誘致活動を展開

することを記載しており，御意見の趣旨に合致

していると考えます。 

⇒52 ページ施策 2(2) 

 イベントの充実を 

☆・ 京都をもっと広く知ってもらうためのイベン

トを数多くやってほしい 

・ もっとさまざまなイベントがあってよい 

・ 市民参加イベントを増やしてほしい 

・ これからもまちの資源とイベントが融合した

ものが続いていってほしい 

・ 巨大なアートを作成して，観光資源にする 

推進施策２（２）において，幅広い層に支え

られた持続的な観光振興を図るため，新たな魅

力の創出や誘致活動を展開することを記載して

います。 

⇒52 ページ施策 2(2) 

 色々なことを発信してほしい 推進施策２（２）及び２（４）において，京

都の有する多彩な魅力をもっと多くのひとに知

っていただくための施策や，京都にこそ旅の本

質があることを効果的に国内外に発信するため

の情報発信ツールの整備について記載してお

り，御意見の趣旨に合致していると考えます。

⇒52 ページ施策 2(2)及び(4) 
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 市民が観光客を温かく迎えられるようにすべき 

・ 観光客にもっと温かいひとが増えたらいい 

・ 京都はいつ来てもひとの温かいところなの

で，このまま未来も続いてほしい 

・ 観光資源があるのに，住人のマナーが悪いの

は残念。モラルの改善を 

・ 他県からの観光客をやさしく迎え入れるひと

たちでいてほしい 

・ おもてなしの心で市民一同，お迎えすべき 

・ 京都のひとは京都を大切にしているひとが多

いと思っていたが，京のまちに似合わない光景

にショックを受けた 

・ 心地よく観光してもらい，市民生活にも負担

をかけない観光行政に期待する 

・ 町並みを残すことができていない景観，町家

を保存し，日本の心・おもてなしの心を大切に

してほしい 

・ 京都に来たら，「皆，マナーがよくなった」

というマナーを学ぶ場所になってほしい 

推進施策２（３）において，「京都人としての

たしなみ」に磨きをかけた市民が観光客を温か

く迎え，京都観光の新たな主体として存在感を

発揮する観光都市をめざすと記載しており，御

意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒52 ページ施策 2(3) 

 

 

 市民が京都のことをもっと知るべき 

・ 京都市民に京都に関する十分な知識を知って

もらう機会をつくってほしい 

・ 小学校から京都の伝統，文化を学ぶべき 

・ まずは日本人が京都を知らないといけない 

推進施策２（３）において，子どもから大人

まで市民自身が京都の魅力をしっかり享受し，

楽しむ「市民の京都再発見」を進めると記載し

ており，御意見の趣旨に合致していると考えま

す。 

⇒52 ページ施策 2(3) 

 観光客のマナー向上を 

・ 観光客のマナーをもっとよくしてほしい 

・ マナーの悪い観光客によって印象を悪くする

ので，「やってはいけないこと」を発信するし

くみがあればよい 

推進施策２（３）において，観光客のマナー

向上の気運を盛り上げることを記載しており，

御意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒52 ページ施策 2(3) 

 京都の情報発信を 

・ 京都に詳しくなれるように，歴史から身近な

ものまで，いろんな情報を発信してほしい 

・ 「どうしたら京都に興味をもってくれるのか」

を考える必要がある 

・ 京都の名物料理を世界にアピールするべき 

推進施策２（４）において，京都の魅力をき

め細かく伝えるプロモーションを実施すること

を記載しており，御意見の趣旨に合致している

と考えます。 

⇒52 ページ施策 2(4) 

 国内外に向けた観光情報の発信を 

・ 世界に向けて京都の価値ある文化をわかりや

すく発信すべき 

・ 歴史・文化・観光に関する情報発信をどこか

で文言として謳ってほしい 

・ 京都と他の地域が色々なかたちでもっとつな

がりあえたら楽しい 

推進施策２（４）において，京都にこそ旅の

本質があることを効果的に国内外に発信するた

め，ホームページの充実など発信ツールを整え，

内容を充実することを記載しており，御意見の

趣旨に合致していると考えます。 

⇒52 ページ施策 2(4) 
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 冬の閑散期に観光客の誘致をするべき 推進施策２（４）において，夏や冬における

京都ならではの魅力を活用したプロモーション

を実施することを記載しており，御意見の趣旨

に合致していると考えます。 

⇒52 ページ施策 2(4) 

 修学旅行の内容について，質の向上が必要 推進施策２（４）において，修学旅行生の特

性や市場のニーズに応じた効果的なプロモーシ

ョンを実施することを記載しており，御意見の

趣旨に合致していると考えます。 

⇒52 ページ施策 2(4) 

 外国人観光客のニーズに応じた取組を 

・ 京都市が作成される観光ポスターなどに，英

語，中国語，ハングルを併記する 

・ アウトレットを増やして中国人を受け入れ，

観光都市をめざすべき 

・ 外国人には，表示物，言葉の問題，料金等不

便さを感じられている 

推進施策２（４）において，観光客の特性や

市場ニーズに応じた効果的なプロモーションを

実施することを記載しており，御意見の趣旨に

合致していると考えます。 

⇒52 ページ施策 2(4) 

 世界のなかの「京都」という観念から積極的に

MICE の取組を行い対外的にアピールすべき 

推進施策３において，京都市の都市戦略とし

て全力を挙げて MICE の誘致・振興に取り組むこ

とを記載しており，御意見の趣旨に合致してい

ると考えます。 

⇒52 ページ施策 3 

 京都を通らないリニア中央新幹線など，京都観光

に関する課題に対して府と市で連携して対応を考

えるべき 

市民と行政の役割分担と共汗において，京都

観光を支える主体間のつなぎ役を果たすことを

記載しています。 

⇒51 ページ役割分担 
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農林業 

◆ 審議の参考にさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 付加価値の高い農作物づくりができるように支

援を 

・ 「米どころ京都」にしてほしい 

・ 美味しい野菜づくりができる都市をめざして

ほしい 

・ 京北地域の農業をもっとブランド化して，高

い値段で販売するべき 

推進施策１（１）において，市民ニーズに合

った付加価値の高い農林産物の生産や消費拡大

に向けた取組を行うことを記載しており，御意

見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒54 ページ施策 1(1) 

 獣害対策を 

・ 京北地域では，とくに獣害対策が必要 

・ 獣害に対して，「野生生物の保護に関する規

制」が障害になっている 

・ 都市で捕獲した害獣を山間部に逃すのはおか

しい田舎への配慮を 

推進施策１（１）において，近年深刻化して

いる農林業の野生鳥獣による被害軽減を図るた

め，野生鳥獣害に対する総合的な対策を実施す

ることを記載しており，御意見の趣旨に合致し

ていると考えます。 

⇒54 ページ施策 1(1) 

 北山杉など積極的な木材の利用促進を 

・ ガードレール，電柱などの公共設備の北山杉

化を 

・ 木材の地産地消のための，積極的に京都の木

材を利用する流通が必要 

推進施策１（１）において，市民ニーズに合

った付加価値の高い農林産物の生産や消費拡大

に向けた取組を行うことを記載するとともに，

推進施策１（３）において，市内産農林産物の

さらなる利用を促進するため，新たな販路の開

拓を行うことを記載しており，御意見の趣旨に

合致していると考えます。 

⇒54 ページ施策 1(1)及び(3) 

 自給率を高める取組を進めるべき 推進施策１において，（１）農林業経営の安定

と向上，（３）地産地消の推進，（４）多様な担

い手の育成について記載しており，それらを総

合的に推進することで食料自給率の向上につな

がるものと考えます。 

⇒54 ページ施策 1(1)，(3)及び(4) 

 農産物の地産地消を進めてほしい 

・ 米を食べるようになれば，米の消費が増え，

地元農家がもっとお米をつくるようになり活

性化していくのでは 

・ 京都ブランドの野菜をもっともっとＰＲし

て，消費も生産も頑張ってほしい 

推進施策１（３）において，市内産農林産物

に関する市民の理解を深め，生産者と消費者の

顔の見える関係を強化するため，市民への情報

提供を行うことや，市内産農林産物のさらなる

利用を促進するため，新たな販路の開拓を行う

ことを記載しており，御意見の趣旨に合致して

いると考えます。 

⇒54 ページ施策 1(3) 

 無職の方に就農してもらうことで，休耕田をなく

してほしい 

推進施策１（４）において，職業としての農

林業の魅力を広く市民に啓発し，新規就業者を

はじめ，多様な担い手を生み出す機会の創出を

図ることを記載しています。 

⇒54 ページ施策 1(4) 
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 学生の米づくりを行うべき 推進施策１（４）において，多様な担い手を

生み出す機会の創出を図ることを記載するとと

もに，推進施策３（１）において，市民が農作

業に触れる機会を創出することを記載していま

す。 

⇒54 ページ施策 1(4)及び 55 ページ施策 3(1) 

 過疎地での農業振興に加え，とくに鳥獣被害への

対策を増やしてほしい 

推進施策１（４）において，中山間農業地域

の活性化を促進するため，農地斡旋などにより

新規就業者が地域に定住できるような支援を行

うこと，また，推進施策１（１）において，近

年深刻化している農林業の野生鳥獣による被害

軽減を図るため，野生鳥獣害に対する総合的な

対策を実施することを記載しており，御意見の

趣旨に合致していると考えます。 

⇒54 ページ施策 1(4)及び(1) 

 自然も手をかけることで山紫水明が生きる 推進施策２（２）において，京都三山や農山

村地域の景観，生物多様性の保全・向上を図る

ことを記載するとともに，推進施策３（１）に

おいて，京都モデルフォレスト運動と連携した

森づくりを推進することを記載しており，御意

見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒55 ページ施策 2(2)及び 3(1) 

 京北地域に自然を生かした施設を 

・ 京北地域には都会のひとも楽しめるような自

然を生かしたところをもっとつくってほしい 

・ 京北地域に森林のなかのレジャー施設等をつ

くり，まちなかのひとびとの遊ぶ場や地元のひ

とびとの就業の場にする 

推進施策２（２）において，観光資源につな

がる農林業・農山村の魅力創出を図ることを記

載するとともに，推進施策３（１）において，

京都モデルフォレスト運動と連携した森づくり

を推進することを記載しています。 

⇒55 ページ施策 2(2)及び 3(1) 

 区民や町内会による共同農地利用を推進すべき 推進施策３（１）において，市民が農作業に

触れる機会を創出することを記載しています。

⇒55 ページ施策 3(1) 

 米をもっと安くしてほしい 国民の主食である米の価格については，「主要

食糧の需給及び価格の安定に関する法律」によ

り，米穀の適正円滑な流通確保・主要食糧の買

入れ等の措置を総合的に講じられるなど，国に

おいてその需給・価格の安定を図るための政策

が進められています。 
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大学 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 市内の学校に通学する学生に歴史や伝統，文化，

芸術などを無料で体験できる特権を持たせるべき 

推進施策１（１）において，伝統的な文化・

芸術等を生かした京都ならではの学習プログラ

ムの創出について記載しています。 

なお，大学コンソーシアム京都では一部を除

き無料で他大学の講義も受講できる単位互換制

度を実施されているところです。 

⇒58 ページ施策 1(1) 

 １つの大学ではできないことも，京都のすべての

大学が力をあわせれば，世界的な動きになる 

推進施策１（１）において，個性あふれる大

学が集積している利点を生かして，海外との遠

隔授業や単位互換制度へのインターネットの活

用，教職員の能力向上の取組強化や，伝統的な

文化・芸術等を生かした京都ならではの学習プ

ログラムの創出など，大学連携の力を活かし，

大学コンソーシアム京都による先進的な取組を

支援し，さらに進めることを記載しており，御

意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒58 ページ施策 1(1) 

 大学を開かれた学問研究の場にすること。大学の

学問研究の姿勢を尊重することが重要 

推進施策１（１）において，伝統的な文化・

芸術等を生かした京都ならではの学習プログラ

ムの創出など，大学コンソーシアム京都による

先進的な取組を支援し，さらに進めることによ

り，「学びの環境」を充実することを記載してい

ます。 

⇒58 ページ施策 1(1) 

 学生だけでなく，市民にとっても開かれた大学に

してほしい 

推進施策１（１）において，伝統的な文化・

芸術等を生かした京都ならではの学習プログラ

ムの創出など，大学コンソーシアム京都による

先進的な取組を支援し，さらに進めることによ

り，「学びの環境」を充実することを記載してい

ます。 

⇒58 ページ施策 1(1) 

 大学を京都市内にできるだけ確保してほしい 推進施策１（２）において，大学施設の拡充

と市内への回帰を促し，京都のまちでさらに多

くの学生が学べる教育環境を充実させるため，

都市計画上の規制等の弾力的な運用をはじめ，

市有地の活用も含めた総合的な支援を実施する

ことを記載しており，御意見の趣旨に合致して

いると考えます。 

⇒58 ページ施策 1(2) 
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 多くの学生が京都の大学を卒業後も京都の企業に

就職して住み続ける，住み続けられる様なまちづく

りをする 

推進施策１において，京都で学び，住み続け

たくなる「大学のまち」の実現について，また,

推進施策４（１）において，産業界と連携し，

学生の社会・就業体験を充実することにより，

学生の雇用創出を図ることを記載しており，御

意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒58 ページ施策 1及び施策 4(1) 

 学生の力を生かす 

・ 学生の力を最も有効に利用できるシステムの

構築を 

・ 若者のイベントなどでひとびとが多く集まる

京都･元気な京都･美しい京都になってほしい 

・ 学生も多いまちなので，社会全体に学生がも

っと参加していける京都にしていってほしい 

・ 経営学専攻の学生と科学専攻の学生と共同ワ

ークショップを開催する 

推進施策３において，学生のパワーでまち全

体が活性化している「学生のまち」を実現する

ため，社会貢献活動やまちづくり活動をはじめ

とする未来の京都づくりにつながる学生の主体

的な活動を，活動拠点や情報の提供，大学の垣

根を越えた学生の交流促進等により支援するこ

とを記載しており，御意見の趣旨に合致してい

ると考えます。 

⇒58 ページ施策 3 

 学生が学校の区分なく，活動したり，合宿できる

場がほしい 

推進施策３において，社会貢献活動やまちづ

くり活動をはじめとする未来の京都づくりにつ

ながる学生の主体的な活動を，活動拠点や情報

の提供，大学の垣根を超えた学生の交流促進等

により支援することを記載しており，御意見の

趣旨に合致していると考えます。 

⇒58 ページ施策 3 

 高校生，大学生を対象に，授業の内外で，行政側

から積極的に行政参加の機会を与えてほしい 

推進施策４において，産業の振興と大学教育

の充実に向けた産学公地域連携の推進，産業界

と連携し，学生の社会・就業体験の機会を充実

することを記載しており，御意見の趣旨に合致

していると考えます。 

⇒58 ページ施策 4 

 土日の給食センターを利用して，給食を食べなが

ら大学生と地域のひとがコミュニケーションを図れ

るようにする 

推進施策４（２）において，京都のまち全体

を研究の実践，体験の場とする教育活動が，地

域の主体的な取組にも結び付くよう，大学と地

域との連携を推進すると記載しています。 

⇒58 ページ施策 4(2) 

 



48 

国際化 

◆ 審議の参考にさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 グローバル化すべき 基本方針において，世界の国々からの訪問者

を積極的に受け入れ，多彩な交流機会を通して

新しい文化を創造し続ける国際都市をめざすこ

とを記載しており，御意見の趣旨と合致してい

ると考えます。また，推進施策１において，世

界中のひとびとを引き寄せるまちとするため，

景観，文化，観光の三分野の施策を重点的に推

し進めるほか，「京都議定書」誕生の地としての

先進的な環境対策を推進するなど，京都がもつ

さまざまな魅力を向上させることを記載してい

ます。 

⇒59 ページ基本方針及び 61 ページ施策 1 

 外国人と交流の深い街になってほしい 推進施策１において世界中のひとびとを引き

寄せる京都の魅力の向上と発信，推進施策２に

おいて市民主体の国際交流・国際協力の推進に

ついて記載しており，御意見の趣旨と合致して

いると考えます。 

⇒61 ページ施策 1及び施策 2 

 外国人と気軽に交流出来る場がほしい 推進施策２において，世界各国のひとびとが

交流する機会の拡充を行うことを記載してお

り，御意見の趣旨と合致していると考えます。

⇒61 ページ施策 2 

 もっと高校生に国際交流の場をつくってほしい 推進施策２において，世界各国のひとびとが

交流する機会の拡充を行うことを記載するとと

もに，推進施策３において，あらゆる市民がさ

まざまな国の文化に対する関心と理解を深める

ための，学習機会や地域で交流し，ふれあう機

会の充実を図ることを記載しており，御意見の

趣旨と合致していると考えます。 

⇒61 ページ施策 2及び施策 3 

 京都に住まわれる外国の方の文化を広め，理解で

きる機会を提供すべき 

・ 外国人が日本人とが自然にコミュニケーショ

ンがとれるような機会を提供する 

・ 在京外国人の文化を広く知らせることで，様々

な文化を発見・理解する社会を構築する 

推進施策３において，あらゆる市民がさまざ

まな国の文化に対する関心と理解を深めるため

の，学習機会や地域で交流し，ふれあう機会の

充実を図ることについて記載しており，御意見

の趣旨に合致していると考えます。 

⇒61 ページ施策 3 

 多様な民族の多様な文化が京都にあるので，それ

の文化を大切にするまちであってほしい 

推進施策３において，外国籍市民等がくらし

やすく，活躍できる多文化が息づくまちづくり

の推進について記載しており，御意見の趣旨に

合致していると考えます。 

⇒61 ページ施策 3 
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 国際マーケットを開催して，留学生が自国の食文

化を提供できる場を作る 

推進施策３において，外国籍市民等が知識や

能力を生かして地域社会で活躍できる機会の創

出を推進することを記載しています。 

⇒61 ページ施策 3 

 

子育て支援 

◆ 審議の参考にさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 社会全体が子どもを育てる日本をつくらなくては

いけない 

基本方針において，社会のかけがえのない存

在である子どもを，市民ぐるみ・地域ぐるみで

共に育むまちづくりを進めることとしていま

す。 

⇒62 ページ基本方針 

 児童虐待防止のため，もっと施設や人員を増やす 推進施策２（１）において，児童虐待対策を

推進することを記載するとともに，推進施策２

（２）において，被虐待児をはじめとする要保

護児童が安心して生活できる場を提供するこ

とを記載しています。 

⇒64 ページ施策 2(1)及び施策 2(2) 

 推進施策２（１）について，児童虐待の未然防止

の取組として，「住民が主体となった子育てサロンに

対する支援」を加えてはどうか 

推進施策２（１）において，児童虐待の未然

防止の取組として記載している「子育てに関す

る相談，情報，交流の場の提供」には，御提案

の「住民主体の活動の推進」も含まれるものと

考えます。 

また，推進施策３（１）においても，「市民

相互による子育て支援活動の推進」を記載して

おり，御意見の趣旨に合致していると考えま

す。 

⇒64 ページ施策 2(1)及び施策 3(1) 

 少子化対策を充実すべき 

・ 少子化対策のひとつとして公的な仲人制度を

検討すべき 

・ 子どもの多い家庭への所得税減免など，人口

を増やしていくために思い切った政策が必要で

ある 

推進施策３において，子どもと子育て家庭を

見守り，支え合う地域社会づくりや子育て家庭

への経済的支援などを行うとともに，推進施策

４において，安心して妊娠・出産できる環境づ

くりや育児不安を軽減するための支援などを

行うことを記載しており，御意見の趣旨に合致

していると考えます。 

⇒65 ページ施策 3及び施策 4 

 子育てしながら働き続けられる環境づくりを 

・ 子育てしながら働きやすい職場が増えればい

い 

・ 子どもがいても，気軽に仕事ができるように

してほしい 

推進施策３（１）において，男女がともに子

育てしながら働き続けられる条件整備，育児へ

の男性の参画機会の拡大，社会全体の理解や合

意形成を図るための広報・啓発等に取り組むこ

とを記載しています。 

⇒64 ページ施策 3(1) 
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 子育てしやすい公共的空間づくりを 

・ ベビーカーに配慮した地下鉄駅の整備や自転

車道の整備など子育てしやすい環境づくりを進

めてほしい 

・ おむつ替え，授乳，幼児のトイレの３点につ

いて，場所などの情報が少ないことやそもそも

これらの設備が限られていることが問題なの

で，改善をめざしてほしい 

推進施策３（２）において，ユニバーサルデ

ザインの理念に基づき，子育てしやすい生活環

境の整備を図ることを記載しています。 

⇒65 ページ施策 3(2) 

 子どもの遊び場所の確保を 

・ 子どもの遊び場所等が今後，増えていけばい

い 

・ 子どもたちの遊び場に関する施設を増やす 

・ 児童館を増やしてほしい 

 推進施策３（２）において，子どもの生活環

境の整備について記載するとともに，推進施策

５において，子どもの健全育成のための環境づ

くり，放課後の子どもたちの居場所づくりにつ

いても記載しています。 

⇒65 ページ施策 3(2)及び施策 5 

 保育園の無料化を 推進施策３（３）において，限られた自治体

財源の下，その他の子育て支援施策との総合的

バランスを勘案しつつ，子育ての負担軽減を図

っていくこととしています。 

⇒65 ページ施策 3(3) 

 他都市と比べ低いレベルにある児童医療を改善す

べき 

推進施策３（３）において，その他の子育て

支援施策との総合的バランスを勘案しつつ，子

育て家庭への経済的支援により負担軽減を図

ることを記載するとともに，推進施策４（３）

において，子どもの病気や事故に的確に対応で

きる体制の充実について記載しています。 

⇒65 ページ施策 3(3)及び施策 4(3) 

 保育所の増設を 

・ 保育所を増やしてほしい 

・ 待機児童がいなくなるように，保育園を増や

してほしい 

・ 保育園の充実が必要 

・ 保育所，託児所づくりを進めていただきたい

・ 保育園の新設や幼保一元化を進めるなど，根

本的に定員が増えるような思い切った施策が必

要 

・ 市内中心部の廃校になった小学校跡地を利用

して子どもを預ける施設をつくる 

推進施策３（４）において，待機児童の解消

をめざすなど，安心して子育てできる保育サー

ビス等の充実について記載しています。 

⇒65 ページ施策 3(4) 

 

 保育サービスの充実を 

・ 土日にも運営してほしい 

・ 病気の子どもをあずかってくれる病院や保育

園の先生の充実 

・ 保育所の充実など，今まで以上に子育てしや

すい制度をつくるなど環境を整えてほしい 

推進施策３（４）において，子育て家庭のニ

ーズに対応する多様な保育サービスの一層の

充実を図ることを記載しています。 

⇒65 ページ施策 3(4) 
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 母子，父子家庭への対応を考えるべき 推進施策３（５）において，ひとり親家庭の

自立促進に向けた支援等，総合的な対策を推進

することを記載しています。 

⇒65 ページ施策 3(5) 

 産後のママの心のケアができる集まりの場を増や

してほしい 

推進施策４（１）において，安心して妊娠・

出産できる環境づくりとして，産後うつ病等に

より特に支援が必要な家庭への対策等につい

て記載しています。 

⇒65 ページ施策 4(1) 
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障害者福祉 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 もっと聴覚障害者に配慮してほしい 基本方針において，障害のあるひともないひ

とも，すべての市民が個人として厚く尊重さ

れ，地域社会のなかで，いきいきと活動しなが

ら，相互に認め合い，支え合い，安心してくら

せるまちづくりを推進することを記載してい

ます。 

⇒66 ページ基本方針 

 推進施策２（２）について，「相談支援や成年後見

制度の利用支援」など地域生活を支えるシステムの

充実や，「医療的ケアへの対応」など日常生活を送る

うえで必要な福祉サービスの拡充についても記載す

べき 

「相談支援や成年後見制度の利用支援」につ

いては，推進施策１（１）において障害のある

ひとの人権擁護について，（３）において相談

支援の強化について記載しています。 

また，「医療的ケアへの対応」については，

推進施策２において，安心して地域でくらすた

めの保健医療の充実を記載しています。 

⇒68 ページ施策 1(1)及び(3)及び施策 2 

 文章中に重複する文言・表現が多い 

・ 推進施策１（１）において，「（障害への）理

解や認識を深める」といった表現が重複して出

てくる 

・ 推進施策３（２）において，「適切な支援を受

けながら」との表現は，同文中の「合理的配慮」

に含まれる 

推進施策１（１）については，前段の記述は

施策の目的として市民が努めるべき内容を示

しており，後段の記述は学習機会を説明するた

めの最小限の例示として記載しています。 

推進施策３（２）については，「合理的配慮」

という言葉の意味を一般市民の方に分かりや

すくするために，最小限必要な記述と考えま

す。 

⇒68 ページ施策 1(1)及び 69 ページ施策 3(2) 

 福祉乗車証を低料金で有料化に 福祉乗車証交付事業については，推進施策１

（２）に記載している障害のあるひとが積極的

に社会参加できる社会環境づくりを推進する

ために実施されています。 

⇒68 ページ施策 1(2) 

 障害のあるひと（精神も含め）の可能性を拡げら

れるような行政サービスをしてほしい 

推進施策１（２）において，障害のあるひと

が積極的に社会参加できる社会環境づくりを

推進することを，また，施策３において，就労

支援や雇用促進の環境づくりを推進すること

を記載しています。 

⇒68ページ施策 1(2)及び 68～69ページ施策 3

 医療的ケアの充実を 

・ 医療的なケアを必要とする重度障害児者への

生活の場全般の支援策を構築する 

・ 一定の研修受講等による非医療職の医療的ケ

ア実施，通所の場への看護師の配置，訪問看護

の充実等の医療的ケアの問題整理 

推進施策２（１）において，障害のあるひと

がそれぞれの障害特性や希望に応じた適切な

保健医療サービスの充実を図ることを記載し

ています。 

⇒68 ページ施策 2(1) 



53 

 親など家族へのサポートを 

・ 障害者も，支える親も，安心してくらせる 10

年後を 

・ 面倒を見るひとへのサポートを充実してほし

い 

推進施策２（２）において，ヘルパー派遣な

どの在宅生活を支援するサービスの拡充を図

るなど，障害のあるひとの地域生活への支援の

拡充を記載しています。 

⇒68 ページ施策 2(2) 

 障害者（とくに精神）に関して，国連の障害者権

利条約批准を待たず，千葉県の「障害のある人もな

い人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を参考

に，京都独自の障害者施策を策定し予算を付け施行

してほしい 

京都市では，障害者自立支援法に係る利用者

負担について，「京都方式」，「新京都方式」に

より全国に先駆けて独自に軽減策を講じたり，

関係機関が連携してオール京都で障害のある

ひとの就労支援を行う体制を構築するなど，独

自の障害者施策に取り組まれています。 

 障害者に対する社会保障費の削減を 推進施策２（１）において，障害のあるひと

が地域社会のなかで安心してくらせるよう，適

切な保健医療サービス等の充実を図ることを

記載するとともに，推進施策２（２）において，

地域生活等への支援の拡充を図ることを記載

しています。 

⇒68 ページ施策 2(1) 

 ショートステイの充実を 

・ 地域での生活を支えるショートステイ事業の

大幅な充実を図る 

・ ショートステイの充実 

推進施策２（２）において，ヘルパー派遣な

ど在宅生活を支援するサービスや，グループホ

ームなど居住の場や地域で活動できる場の充

実を図ることなど，地域生活への支援の拡充に

ついて記載しています。 

⇒68 ページ施策 2(2) 

 すまいの場の確保を 

・ ケアホーム・グループホームの充実や市営住

宅の確保など，すまいの場の確保 

・ 地域社会で自立した生活を営めるよう，すま

いの場の保障や所得保障を充実させる 

推進施策２（２）において，グループホーム

やケアホームなどの居住の場の確保について

取り組むことを記載しています。 

⇒68 ページ施策 2(2) 

 就労支援や雇用促進を 

・ 障害者にとって，仕事ができることは最大の

喜びであり，その環境整備に重点を置くべきで

ある 

・ 精神障害も含めた障害者の雇用促進をしてほ

しい 

・ 身体障害者の将来に対する選択肢が広がるよ

う，情報を得る機会などを増やしてほしい 

推進施策３において，就労支援や雇用促進の

環境づくりを推進すること，また，推進施策１

（３）において，情報・コミュニケーション支

援や相談支援の強化を図ることを記載してい

ます。 

⇒68～69ページ施策3及び68ページ施策1(3)

 バリアフリーの推進を 

・ 明るくさわやかで，バリアフリーの手本にな

るような観光都市になってほしい 

・ 障害者用トイレにベッドを付けてほし  

 い 

推進施策４において，多くのひとが利用する

建築物や公共交通機関等については，できる限

り安心かつ安全で利用しやすいものとなるよ

う整備していく旨を記載しています。 

⇒69 ページ施策 4 
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 推進施策２「自立した地域生活への移行促進」に

ついて，「自立した地域生活の推進」の方が適切では

ないか 

 現状では，障害のあるひとにとって，希望し

ても地域で生活することができない方が存在

するため，そうした状況を変えるというスタン

スを明確にするため，「移行促進」と表現して

います。 

 推進施策１（１）に「「障害者週間」等のさまざま

な機会を利用した啓発及び広報活動」とあるが，１

２月の一時のものであり，例示として適切ではない

 「障害者週間」は，国民の間に広く障害のあ

るひとの福祉についての関心と理解を深める

こと，さらに，障害のあるひとが社会，経済，

文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参

加する意欲を高めることを目的として設定さ

れているため，この週間を中心に常日頃から市

民意識の向上に取り組むスタンスを明確にす

るためにも，例示として記載する必要があると

考えます。 

 当事者や家族の意見の尊重を 

・ 地域自立支援協議会に障害当事者の意見が反

映されるしくみにしてほしい 

・ 障害児者にかかわる福祉制度実施に向けて計

画・検討・改正する際には，当事者及びその家

族の要望・意見を必ず尊重する 

「京都市障害者地域自立支援協議会」につい

ては，障害のあるひとの様々なニーズに対し

て，障害福祉サービス事業所等の地域の社会資

源が連携して，適正な福祉サービスの利用調整

などを行う協議組織であり，当事者の意見を踏

まえて協議されています。 

また，京都市においては，当事者及びその家

族が参画する「京都市障害者施策推進協議会」

が設置されており，協議会の委員として御意見

をいただいています。 

施策の企画・実施においては，必要に応じて，

当事者及びその家族の意見等を尊重すべきも

のと考えています。 

 障害者権利条約の批准を国に対して強く要求を 

・ 障害者権利条約が早期に批准されることを国

に対し強く要求してほしい。そして京都市独自

の全国の範となるような「障害者差別禁止条約」

を早急に提出してほし 

・ 障害者権利条約の批准を国に対して強く働き

かけてほしい 

現在，国において障害者制度改革の推進のた

めの基本的な方向について行程表が示されて

おり，障害者権利条約の早期批准に向けて進め

られている，国内の法整備の進捗状況を注視し

つつ，基本方針に沿って着実に施策を展開する

ことが必要と考えます。 

また，差別禁止法制については，国において，

差別の禁止を含め，全国のどこにあっても等し

く障害のあるひとの権利が保障されるよう法

整備を行うことが基本と考えます。 

推進施策の実施においては，必要に応じて，

国に働きかけることを検討すべきと考えます。
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地域福祉 

◆ 答申案に反映させていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 「現状・課題」において，「だれもが住み慣れた地

域で安心して自立した生活を送ることができる」と

いった観点を加えるべき 

 御意見を踏まえ，「だれもが住み慣れた地域

で安心して自立した生活を送ることができる

よう，地域の支え合いの重要性が高まってい

る」と修正しました。 

⇒70 ページ現状・課題第 1段落 

 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 民生委員の新規育成や待遇について考える必要が

ある 

推進施策２（１）において，できるだけ多

くの市民・住民に地域福祉活動に参加しても

らえるきっかけづくりの場を提供するなど担

い手の育成について記載しています。 

⇒72 ページ施策 2(1) 

 国保料を安くするなど制度の改革を 

・ 京都市への合併で国民健康保険の納付金が高

くなったので，安くしてほしい 

・ 国保料が高い 

・ 国民健康保険について，所得に応じた徴集方

法を導入してほしい 

・ 年金や健康保険料を一元化すべき。職業によ

って保険料が異なるのはおかしい 

健康保険や年金制度については国において

定める制度となっており，御意見の内容は基

本計画の検討のなかで取り扱えない内容と考

えます。 

 

高齢者福祉 

◆ 審議の参考にさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 高齢者に対して優遇しすぎでは キャッチフレーズに掲げる「健康長寿のま

ち・京都」を実現するため，他の政策分野との

バランスを考慮しながら，高齢者福祉の取組を

進めていくべきと考えます。 

⇒74 ページキャッチフレーズ 

 高齢者が住みやすく，生きがいをもってくらせる

まちをつくってほしい 

基本方針において，高齢者の生きがいづく

り，健康づくりを進め，活力あるまちづくりを

推進することや，住み慣れた地域で生活できる

よう，介護・医療施設等の整備に取り組むなど

地域全体で高齢者を支えるしくみづくりを推

進することを記載しています。 

⇒74 ページ基本方針 
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 お年寄りの集まるケアハウスと保育所や学童の交

流を 

推進施策１（１）において，世代を越えて支

え合う社会を構築するため，長寿社会への理解

と認識を深める取組を推進することを記載し

ています。 

⇒76 ページ施策 1(1) 

 高齢者にとって，仕事ができることは最大の喜び

であり，その環境整備に重点を置くべきである 

推進施策２（１）において，高齢者の生きが

いづくり及び就労を推進することを記載して

います。 

⇒76 ページ施策 2(1) 

 介護給付費の増大やこれに伴う介護保険料の上昇

等についての取組が希薄医療費の抑制に向けた文言

が必要 

推進施策２（２）において，高齢者が要介護

状態になることを可能な限り予防するため，高

齢者の主体的な健康づくりを推進することを

記載しています。 

⇒76 ページ施策 2(2) 

 地域で高齢者を支えるしくみづくりを 

・ 地域住民参加による高齢者を支えるしくみづ

くりを推進してほしい 

・ 高齢者福祉について行政と地元が連携すべき

推進施策３において，高齢者を地域で見守る

ネットワークの構築を一層進めることを記載

しています。 

⇒76 ページ施策 3 

  福祉・医療の充実を 

・ 高齢者が安心できる介護福祉サービスに一段

と努力してほしい 

・ 高齢化が急速に進むなか，在宅サービスなど

医療や福祉の充実を 

・ 介護保険の介護予防システムについて，保険

給付を受けることができない状況ではないか 

推進施策３（１）において，高齢者ができる

限り居宅において生活を続けられるよう，地域

包括ケアシステムの構築を進めることを記載

するとともに，推進施策４において，介護サー

ビスの充実を進めていくことを記載していま

す。 

⇒76 ページ施策 3(1)及び施策 4 

 施設整備の推進を 

・ 高齢者施設等の充実 

・ 高齢者の介護施設がまだまだ不足している 

・ 一人暮らしになったときに安心して住むこと

ができる施設をつくってほしい 

推進施策４において，だれもが住み慣れた地

域で豊かな生活を実現できるよう，居宅サービ

スの充実や介護施設の整備を進めていくこと

を記載しています。 

⇒76 ページ施策 4 

 介護職員への支援を 

・ やりがいや誇りをもって活躍できるようにし

てほしい 

・ 大幅な報酬設定の改正により，処遇改善を図

る 

・ 施設や介護者への支援を 

推進施策５において，介護職員がやりがいや

使命感をもち，いきいきと働ける魅力ある介護

現場の実現について記載しています。 

⇒76 ページ施策 5 

 「幸」齢期というすばらしい言葉を京都から広め

たい 

「幸」齢期には，高齢者ひとりひとりの尊厳

が保たれ，心身ともに健康で充実した幸せな生

活という意味を込めています。こうした観点か

ら，今後も「健康長寿のまち・京都」をみんな

でつくっていくためのさまざまな施策が展開

されていくものと考えます。 

 推進施策２（２）について，「健康すこやか学級事

業」など，高齢者の自発的な介護予防の取組の例示

が必要ではないか 

高齢者の自発的な介護予防の取組について

は，健康すこやか学級事業にとどまらず，高齢

者の方が主体的に取り組む健康づくり事業を

推進することを記載しています。 
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保健衛生・医療 

◆ 答申案に反映させていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 動物の殺処分を減らしてほしい 

・ 民間も行政も協力し合って，動物の殺処分ゼ

ロをめざしてほしい 

・ 動物管理センターで殺処分される動物（主に

犬，猫）を減らしてほしい 

御意見を踏まえ，推進施策３（２）に，家

庭動物の生活環境の保全に関する問題に対応

するとともに，動物愛護意識の向上の取組を

進めることを記載しました。 

⇒79 ページ施策 3(2) 

 

 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 介護給付費の増大やこれに伴う介護保険料の上昇

等についての取組が希薄医療費の抑制に向けた文言

が必要 

推進施策１（１）において，市民の主体的

な健康づくり活動を推進していくことを記載

しており，これにより医療費の抑制が図られ

るものと考えます。 

⇒78 ページ施策 1(1) 

 健康危機に心の健康を追加してはどうか 推進施策１（４）において，こころの健康

づくりについて記載しています。 

⇒79 ページ施策 1(4) 

 医療の充実を 

・ 医療を充実してほしい 

・ 健康に不安を感じたときだれもが何時でもど

こでも治療を受けられるような社会を構築して

ゆくしくみ，安心して終末期を迎えられるよう

なしくみづくりを 

・ 高齢化が急速に進むなか，医療や福祉の充実

を 

・ 京北病院の質が悪いので，京北地域で老後の

生活を送るのは不安 

・ 京北病院をキレイにしてほしい 

・ 京北病院の医者をもっとよくしてほしい 

・ 過疎化した地域においても，充実した施設を

整備すべき 

推進施策２において，医療の高度化に対応

した専門的な人材の育成・確保を図ること，

ニーズの多様化・高度化に対応した保健医療

サービスの充実を図ること，さらに市立病院

及び市立京北病院による充実した医療サービ

スの提供を行うことを記載しています。 

⇒79 ページ施策 2 

 有識者，消費者，事業者，関係団体，行政も含め

ての構成団体で食の安全・安心対策推進委員会を立

ち上げて 10 年先を見た政策の推進を図ることが必

要 

京都市では，食の安心・安全をめざし，中

長期的な視点に立って，平成２２年４月に京

都市食品等の安全性及び安心な食生活の確保

に関する条例が制定されました。そのなかで，

食の安全安心推進審議会が設置され，取組が

進められているところであり，御意見は推進

施策３（１）と同趣旨のものと考えます。 

⇒79 ページ施策 3(1) 
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 喫煙防止対策の推進を 

・ 就職試験の受験資格に「禁煙者であること」

を付け加えるよう企業・官庁に働きかける。た

ばこをやめたいと悩んでいる学生が相談できる

受け皿づくりを行う 

・ 市民の喫煙率を下げる 

 

推進施策３（３）において，たばこによる

健康被害を減少させるため，禁煙教育等の喫

煙防止対策を進めることを記載しています。 

⇒79 ページ施策 3(3) 

 受動喫煙防止対策の推進を 

・ いまだ禁煙でない場所も多いうえ，店などの

換気により副流煙が路上に放出されている 

・ 飲食店及び公共施設内の禁煙を徹底してほし

い 

・ 受動喫煙対策を進めるべき 

推進施策３（３）において，「たばこの煙完

全ガード社会」の実現をめざし，多数のひと

が利用する公共的な場所での受動喫煙防止対

策を推進することを記載しています。 

⇒79 ページ施策 3(3) 

 医療費が高い 

・ 医療制度や手当制度は複雑かつ行政コストも

高すぎる。だれでもわかり，公平なものにして

ほしい 

・ 医療費について，単価が高すぎる 

医療制度については国が制度を所管してお

り，医療費等を含めた検討が進められていま

す。 

京都市においても，国の動向に注視しつつ，

必要に応じて予算・施策に関する提案・要望

が行われるものと考えます。 

 がん検診などへの補助等の充実を 

 ・ 乳ガン・子宮ガン検診の対象拡大や補助を 

・ 行政（京都市）の「がん健診」と「特定健診」

を受診できるようにしてほしい 

 ・ 民間医療での検診の補てんなども増やしてほ

しい 

検診費用については，受益者負担を原則と

しつつ，限られた財源のなか，最小限のコス

トでより多くの方の健康維持に役立つような

健診について助成する必要があります。 

このようななか，京都市ではがん検診や青

年期検診，骨粗しょう症検診等が行われてお

り，また，国補助を活用し，一定の節目年齢

の女性の方に乳がん・子宮がん検診の無料ク

ーポン券が配布されています。 

 

学校教育 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 京都市との合併により，通学手当やプール時間等

のカットなど，しわ寄せが子どもたちにいっている

基本方針において，「いかなる社会情勢にあ

っても，「ひとりひとりの子どもを徹底的に大

切にする」という京都市教育の理念の下，市

民ぐるみで子どもたちの「生きる力」を育む

学校教育を推進することを記載しています。 

⇒81 ページ基本方針 
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 新しく生まれてくる子どもたちが成長できるよう

に，教育面を強化してほしい 

基本方針において，「ひとりひとりの子ども

を徹底的に大切にする」という京都市教育の

理念の下，市民ぐるみで子どもたちの「生き

る力」を育む学校教育を推進することを記載

しています。 

⇒81 ページ基本方針 

 子どものいのちが自殺などで失われることは絶対

あってはならない 

推進施策１において，社会の宝である子ど

もたちを地域ぐるみで育むため，京都の伝統

である地域ぐるみの教育の一層の推進を図る

ことを記載しています。また，政策分野 17「保

健衛生・医療」において，こころの健康づく

りをはじめとする自殺総合対策の推進につい

ても記載しています。 

⇒82 ページ施策 1 

 市内の学校に通学する学生に歴史や伝統，文化，

芸術などを無料で体験できる特権をもたせるべき 

推進施策１（２）において，大学，産業界，

NPO 等の幅広い参画を得て，京都ならではの食

育や伝統文化教育，生き方探求教育，ものづ

くり体験等，さまざまな学びや体験交流の場

を充実させることを記載しています。 

⇒82 ページ施策 1(2) 

 京都検定を中・高校生に強制に受けてもらうよう

にすべき 

推進施策１（２）において，大学，産業界，

NPO 等の幅広い参画を得て，京都ならではの食

育や伝統文化教育，生き方探求教育，ものづ

くり体験等，さまざまな学びや体験交流の場

を充実させることを記載しています。 

⇒82 ページ施策 1(2) 

 やる気がない，続かない若者が多いので，苦しみ

を耐えた後に未来が来ることを伝えるべき 

推進施策２（１）において，「確かな学力」

「豊かな心」「健やかな体」の調和を図る教育

の推進について記載しています。 

⇒82 ページ施策 2(1) 

 英語教育を取り入れ，世界から注目を浴びる都市

に 

推進施策２（１）において，小中一貫した

「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の

育成を図ることを記載しています。 

⇒82 ページ施策 2(1) 

 ゆとり教育の弊害で学ぶことに対して積極的じゃ

ない若者が多い 

推進施策２（１）において，「確かな学力」

「豊かな心」「健やかな体」の調和を図る教育

の推進について記載しています。 

⇒82 ページ施策 2(1) 

 個々の能力をもっと高めていける教育をしていか

なくてはならない 

推進施策２（１）において，「確かな学力」

「豊かな心」「健やかな体」の調和を図る教育

の推進について記載しています。 

⇒82 ページ施策 2(1) 

 心の健康に対する教育も推進するのはどうか 

 

推進施策２（１）において，「確かな学力」

「豊かな心」「健やかな体」の調和を図る教育

の推進について記載しています。 

⇒82 ページ施策 2(1) 
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 教育費の削減を。中高一貫の設置が不公平 推進施策２（１）において，市立高等学校

においては，生徒・保護者・社会のニーズを

踏まえた魅力ある高校づくりに向けた改革を

さらに推進することを記載しています。 

⇒82 ページ施策 2(1) 

 「禁煙都市京都の実現」のために，就職試験での

受験資格に「禁煙者であること」を付け加えていた

だくように企業・官庁に働きかけることやタバコを

やめたいと悩んでいる大勢の学生が安心して相談で

きる受け皿づくりを行う 

推進施策２（３）において，家庭・地域・

関係機関と連携して喫煙防止の取組を推進す

ることを記載しています。 

⇒83 ページ施策 2(3) 

 公正に教職員を採用してほしい 推進施策３において，教職員の資質・指導

力の向上について記載しています。 

⇒83 ページ施策 3 

 市立中学の設備の偏りを平等にしてほしい 推進施策４（１）において，児童生徒が安

心して快適に過ごせる学習環境を整備するこ

とを記載しています。 

⇒84 ページ施策 4(1) 

 同じ公立でもトイレ，教育，体育館等格差のない

ようにしてほしい 

推進施策４（１）において，児童生徒が安

心して快適に過ごせる学習環境を整備するこ

とを記載しています。 

⇒84 ページ施策 4(1) 

 クーラー設置によりすべての子どもたちが勉強に

専念できる環境づくりをお願いしたい 

 

推進施策４（１）において，児童生徒が安

心して快適に過ごせる学習環境を整備するこ

とを記載しています。 

⇒84 ページ施策 4(1) 

 小学校等の整備は無駄すぎる 充実した教育環境の下で，すべての子ども

たちが「確かな学力」「豊かな心」「健やかな

体」を身に付けることが重要であると考えて

おり，推進施策４（１）において，児童生徒

が安心して快適に過ごせる学習環境を整備す

ることを記載しています。 

⇒84 ページ施策 4(1) 

 公私とも学校を無償化してほしい 御提案の具体的な内容については，京都市

において具体的に施策を展開する際に検討す

べきと考えます。 

 高校無償化については所得によって，傾斜を付け

てほしい 

公立高等学校の授業料の無償化について

は，家庭の状況にかかわらず，すべての意志

のある高校生等が安心して勉学に打ち込める

社会をつくるため，国において設けられた制

度です。御提案の内容については，国におい

て検討されるべきものと考えます。 
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生涯学習 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 性別，年令問わずだれもが気軽に学べる場が多く

あればいい 

推進施策１において，市民だれもが参加で

きる「学びのネットワーク」の拡充について

記載しています。 

⇒86～87 ページ施策 1 

 若者から高齢者まで，学びの喜びや学習の必要性

を伝えるとともに，学んだことを実践につなげる支

援を行ってほしい 

推進施策１（１）において，ひとりひとり

の市民が学ぶことの楽しさを実感し学び続け

ることを奨励し，推進施策２（１）において，

自らの地域や社会における役割に気づける取

組を進めることを記載しています。 

⇒86 ページ施策 1(1)及び 87 ページ施策 2(1)

 豊かな人生に向けて楽しみながら無料で学べるよ

うに。また自分のためだけでなく，他人のためにも

学べるシステムを。 

推進施策１（１）において，ひとりひとり

の市民が学ぶことの楽しさ，深さ，尊さを実

感できるしくみづくりについて，推進施策１

（２）において，京都の都市特性を最大限に

活用した京都ならではの学びの発掘・発信に

ついて記載しています。また，推進施策２（１）

において，ひとりひとりが学びを通じて地域

や社会の課題を認識し，課題解決に取り組む

まちづくりについて記載しています。 

⇒86ページ施策 1(1)及び(2)及び 87ページ施

策 2(1) 

 関心が低いと情報ネットワークが取りにくいのが

現状である 

推進施策１（１）において，ひとりひとり

の市民が学ぶことの楽しさ，深さ，尊さを実

感できるしくみや，モチベーションを高めて

学びに取り組むことのできるしくみの構築に

ついて記載しています。 

⇒86 ページ施策 1(1) 

 生涯学習について，生活，労働（産業），経済，学

び，人材，社会教育に関係する機関と連携すること

が必要 

推進施策１（２）において，京都市の全庁

横断的な生涯学習推進組織と，幅広い生涯学

習関係団体のネットワークとの両輪により，

ひと・地域の新しい絆となる「学びのネット

ワーク」を拡充することを記載しています。 

⇒86 ページ施策 1(2) 

 市内の学校に通学する学生に歴史や伝統，文化，

芸術などを無料で体験できる特権をもたせるべき 

推進施策１（２）において，ものづくり都

市や観光都市といった京都の都市特性を最大

限活用し，さまざまな施設，団体，企業等が

創出する豊富な学習資源を相互に結びつけ，

京都ならでは学びを発信していくことを記載

しています。 

⇒86 ページ施策 1(2) 
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 図書館等の文化施設の充実を 

・ 図書館などの文化施設を増やしてほしい 

・ 図書館やホール等，大阪に比べて貧しすぎる

ので豊かにしてほしい 

推進施策１（３）において，市民に最も身

近な学びの拠点，また地域を支える情報セン

ターをめざして，図書館機能の充実を図るこ

とを記載しています。 

⇒86 ページ施策 1(3) 

 本の文化を育ててほしい 推進施策１（３）において，市民に最も身

近な学びの拠点として，図書館機能の充実を

図ることを記載しています。 

⇒86 ページ施策 1(3) 

 世代を超えて経験をする場や機会をもらえる環境

がほしい 

推進施策２において，世代間が互いに学び

合うしくみの構築や，多世代の市民が楽しめ

るイベント企画など各地域でのさまざまな学

びへの支援を行うことを記載しています。 

⇒87 ページ施策 2 

 若いひとが増えていくなかで，京都らしさを失わ

ないように，年配の方から何かを教わるイベントな

どをしてほしい 

推進施策２（１）において，高齢者の知恵

と経験を生かしながら，世代間が学び合うし

くみを構築すること，また，推進政策２（２）

において，多世代の市民が楽しめるイベント

企画等により，地域住民の相互交流を深める

ことを記載しています。 

⇒87 ページ施策 2(1)及び(2) 

 長年の熟練した技術，経験や知識を社会や生活に

還元し，社会貢献できたりすることが生きている喜

びにつながるような，つねに社会に即応した学びを

続けることのできる環境づくりが必要 

推進施策２（１）において，高齢者の知恵

と経験を生かしながら，世代間が学び合うし

くみを構築することを記載しています。 

⇒87 ページ施策 2(1) 

 子どもの携帯電話所持を禁止する 推進施策３（１）において，子どもたちの

いのちを脅かし青少年の健全育成を阻害する

課題解決には，各行政機関・市民団体の有機

的な連携が何よりも重要であることを記載し

ています。 

⇒87 ページ施策 3(1) 

 子どもがいる家族には市内周遊パスポートの発行

や，寺院など価値があるものに触れることができる

ようになってほしい 

推進施策３（２）において，子どもたちの

豊かな学びと育ちを市民ぐるみ・地域ぐるみ

で支えるさまざまな活動の拡大を図っていく

ことを記載しています。 

⇒87 ページ施策 3(2) 

 親のゲーム禁止など親に対する教育をするべき 推進施策３（３）において，親自身が親と

しての心構え等を学ぶための「親支援プログ

ラム」などの家庭教育支援について記載して

います。 

⇒88 ページ施策 3(3) 
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歩くまち 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 脱クルマということが交通政策の柱になるべ

きではないか 

基本方針において，市民，事業者，行政が一体

となって「歩いて楽しいまちづくり」を推進する

ことにより，クルマを重視したまちとくらしを，

京都にふさわしい「歩く」ことを中心としたまち

とくらしに力強く転換していくと記載しており，

御意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒89 ページ基本方針 

 ユニバーサルデザインの車両を採用すること

で，どんなひとも移動しやすく，より京都の魅力

を体感できることにつながる 

みんなでめざす 10 年後の姿の２つ目におい

て，ユニバーサルデザイン性，高い速達性と定時

性，需要に応じた輸送力をあわせもった新しい公

共交通の整備が進んでいることを記載しており，

御意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒90 ページ姿 2 

 交通局の経営について 

・ 地下鉄東西線と烏丸線について，設備は市

がもったまま経営は近鉄などの郊外電車に

委託し，また旧国鉄のように経営と債務も分

離してしまうことが必要 

・ 交通局を解体して，すべて民間にまかせて

はどうか 

みんなでめざす 10 年後の姿の５つ目におい

て，コスト削減などの効果とともに地下鉄・市バ

スの一層の経営改善について記載しています。 

御提案の内容については，市においては，本年

３月に地下鉄・市バス事業の新たな経営健全化計

画を策定し，両事業ともに，公営企業の形態を維

持したうえで経営改善を図っていくことが最良

の方策であると，市会の議決を経て方針決定され

ています。 

⇒90 ページ姿 5 

 公共交通の充実を 

・ 公共交通が不十分 

・ 公共交通を整備してほしい 

・ 交通機関をいまより便利にしてほしい 

・ 交通機関をもっと充実させてほしい 

・ 市バスなどの公共交通機関の利便性をより

高めて，観光客，市民共に利用しやすく，分

かりやすいものにしてほしい 

・ 地下鉄と電車とバスの乗り継ぎができるよ

うになると，もっと観光客の利便性が良くな

る 

・ 公共交通のネットワークの利便性を高める

ことが必要 

・ 20 時以降の公共交通が少ない 

・ 公共交通の整備は大きく進展が図られるの

か 

推進施策１において，世界トップレベルの使い

やすさをめざした公共交通の再編強化のため，市

内で運行する鉄道，バスの交通事業者等の連携に

よるネットワークを構築し，さらなる鉄道，バス

の利便性向上策やバスの走行改善策などを実施

するこを記載しており，御意見の趣旨に合致して

いると考えます。 

⇒91 ページ施策 1 
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 公共交通を安くて便利に 

・ 公共交通が安くて便利なものになっていて

ほしい 

・ 地下鉄やバスの運賃を下げたり，交通の便

を良くしたい 

・ 交通渋滞改善のためにも気軽に乗れるよう

に地下鉄料金を考えるべき 

推進施策１において，世界トップレベルの使い

やすさをめざした公共交通の再編強化のため，さ

らなる鉄道，バスの利便性向上策やバスの走行環

境の改善策などを実施することについて記載し

ています。御提案の公共交通の料金については，

各運営主体においてその財政状況や社会情勢を

勘案して検討されるべきと考えます。 

⇒91 ページ施策 1 

 公共交通の不採算路線の廃止を含め，料金体系

や路線，土日利用券などの利用者を考慮したサー

ビスの改善 

推進施策１において，世界トップレベルの使い

やすさをめざした公共交通の再編強化のため，さ

らなる鉄道，バスの利便性向上策やバスの走行環

境の改善策などを実施することについて記載し

ています。 

⇒91 ページ施策 1 

 バス交通の充実を 

・ 市バス 100 番系統の路線数を多くし，大型

乗用車を使用した路線を設定。嵐山方面は小

型路線バス車両を使用 

・ 不採算路線継続のため，収入増加に資する

ようバス内でマーケットを開く 

・ 終電や終バス相互接続を主要駅で試行実験

させ，うまくゆけば常態化しては 

・ 路線バスと地下鉄の乗り継ぎが必要な箇所

は，都心部を含め路線バスを復活させるべき

・ 市内の主だったところを 100 円などの安い

価格で乗れる小型バスが運行されるといい 

推進施策１において，世界トップレベルの使い

やすさをめざした公共交通の再編強化のため，バ

スの利便性向上やバスの走行環境の改善策など

を実施することを記載しており，御意見の趣旨に

合致していると考えます。 

⇒91 ページ施策 1 

 洛西ニュータウンから阪急「洛西口」と JR「桂

川」を結ぶ LRT など渋滞の影響がない公共の交通

機関を整備してほしい 

推進施策１において，世界トップレベルの使い

やすさをめざした公共交通の再編強化について

記載しています。 

⇒91 ページ施策 1 

 周辺部の交通機関の充実を 

・ 京北地域への交通が不便 

・ 周辺部の交通機関をもっと充実させてほし

い 

推進施策１において，公共交通不便地域の交通

対策の強化など，世界トップレベルの使いやすさ

をめざした公共交通の再編強化について記載し

ています。 

⇒91 ページ施策 1 

 京都都市圏輸送連合のような組織を立ち上げ，

すべての公共交通の運賃制を統合し，市内全電

車・バスに使える１日乗車券の導入などを実現し

ては 

推進施策１において，世界トップレベルの使い

やすさをめざした公共交通の再編強化のため，市

内で運行する鉄道，バスの交通事業者等の連携に

よるネットワークを構築することなどを記載し

ています。 

⇒91 ページ施策 1 
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 公共交通機関として，市営地下鉄ばかりを重視

するのは，問題である。市営バス，民営バス，民

営の鉄道も大きな役割をもっている 

推進施策１において，世界トップレベルの使い

やすさをめざした公共交通の再編強化のため，市

内で運行する鉄道，バスの交通事業者等の連携に

よるネットワークを構築し，利便性向上策などを

実施することを記載しています。 

⇒91 ページ施策 1 

 公共交通を利用しやすくするための工夫が必

要 

・ 観光都市として，分りやすい案内表示を 

・ バスがわかりにくい 

・ 巡回バスと横大路からのバスとがあまりに

も時間が接近しているので何とかできない

ものか 

推進施策１において，公共交通の利用を促進す

るための情報提供策など，世界トップレベルの使

いやすさをめざした公共交通の再編強化につい

て記載しています。 

⇒91 ページ施策 1 

 京都の中心地や観光地以外でも交通機関の充

実や駐車場の整備が重要 

推進施策１において，世界トップレベルの使い

やすさをめざした公共交通の再編強化について

記載するとともに，推進施策２において，適切な

自動車利用の抑制策を推進することを記載して

います。 

⇒91 ページ施策 1 

 路上駐車の撲滅により，バスがスムーズに走れ

るようにしてほしい 

推進施策１において，バスの走行環境の改善策

などを実施することを記載しています。 

御提案の具体的な内容については，京都府警察

とお連携の下，京都市において具体的に施策を展

開する際に検討すべきと考えます。 

⇒91 ページ施策 1 

 障害者や高齢者など，すべてのひとに優しい道

路空間の整備，公共交通機関の整備 

・ 社会的に立場の弱いひとにも優しい歩くま

ちの整備，公共交通機関の改善を 

・ ベビーカーに配慮した地下鉄駅の整備や自

転車道の整備など子育てしやすい環境づく

りを進めてほしい 

・JR 桃山駅について，バリアフリー化を早急

にすすめてほしい 

推進施策１において，バリアフリーの推進につ

いて，推進施策２において，歩行者と公共交通を

最優先とする快適な道路空間の構築について記

載しており，御意見の趣旨に合致していると考え

ます。 

⇒91 ページ施策 1及び施策 2 

 環境を重視した公共交通の利用促進や整備  

・ 市内に路面電車を走らせ，自動車利用が減

り，CO2 削減につながるとよい 

・ 鴨川沿いにモノレールや電気バスを走らせ

たらよい 

・ バスよりエコな乗り物で寺めぐりができる

といい 

推進施策１において，世界トップレベルの使い

やすさをめざした公共交通の再編強化について

記載するとともに，推進施策２において，適切な

自動車利用の抑制策を推進することを記載して

います。 

⇒91 ページ施策 1及び施策 2 

 世界トップレベルの使いやすさをめざした公

共交通は必要性を感じない 

「歩くまち・京都」の実現に向けて，必要な施

策と考えています。 

⇒91～92 ページ施策 1～5 
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 路面電車の整備を 

・ 路面電車を走らせてほしい 

・ 環境面を考えると，京都にクルマは必要で

はなく，温暖化ストップ，観光，市民生活の

面で考えて，市電復活案がとても有効化と考

えているよりよい京都にほしい 

・ 京都市電の復活をしてみてはいかがか 

・ 路面電車の復活も視野に入れてほしい 

・ LRT 今出川線（出町柳～北野白梅町）を早

期建設して 

推進施策２において，公共交通のあり方を再構

築すべきと考えられるエリアについて，地域特性

を踏まえた新しい公共交通の実現に向けた取組

を進めることを記載しています。 

⇒91 ページ施策 2 

 ☆ 徒歩や自転車でのんびり移動できるたのし

いまちづくりをしてほしい 

推進施策２において，歩く魅力を最大限に味わ

えるような歩行者優先のまちづくりについて記

載しているとともに，推進施策５において，歩行

者と共存可能な自転車利用の促進について記載

しており，御意見の趣旨に合致していると考えま

す。 

⇒91 ページ施策 2及び 92 ページ施策 5 

 クルマの道路より歩ける道を増やしてほしい 推進施策２において，歩行者と公共交通を最優

先とする快適な道路空間を構築することを記載

しています。 

⇒91 ページ施策 2 

 まちなかの道が歩きにくい 

・ 四条通などひとが多く，歩きにくいので広

くしてほしい 

・ 四条，河原町，三条は歩行者には歩きにく

い 

・ 歩行者に配慮した道路整備を 

・ せまい歩道を広くしてほしい 

推進施策２において，歩行者と公共交通を最優

先とする快適な道路空間を構築することを記載

しており，御意見の趣旨に合致していると考えま

す。 

⇒91 ページ施策 2 

 

 クルマの乗り入れ制限を 

・ ある期間，ある区間でもいいので，車の出

入り制限をかけてほしい 

・ 環境のことを考えると，市街地では車の乗

り入れを禁止すべき 

・ まちなかに他府県ナンバーのクルマを少な

くしてほしい 

・ 田の字地区は車シャットアウトする 

推進施策２において，通過交通の抑制などの適

切な自動車利用の抑制策を推進することを記載

しており，御意見の趣旨に合致していると考えま

す。 

⇒91 ページ施策 2 

 一定の地域では，マイカーの流入を規制するな

ど，強硬手段を取っても市民や観光客の利便性を

低下させない公共交通のあり方を研究されては

いかがか 

推進施策２において，通過交通の抑制，物流対

策，駐車場施策，パークアンドライドなどの適切

な自動車利用の抑制策を推進することを記載し

ており，御意見の趣旨に合致していると考えま

す。 

⇒91 ページ施策 2 

 車が渋滞して，停車している時間が長いので，

排気ガスが気になる 

推進施策２において，適切な自動車利用の抑制

策を推進することを記載しています。 

⇒91 ページ施策 2 
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 路上駐車している車が多すぎる 

 

推進施策２において，歩行者と公共交通を最優

先とする快適な道路空間を構築することや適切

な自動車利用の抑制策を推進することを記載し

ています。 

⇒91 ページ施策 2 

   

 パークアンドライドの周知，普及を 

・ パークライドが認知されていないため，大

渋滞が起こり，歩きにくいまちで時間が読め

ない 

・ 駐車場やパークライドの周知徹底が行われ

ていない 

・ パークアンドライドなどは環境への取組と

しても生かしたい 

・ パークアンドライドの徹底 

・ 週末はパークアンドライドの徹底し，観光

で来る車（バス除く）を観光地に入れないよ

うにする（電気自動車は例外） 

推進施策２において，駐車場施策，パークアン

ドライドなどの適切な自動車利用の抑制策を推

進することを記載しており，御意見の趣旨に合致

していると考えます。 

⇒91 ページ施策 2 

 車利用に課税等を 

・ マイカー利用者にも課税すべき 

・ 車入京税の導入 

・ 業務車両以外の自動車に「歩く町税」を導

入する 

・ 山科盆地に出入りする車についてロードプ

ライシングを課す 

推進施策２において，地域の特性や都市機能の

維持に結びつく道路の使い方を検討し，適切な自

動車利用の抑制策を推進することを記載してい

ます。 

⇒91 ページ施策 2 

 大通りだけでなく，すべての通りの交差点に通

り名を表示してほしい 

推進施策２において，歩く魅力を最大限に味わ

えるような，幅広い政策分野と融合した取組を積

極的に推し進めると記載しています。 

⇒91 ページ施策 2 

 ＬＲＴと自転車と人力車のまちになってほし

い 

推進施策２において，公共交通のあり方を再構

築すべきと考えられるエリアについて，地域特性

を踏まえた新しい公共交通の実現に向けた取組

を進めることを記載するとともに，推進施策５に

おいて，歩行者と共存可能な自転車利用の促進に

ついて記載しています。 

⇒91 ページ施策 2及び 92 ページ施策 5 

 自動車の駐車場確保が必要 推進施策２において，駐車場施策などの適切な

自動車利用の抑制策を推進することを記載して

います。 

⇒91 ページ施策 2 

 四条通りの地下鉄を地上へ，地上の車道を地下

へと転換し，快適な歩行空間を確保することを検

討してほしい 

推進施策２において，地域の特性や都市機能の

維持に結びつく道路の使い方を検討し，快適な歩

行空間を構築することを記載しています。 

⇒91 ページ施策 2 
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 自動車のスピードを減速させることを目的に，

細街路における路側帯の拡幅，舗装の工夫を進め

てはどうか 

推進施策２において，歩行者と公共交通を最優

先とする快適な道路空間を構築するとともに，地

域の特性や都市機能の維持に結びつく道路の使

い方を検討し，通過交通の抑制，物流対策，駐車

場施策，パークアンドライドなどの適切な自動車

利用の抑制策を推進することを記載しています。

⇒91 ページ施策 2 

 観光などさまざまな場面で，自動車から自転車

への転換を促すなどの施策が必要 

推進施策３において，歩いて楽しいくらしを大

切にする過度にクルマを使わないライフスタイ

ルへの転換を図ることを記載しています。 

⇒91 ページ施策 3 

 「エモーショナル・キャンペーン」を行いなが

らモビリティ・マネジメント施策を推進してはど

うか 

推進施策３において，市民，観光客，そして事

業者，行政が一体となって，ひとと公共交通優先

の「歩いて楽しいまち」を実現するための行動規

範を明確にした「『歩くまち・京都』憲章」の普

及・啓発を強力に推進することを記載していま

す。 

⇒91 ページ施策 3 

   

 地下鉄に女性専用車両がほしい 推進施策４において，地下鉄のさらなる利便性

の向上を図ることを記載しています。 

⇒91 ページ施策 4 

 地下鉄のトイレをきれいな洋式に 

・ 地下鉄駅に洋式のきれいなトイレを沢山設

置してほしい 

・ 地下鉄市役所前のトイレをすべてきれいな

洋式にしてほしい 

推進施策４において，地下鉄の魅力向上につい

て記載しています。 

⇒91 ページ施策 4 

 ☆ 地下鉄国際会館駅構内にコンビニをつくっ

てほしい 

推進施策４において，駅ナカビジネスの充実な

どにより地下鉄自体の魅力を高めることを記載

しています。 

⇒91 ページ施策 4 

 歴史ある市電や市バスに関する写真や人物な

どの展示館を民間私鉄と協働で設ける 

御提案の具体的な内容については，京都市にお

いて具体的に施策を展開する際に検討すべきと

考えます。 

 安全のためにも交通整理，駐車場，駐輪場の設

置が必要 

推進施策５において，効率的・効果的な自転車

等駐車場の整備，歩行者と自転車が安心・安全に

通行できる道路環境の改善について記載してい

ます。 

⇒92 ページ施策 5 



69 

 駐輪場の整備を 

・ 駐輪場が少ない 

・ 駐輪車等車両関係の整備を 

・ 駐輪スペースを増やしてほしい 

・ もう少し機能的に駐輪場を設置していほし

い 

・ 環境整備として，駐輪場の整備を明記すべ

き 

・ 駐輪場の数を増やしてほしい 

・ 自転車置場を増やしてほしい 

・ 放置自転車が多く，見苦しいので，駐輪場

を中心部に増やし，改善するべき 

・ 自転車の駐輪場を四条付近に増やしてほし

い 

・ 自転車の駐車場確保が必要 

・ 自転車税を導入し駐輪場を停め放題にする

・ 軽自動車や二輪，自転車の駐車場を充実さ

せてほしい 

推進施策５において，民間事業者による整備な

どさまざまな手法を取り入れることにより，効率

的・効果的な自転車等駐車場の整備を推進するこ

とを記載しており，御意見の趣旨に合致している

と考えます。 

⇒92 ページ施策 5 

 サイクルシェアリングを行う 

・ 各駅にシェアサイクリングがあると，観光

客の利便性も上がるし，エコでいい 

・ レンタサイクルなどを充実させ，「サイク

ルシェアリング」を行なう 

推進施策５において，民間事業者による整備な

どさまざまな手法を取り入れることにより，効率

的・効果的な自転車等駐車場の整備を推進するこ

とを記載しています。 

⇒92 ページ施策 5 

 無料駐輪場とレンタサイクルを連携させて，自

転車ステーションを主要箇所につくってほしい 

推進施策５において，民間事業者による整備な

どさまざまな手法を取り入れることにより，効率

的・効果的な自転車等駐車場の整備を推進するこ

とを記載しています。 

⇒92 ページ施策 5 

 駐輪場，レンタサイクル，自転車用道路などを

充実してほしい 

推進施策５において，民間事業者による整備な

どさまざまな手法を取り入れることにより，効率

的・効果的な自転車等駐車場の整備の推進や，歩

行者と自転車が安心・安全に通行できる道路環境

の改善を図るため，自転車道や自転車レーンの整

備などの推進について記載しています。 

⇒92 ページ施策 5 
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 自転車の走りやすい環境整備を 

・ 自転車の道をつくる 

・ 自転車も走りやすい環境をしっかり整えて

ほしい 

・ 自転車専用レーンを増やしてほしい 

・ 自転車で走りやすいように道を整備してい

ただけるとうれしい 

・ 自動車道を減らして，自転車道をつくるべ

き 

・ 自転車道（レーン）を設置してほしい 

・ 歩行者だけでなく，自転車の通路も必要特

に河原町，四条通について改善してほしい 

・ 歩行者と区別出来る自転車レーンを設置す

べき 

・ 自転車道の整備は，10 年後に完成させる

具体の路線を示すべき 

・ 京都は自転車の台数が多く，クルマから自

転車へ乗り換えてはどうかそのためのイン

フラ整備に期待したい 

推進施策５において，歩行者と自転車が安心・

安全に通行できる道路環境の改善を図るため，自

転車道や自転車レーンの整備などを推進するこ

とを記載しており，御意見の趣旨に合致している

と考えます。 

⇒92 ページ施策 5 

 自転車道や駐輪場の整備を 

・ 自転車で走りやすい道路や安価で駐輪でき

る自転車置場の整備をしてほしい 

・ 無料でかつ平らな駐輪場や自転車道の整備

をもっとしてほしい 

・ 自転車専用道や駅前の駐輪場を確保すべき

推進施策５において，民間事業者による整備な

どさまざまな手法を取り入れて効率的・効果的な

自転車等駐車場を整備することや自転車道や自

転車レーンの整備などを推進することを記載し

ており，御意見の趣旨に合致していると考えま

す。 

⇒92 ページ施策 5 

 自転車は車道通行を 

・ 歩いて楽しいまちを実現するには，歩道の

拡張とともに，歩道から自転車をシャットア

ウトしなければならない 

・ 歩道を猛スピードで走る者が多く，原則，

自転車は車道通行としてほしい 

推進施策５において，自転車道や自転車レーン

の整備など，歩行者と共存可能な自転車利用の促

進について記載しています。なお，平成１９年の

道路交通法の改正に伴い，「自転車の通行方法等

に関する主なルール」が改正され，車道通行が原

則とされています。 

⇒92 ページ施策 5 

 自転車の取り締りの強化 推進施策５において，自転車等の利用マナーや

ルールの啓発について記載しています。なお，自

転車の取り締りについては，京都府警において検

討されるものと考えます。 

⇒92 ページ施策 5 

 自転車のマナーを守ってほしい 

・ ひとごみ等に自転車で出るのは危険なので

やめてほしい 

・ 自転車や道路に関して，マナー守ることを

習慣づける教育や指導に力を入れてほしい 

・ 自転車はエコであり，それ自体はいいのだ

が，マナーが悪すぎる 

・ 歩行者が安全に歩けるまちにしてほしい 

推進施策５において，自転車等の利用マナー，

ルールの啓発に関する取組について記載してお

り，御意見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒92 ページ施策 5 
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 自転車利用のマナー向上には，市民・団体や行

政以外にも自転車を売る側の事業者責任も必要 

推進施策５において，行政・地域の交通安全推

進団体等が相互に協力，連携した自転車等の利用

マナー，ルールの啓発に関する取組を行うと記載

しており，御意見の趣旨に合致していると考えま

す。 

⇒92 ページ施策 5 

 実質無料のコイン式自転車置き場を設置して，

地下鉄と自転車を組み合わせたり，地下鉄に自転

車乗り入れ車両の導入を行なう 

推進施策５において，民間事業者による整備な

どさまざまな手法を取り入れることにより，効率

的・効果的な自転車等駐車場の整備を推進するこ

とを記載しています。 

⇒92 ページ施策 5 

 CO2 を減らすために，市民の健康のために，自

転車を乗りやすく，止めやすい，都市づくりをし

てほしい 

推進施策５において，歩行者と自転車が安心・

安全に通行できる道路環境の改善を図ることを

記載しており，御意見の趣旨に合致していると考

えます。 

⇒92 ページ施策 5 

 電車を運営する企業・事業者，行政は，できる

限り駅に隣接する駐輪場を設置することや放置

自転車の防止策を講じる努力をする必要がある 

推進施策５において，民間事業者による整備な

どさまざまな手法を取り入れることにより，効率

的・効果的な自転車等駐車場の整備を推進するこ

とを記載しています。 

⇒92 ページ施策 5 

 市バスや地下鉄の運賃を安くしてほしい 

・ 市バス，地下鉄をもっと乗りやすくするた

めにも安くしてほしい 

・ 市バス，地下鉄の運賃を下げるべき 

・ 市営地下鉄及び市バスの運賃を初乗り 100

円，上限 500 円にする。一日乗り放題券 600

円に設定 

御提案の内容については，京都市において具体

的に施策を展開する際に検討すべきと考えます。

 今回の計画に“東西線延伸”の記述がほしい 御提案の内容については，京都市において具体

的に施策を展開する際に検討すべきと考えます。

 幅員狭隘道路について，一方通行規制をさらに

拡充すべき 

一方通行規制については，京都府警の所管事項

であり，交通量や道路の形状その他を勘案して，

指定されているところです。 

 交通問題研究会を常設組織とし，各行政区ごと

に設置すべき 

御提案の内容については，京都市において具体

的に施策を展開する際に検討すべきと考えます。

 ＪＲ京都駅八条口に集中している空港リムジ

ンバスの停車場所を三条京阪や京都市役所，出町

柳駅等にも設置して，昼間の時間帯にも運行をで

きるようにしたほうがよい 

御提案の内容については，空港リムジンバスを

営業している事業者において，具体的に検討すべ

きと考えます。 
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土地利用と都市機能配置 

◆ 答申案に反映させていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 岡崎や山ノ内地域に加えて，崇仁地区について

も記載するべき 

 御意見を踏まえ，推進施策４において「岡崎，

山ノ内，崇仁地域などにおいて，地域がもつ特色

や潜在力を生かし，民間活力の導入による新しい

まちづくりを進める」と修正しました。 

⇒95 ページ施策 4 

 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 景観のための地下街の充実を 基本方針において，都市を効率的に経営する視

点をもちながら，「保全・再生・創造」の都市づ

くりを基調とした土地利用を展開することを記

載しています。地下街につきましても，現在ある

地下空間の有効利用を図るなど，より効率的な都

市づくりに努めていくべきと考えます。 

⇒93 ページ基本方針 

 マンションやビルの建設に対する規制を 

・ マンションやビルはあまり建てないでほし

 い 

・ マンション建設の規制によるヒートアイラ

ンド化への対策 

基本方針において，都市を効率的に経営する視

点をもちながら，「保全・再生・創造」の都市づ

くりを基調として，地域ごとの特性を生かすため

の多彩で個性的，かつ秩序のある土地利用の展開

を図ることを記載しています。 

⇒93 ページ基本方針 

 道路，公園，河川などすべての都市空間施設を

秩序だてて互いに結びつける，都市計画を進める

べき 

基本方針において，秩序ある土地利用の展開

や，地球環境への負荷の少ない集約的な都市機能

配置を図るなど，さまざまな都市活動を持続的に

展開することのできる都市を実現することを記

載しており，御意見の趣旨に合致していると考え

ます。 

⇒93 ページ基本方針 

 道については旧来の都市計画に固執せず再構

築してほしい 

基本方針において，人口減少や少子高齢化，低

酸素社会実現への対応などの社会動向を見通し，

都市を効率的に経営する視点をもちながら，さま

ざまな都市活動を持続的に展開することのでき

る都市を実現することを記載しています。なお，

現在，京都市において，都市計画道路網の見直し

を進められているところです。 

⇒93 ページ基本方針 
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 大学や工場は環境のいい亀岡，園部へ移転 基本方針において，地域ごとの特性を生かすた

めの多彩で個性的，かつ秩序ある土地利用の展開

を図ることにより，さまざまな都市活動を持続的

に展開することのできる都市を実現することを

記載しています。 

⇒93 ページ基本方針 

 みんなが住みよい，若いひとも高齢者も利用で

きる建物がほしい 

推進施策１において，徒歩や公共交通などによ

り医療，教育，行政，買物など日常サービスが享

受できるよう，便利でくらしやすい生活圏づくり

について記載しています。 

⇒94 ページ施策 1 

 商店が駅の近くではなく，家の近くにあるよう

なまちづくりをしてほしい 

推進施策１において，日常サービスが享受でき

るよう，周辺居住環境との調和に配慮しつつ，公

共交通ネットワークと一体となった都市機能の

配置を図り，市街地環境の整備を推進することを

記載しています。 

⇒94 ページ施策 1 

 パチンコや風俗などの建設，営業を認めず，追

放して，子どもも安心できるまちづくりを行って

ほしい 

 

推進施策１において，周辺環境との調和に配慮

した市街地環境の整備について記載していると

ともに，推進施策５において，それぞれの地域の

特性に応じた自主的なまちづくりのルール化や

マネジメントが展開されるための支援について

記載しています。 

⇒94 ページ施策 1及び 95 ページ施策 5 

 市北部の文化，研究，福祉ゾーン化と南部の高

度工業化をすすめてほしい 

推進施策１において，便利でくらしやすい生活

圏づくりについて，施策３において，創造を続け

る南部地域のまちづくりについて記載していま

す。 

⇒94 ページ施策 1 

 田の字地区において，空洞化対策，にぎわい創

出を行うべき 

推進施策２において，田の字地域や京都駅周辺

などの都心部においては，広域的な商業・業務機

能を一層集積させ，にぎわいのある魅力的な地域

の実現をめざすことを記載しており，御意見の趣

旨に合致していると考えます。 

⇒95 ページ施策 2 

 都心部は生産性の高い土地利用となるよう誘

導すべき 

推進施策２において，都心部をにぎわいのある

魅力的な地域とするため，都市計画手法などを活

用して適切に誘導することを記載しており，御意

見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒95 ページ施策 2 

 四条通は美しく統一すべき 推進施策５において，さまざまな地域でそれぞ

れの地域の特性に応じた自主的なまちづくりの

ルール化やマネジメントが展開されるよう，まち

づくり活動の支援やしくみづくりを推進してい

くことを記載しています。 

⇒95 ページ施策 5 
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景観 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

きれいな町並みを維持してほしい 

・ いつまでも，きれいなまちなみを維持して

ほしい 

・ 10 年後もあまり変わらない景観のままで

いてほしい 

基本方針において，優れた京都の景観を守り，

育て，つくり，そしてこれらを生かしていくこと

により，日本を代表する歴史都市・京都の魅力や

価値を高め，５０年後，１００年後も京都が京都

であり続けるため，市民と行政との共汗により，

時を超え光り輝く京都の景観づくりを推進して

いくことを記載しており，御意見の趣旨に合致し

ていると考えます。 

⇒96 ページ基本方針 

 

歴史を残しつつ，新しい建物と共存してほしい 基本方針において，優れた京都の景観を守り，

育て，つくり，そしてこれらを生かしていくこと

により，日本を代表する歴史都市・京都の魅力や

価値を高め，50 年後，100 年後も京都が京都であ

り続けるため，市民と行政との共汗により，時を

超え光り輝く京都の景観づくりを推進していく

ことを記載しています。 

 また，推進施策２の品格ある市街地景観の形

成の取組の一つとして，次代をリードする質の高

いデザインの建築物への誘導を記載するととも

に，推進施策３において，歴史的な町並みや京町

家等の保全について記載しており，御意見の趣旨

に合致していると考えます。 

⇒96 ページ基本方針及び 98 ページ施策 2及び施

策 3 
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歴史的なまちなみを残す 

・ 伝統がある町並みを残してほしい 

・ 京都の歴史ある町並みを未来に残してほし

い 

・ 日本の古き良き町並みをいつまでものこし

てほしい 

・ 街並みを変えない方がよい 

・ 現代的な建築は増やさないでほしい 

・ 古い町並みを大切にずっと未来へ残してい

ってほしい 

・ 京都の古い町並みを残してほしい 

・ 昔の町並みをずっと残したまま，発展して

いってほしい 

・ 景気にかかわらず古い町並みを残していっ

てほしい 

・ 町並みを残すことができていない景観，町

家の保存日本の心・おもてないの心を大切に

してほしい 

・ 京都の古い町並み保護にもっと力を入れて

ほしい 

基本方針において，優れた京都の景観を守り，

育て，つくり，そしてこれらを生かしていくこと

により，日本を代表する歴史都市・京都の魅力や

価値を高め，50 年後，100 年後も京都が京都であ

り続けるため，市民と行政との共汗により，時を

超え光り輝く京都の景観づくりを推進していく

ことを記載しています。 

また，推進施策３において，歴史的な町並みや

京町家等の保全について記載しており，御意見の

趣旨に合致していると考えます。 

⇒96 ページ基本方針及び 98 ページ施策 3 

新しいこと，他県のものも取り込んでほしい。

「日本」を世界に売りこんでほしい。 

古い町並・建物を守ってほしい。 

基本方針において，優れた京都の景観を守り，

育て，つくり，そしてこれらを生かしていくこと

により，日本を代表する歴史都市・京都の魅力や

価値を高め，50 年後，100 年後も京都が京都であ

り続けるため，市民と行政との共汗により，時を

超え光り輝く京都の景観づくりを推進していく

ことを記載しています。 

また，推進施策２において，時代をリードする

質の高いデザインの建築物への誘導について，推

進施策３において，歴史的な町並みや京町家等の

保全について，推進施策５において，景観政策を

進化させ，1200 年の歴史・文化を実感でき，世

界のひとびとを魅了し続けるまちを形成してい

くことを記載しており，御意見の趣旨に合致して

いると考えます。 

⇒96 ページ基本方針及び 98 ページ施策 2及び施

策 5 

 京都の景観を大切にしてほしい 

・ 京都の景観を大切にするのは，大変なこと

かもしれないが，ぜひ続けていってほしい 

・ 京都の景観をもっと良くしていきたい 

基本方針において，優れた京都の景観を守り，

育て，つくり，そしてこれらを生かしていくこと

により，日本を代表する歴史都市・京都の魅力や

価値を高め，50 年後，100 年後も京都が京都であ

り続けるため，市民と行政との共汗により，時を

超え光り輝く京都の景観づくりを推進していく

ことを記載しており，御意見の趣旨に合致してい

ると考えます。 

⇒96 ページ基本方針 
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 京都は道が広かったり，山が見えたりするた

め，ごみごみした感じがしない 

推進施策２の品格ある市街地景観の形成にお

いて，山並みや河川等の豊かな自然景観，趣を残

す美しい町並みなどの歴史的景観と調和する品

格のある市街地景観を形成するため，建築物等に

対するきめ細かなデザイン規制による誘導や眺

望景観の保全などの取組を記載しています。 

⇒98 ページ施策 2 

 景観のための地下街の充実を 推進施策２において，建築物等に対するきめ細

かなデザイン規制による誘導や眺望景観の保全

など，品格ある市街地景観を形成するための取組

について記載しています。 

⇒98 ページ施策 2 

 祇園街の景観が崩れてしまっている 推進施策２において，趣を残す美しい町並みな

どの歴史的景観と調和する品格のある市街地景

観を形成するための取組や時代をリードする質

の高いデザインの建築物を推進する取組につい

て記載しています。 

⇒98 ページ施策 2 

 高層又は派手な建物への規制を行い，町並みを

くずさないようにしてほしい。 

・ 歴史都市の景観を壊さないために，大きす

ぎるビルについての基準が必要 

・ 高層マンションなどはもう建てるのをやめ

て，京都らしい町並みにしてほしい 

・ 高くてカラフルな建物をつくらないでほし

い 

推進施策２において，建築物等に対するきめ細

かなデザイン規制による誘導や眺望景観の保全

など，趣を残す美しい町並みなどの歴史的景観と

調和する品格のある市街地景観を形成するため

の取組について記載するとともに，推進施策３に

おいて，風情ある京都の町並み景観を次の世代に

継承する取組について記載しています。 

⇒98 ページ施策 2 

 高さ制限は維持しつつ，低さ制限はエリア限定

で規制緩和 

現在，低さ制限の規制はございませんが，推進

施策２において，建築物等に対するきめ細かなデ

ザイン規制による誘導や眺望景観の保全，市街地

の緑化推進に取り組むことを記載しています。 

⇒98 ページ施策 2 

 屋外広告物の規制が厳しすぎるので，商店の負

担になっている 

推進施策２において，都市景観を形づくる重要

な要素である屋外広告物について，地域の景観特

性に応じたきめ細かな規制や優良な屋外広告物

への助成・表彰等を行うとともに，都市景観を損

なう違反広告物への指導強化や市民との連携に

より，町並みに調和した屋外広告物を誘導してい

くことを記載しています。 

⇒98 ページ施策 2 

 ビルの高さ，看板規制をもっと厳しくする 推進施策２において，建築物等に対するきめ細

かなデザイン規制による誘導や眺望景観の保全

などに取り組むことや都市景観を損なう違反広

告物への指導強化や市民との連携により，町並み

に調和した屋外広告物を誘導していくことを記

載しています。 

⇒98 ページ施策 2 
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 江戸時代の京都を再現するのではなく，ビルの

高さ制限ではなく，周りの空間づくりを強化する

など，現代の京都に合ったまちづくりを行なって

ほしい 

推進施策２において，趣を残す美しい町並みな

どの歴史的景観と調和する品格のある市街地景

観を形成するための取組や時代をリードする質

の高いデザインの建築物を推進する取組につい

て記載しています。 

⇒98 ページ施策 2 

 新しく建て変えられる家は，町家風格子にする 推進施策２において，建築物等に対するきめ細

かなデザイン規制による誘導や眺望景観の保全

など，品格のある市街地景観を形成するための取

組について記載しています。 

⇒98 ページ施策 2 

 京都らしい建物に外観をリフォームした場合

は補助金を出せばよい 

推進施策２において，質の高いデザインの建築

物への誘導や顕彰など，品格のある市街地景観を

形成するための取組について記載しているとと

もに，推進施策３において，歴史的な町並みや京

町家等の保全について記載しています。 

⇒98 ページ施策 2及び施策 3 

 歴史的な町並みを残す 

・ 京都らしい町家や町並を大切にしてほしい

・ 中心地の裏側に古くて良いものがたくさん

残っているので，そのまま残してほしい 

推進施策２において，趣を残す美しい町並みな

どの歴史的景観と調和する品格のある市街地景

観を形成するための取組について記載している

とともに，推進施策３において，風情ある京都の

町並み景観を次の世代に継承するため，京都のま

ちの歴史，文化の象徴ともいえる京町家等の保

全・再生・活用について記載しており，，御意見

の趣旨に合致していると考えます。 

⇒98 ページ施策 2及び施策 3 

 周囲と調和しない建物や公共物はつくらず，古

い町並みを残してほしい 

・ 町並みがきれいなので，あまり奇抜な建物

と同居させず，そのまま残してほしい 

・ 変な建物や無駄な公共事業をなくして，古

いものをもっと残してもらいたい 

推進施策２において，建築物等に対するデザイ

ン規制による誘導など，品格のある市街地景観を

形成するための取組について記載しているとと

もに，推進施策３において，歴史的な町並みや京

町家等の保全について記載しています。  

⇒98 ページ施策 2及び施策 3 

 町家の保全や再生を 

・ 町家の復元を 

・ 今後も町家が守られていくべき 

推進施策３において，歴史的な町並みや京町家

等の保全について記載しており，御意見の趣旨に

合致していると考えます。 

⇒98 ページ施策 3 

 町並み保存が重要であり，それを生かした観光

を商業活性の方法として推していけばよい 

推進施策３において，歴史的な町並みや京町家

等の保全について記載するとともに，推進施策５

において，景観政策を進化させ，1200 年の歴史・

文化を実感でき，世界のひとびとを魅了し続ける

まちを形成していくことを記載しています。 

⇒98 ページ施策 3及び施策 5 
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 町家を伝統文化を伝える場やカフェとして再

利用するために，リノベーションに取り組んでほ

しい 

推進施策３において，京町家等の保全・再生・

活用を促進するための情報の受発信のしくみな

どさまざまな保全・活用策を講じることを記載し

ています。 

⇒98 ページ施策 3 

 電柱をなくす 

・ 電柱を無くしてほしい 

・ 電柱を無くす 

・ 市内完全無電線化を 

・ 電線を全面的に無くすと素敵 

・ 電線のない美しい環境都市づくりをしてい

くべき 

推進施策４において，景観を形成する重要な要

素である道路空間のうち，主要な幹線道路や歴史

的建造物等の保全がとくに必要な地域等におい

て，市民，事業者，行政が連携して無電柱化等を

推進すると記載しており，御意見の趣旨に合致し

ていると考えます。 

⇒98 ページ施策 4 

 電線を地上にあっても目立たないステルス化，

電柱の北山杉化を推進する 

推進施策４において，主要な幹線道路や歴史的

建造物等の保全がとくに必要な地域等において，

無電柱化等を推進することを記載しています。 

⇒98 ページ施策 4 

 新しい建ものが増えても，日本で一番気をつか

っている都市建築については，ずっとずっと考え

ていってほしい 

推進施策５において，京都市の新景観政策を検

証し，これによる経済効果等も含めた評価を市民

にわかりやすく示すとともに，そのことで得られ

る評価を活かし，景観政策を進化させ，1200 年

の歴史・文化を実感でき，世界のひとびとを魅了

し続けるまちを形成していくことを記載してい

ます。 

⇒98 ページ施策 5 

 無駄にこだわりすぎて景気が悪くもなってい

る。小規模なお店をしたいひとが，スムーズにで

きるようにしてほしい 

推進施策５において，京都市の新景観政策を検

証し，これによる経済効果等も含めた評価を市民

にわかりやすく示すとともに，そのことで得られ

る評価を生かし，景観政策を進化させていくこと

を記載しています。 

⇒98 ページ施策 5 

 京都の景観を守るため，民間がもっと協力しや

すいような体制づくりを考えていく必要がある 

推進施策５において，市民をはじめとするあら

ゆる主体が参加，協力，協働し，主体性をもって，

地域の特性に応じた景観づくりに取り組むこと

を記載しています。 

⇒98 ページ施策 5 

 京都のまちなかに残る魅力ある景観を残すた

めに，町内，学区内といった単位で，地域住民が

主体的に合意形成を行い，建築物に係る色彩ガイ

ドラインを策定できるようにすればどうか 

推進施策５において，市民をはじめとするあら

ゆる主体が参加，協力，協働し，主体性をもって，

地域の特性に応じた景観づくりに取り組むため，

市民，行政，景観整備機構及び建築設計の専門家

等との連携を強化し，子どもからお年寄りまで多

様なひとびとの地域への想いや絆を生かした景

観まちづくりの取組を推進していくことを記載

しています。 

⇒98 ページ施策 5 
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 京都独自の景観の形成を図るため，「京都建築

憲章」の制定が急務 

推進施策５において，京都市の新景観政策を検

証し，これによる経済効果等も含めた評価を市民

にわかりやすく示すとともに，そのことで得られ

る評価を生かし，景観政策を進化させることを記

載しています。 

⇒98 ページ施策 5 

 全旧街道沿いの純和風の景観を守るため，きび

しい景観の地区に指定してほしい 

推進施策５において，子どもからお年寄りまで

多様なひとびとの地域への想いや絆を生かした

景観まちづくりの取組を推進していくこと，京都

市の新景観政策を検証し，これによる経済効果等

も含めた評価を市民にわかりやすく示すととも

に，そのことで得られる評価を生かし，景観政策

を進化させていくことを記載しています。 

⇒98 ページ施策 5 

 美しいまちを作るにはどの様な規制をし，また

緩和していくのかを考えぬいてほしい 

推進施策５において，京都市の新景観政策を検

証し，これによる経済効果等も含めた評価を市民

にわかりやすく示すとともに，そのことで得られ

る評価を生かし，景観政策を進化させることを記

載しています。 

⇒98 ページ施策 5 

 専門家，市民の意見を聞くなど，景観政策にチ

ェック機能を 

推進施策５において，市民をはじめとするあら

ゆる主体が参加，協力，協働し，主体性をもって，

地域の特性に応じた景観づくりに取り組むため，

市民，行政，景観整備機構及び建築設計の専門家

等との連携を強化することや，京都市の新景観政

策を検証し，これによる経済効果等も含めた評価

を市民にわかりやすく示すとともに，そのことで

得られる評価を生かし，景観政策を進化させてい

くことを記載しています。 

⇒98 ページ施策 5 

 市内中心部での住宅に対する制限は，地価を下

げたり，建設費用を上げている。 

推進施策５において，京都市の新景観政策を検

証し，これによる経済効果等も含めた評価を市民

にわかりやすく示すとともに，そのことで得られ

る評価を生かし，景観政策を進化させることを記

載しています。 

⇒98 ページ施策 5 

 景観条例が厳しい 景観条例は，京都の個性や魅力の源である歴史

や文化を表彰する美しい景観を守り，育て，未来

へと引き継いでいくために制定されたものです。

推進施策５において，この条例等に基づく景観政

策の検証・評価に関する取組を記載しています。

⇒98 ページ施策 5 
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建築物 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 京町家の連棟を分割するときに柱を半分に切

っている業者がおり，防災上危険なため取り締ま

ってほしい。 

推進施策２において，既存建築物の安全性の向

上に対する所有者等の意識を啓発し，適切な維持

管理，定期的な安全点検及び計画的な改修・修繕

の促進を図ることを記載しています。  

⇒101 ページ施策 2 

 エコな建築物に対して，規制のない再生可能な

法規制が必要 

推進施策４において，環境に配慮され，だれも

が使いやすい建築物の誘導について記載してい

ます。 

⇒101 ページ施策 4 

 箱物は増やさずに再利用すべき 推進施策５において，既存公共建築物の長寿命

化やライフサイクルコストの縮減，維持修繕費用

の平準化をめざした最適維持管理の取組の推進

について記載しています。  

⇒101 ページ施策 5 

 

 

住宅 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 京町家のエコを活かした CO2 削減のモデル都

市になってほしい 

推進施策１において，洗練された都市居住の文

化を醸成してきた京都らしいすまい方を継承し

ていくこととともに，推進施策２において，京町

家のもつ伝統的なくらしの知恵と現代的な技術

を融合した新しい京都型の環境配慮住宅「平成の

京町家」など，数世代にわたり住み継ぐことがで

きる住宅を普及させることを記載しており，御意

見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒103 ページ施策 1 

 新たに町家を建てる 

・ 町家をみんなで建てよう 

・ 新しく建て変えられる家は，町家風格子に

する 

推進施策２において，京町家のもつ伝統的なく

らしの知恵と現代的な技術を融合した新しい京

都型の環境配慮住宅「平成の京町家」など，数世

代にわたり住み継ぐことができる住宅を普及さ

せることを記載しており，御意見の趣旨に合致し

ていると考えます。 

⇒104 ページ施策 2 

 まちづくりにおいて，不動産の継承対策が必要 推進施策３において，都心部，郊外，山間部そ

れぞれの地域において空き家を含む既存住宅の

流通を促進することを記載しており，御意見の趣

旨に合致していると考えます。 

⇒104 ページ施策 3 
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 府・市営住宅を高齢者や養老のための住宅に改

造したり，新しく設置するべき 

推進施策６において，市営住宅において，多様

な世代が居住する団地づくりを進めることや高

齢者施設等の導入など機能の充実を図ることを

記載しています。 

⇒104 ページ施策 6 

 

道と緑 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 道路の充実を 

・ 道がせまい 

・ 道路が必要 

推進施策１において，山間地域と市街地間及び

周辺都市との交流のための円滑なひとの移動，物

流を支える幹線道路ネットワークの整備，緊急輸

送道路の確保について記載しており，御意見の趣

旨に合致していると考えます。 

⇒107 ページ施策 1 

 幹線道路の整備を 

・ 幹線道路ネットワークの充実について京都

市内から自動車が出ていく方向の堀川線だ

けは整備着手するべき 

・ 幹線道路の整備をすべき 

推進施策１において，円滑なひとの移動，物流

を支える幹線道路ネットワークの整備を推進す

ることを記載しています。 

⇒107 ページ施策 1 

 京北地域への交通の整備を 

・ 京北地域のトンネルを早く開通させてほし

い 

・ 京北地域への交通が良くなれば，市街地へ

の通勤も良くなり，ひとが山間部に集まって

くる 

・ 通行止の解消など，交通便を良くして，通

勤を便利にしてほしい 

推進施策１において，山間地域と市街地間及び

周辺都市との交流のための円滑なひとの移動，物

流を支える幹線道路ネットワークの整備，緊急輸

送道路の確保について記載しています。 

⇒107 ページ施策 1 

 道幅を揃える事業を展開してほしい 推進施策１において市民が安心できる安全な

道づくりや，推進施策４において安心・安全で快

適な道路や公園などの公共施設を計画的，一体的

に整備することを記載しています。 

⇒107 ページ施策 1及び施策 4 

 道路の拡幅など安全な道の整備を 

・ 生活道路の拡幅整備が強く求められている

・ 道路がとても狭いのに，交通量が多く，危

険な道がとても多い 

・ 広い道路の整備により，バスがスムーズに

走れるようにしてほしい 

・ 御所の北側，今出川通の通りの歩道が狭い

ので，車線の削減か堀を埋めるなど，何と

かしてほしい 

推進施策１において，円滑なひとの移動，物流

を支える幹線道路ネットワークの整備や市民が

安心できる安全な道づくりを推進することを記

載しています。 

⇒107 ページ施策 1 
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 道路の凸凹がない，歩きやすく，また，クルマ

も走りやすい道作りをしてほしい 

推進施策１において，山間地域と市街地間及び

周辺都市との交流のための円滑なひとの移動，物

流を支える幹線道路ネットワークの整備，緊急輸

送道路の確保について記載するとともに，推進施

策３において，道路や橋りょうなどの計画的かつ

効率的な維持管理を行うことを記載しています。

⇒107 ページ施策 1及び施策 3 

 京都の小道を美しくして観光客に歩いてもら

う（五条坂から北へ，清水道，八坂の塔，下河原

から円山公園へと抜ける小道） 

推進施策１において，円滑なひとの移動，物流

を支える幹線道路ネットワークの整備や市民が

安心できる安全な道づくりを推進することを記

載しています。 

⇒107 ページ施策 1 

 JR 藤森駅開設から 10年以上たっても周辺道路

整備や区画整理が出来ていない 

推進施策１において，円滑なひとの移動，物流

を支える幹線道路ネットワークの整備を推進す

ること，推進施策４において，魅力あるまちづく

りを推進するため，土地区画整理事業などの面的

整備手法により，安心・安全で快適な道路や公園

などの公共施設を計画的，一体的に整備すること

を記載しています。  

⇒107 ページ施策 1及び施策 4 

 緑のまちづくり 

・ 緑のあるまちづくりをしてほしい 

・ 水と緑に囲まれた，ひとに優しいまちにな

ってほしい 

・ 緑もふやしてほしい 

・ 少しでも花のある道路を増やしてほしい 

・ 緑をもっと増やしたい 

・ 今以上に色々な所で花壇が増えてほしい 

・ お花が増えたらいい 

・ 緑も残っていてほしい 

・ 歩道に緑を増やしてきれいなまちにする 

推進施策２において，京都の優れた景観に配慮

した街路樹や公園の整備を進めるとともに，市

民，事業者，行政が協働し，生け垣の整備や屋上

緑化・壁面緑化を推進すると記載しており，御意

見の趣旨に合致していると考えます。 

⇒107 ページ施策 2 

 紅葉のきれいな時期に街路樹の伐採をしない

でほしい 

推進施策２において，京都の優れた景観に配慮

した街路樹や公園の整備を進めるとともに，市

民，事業者，行政が協働し，生け垣の整備や屋上

緑化・壁面緑化を推進することを記載していま

す。 

⇒107 ページ施策 2 

 緑の木陰がないので，緑いっぱいある環境にし

てほしい 

推進施策２において，温室効果ガスによる地球

温暖化対策やヒートアイランド現象の緩和に向

けて，きめ細かな緑のネットワークを構築するた

め，京都の優れた景観に配慮した街路樹や公園の

整備を進めるとともに，市民，事業者，行政が協

働し，生け垣の整備や屋上緑化・壁面緑化を推進

すると記載しています。 

⇒107 ページ施策 2 
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 公園や遊び場を増やす 

・ 遊ぶ所をふやしてほしい 

・ もっと子どもの遊び場をつくってほしい 

・ 公園が更にいっぱいできているまちに 

・ もっと，公園を増やしたり，街路樹を増や

して緑をたくさん植えてほしい 

・ 公園を増やしてほしい 

・ 子どもが遊べる公園を増やしてほしい 

・ 梅小路公園はこれからも皆の公園として大

切に守っていってほしい 

・ 街路樹や公園，いこいの場を増やし，癒し

の空間をつくる 

推進施策２において，京都の優れた景観に配慮

した街路樹や公園の整備について記載していま

す。 

⇒107 ページ施策 2 

 スポーツができる公園を整備すべき 

・ 自由にスポーツができる公園を整備すべき

・ スポーツ公園を増設してほしい 

推進施策２において，景観に配慮した公園整備

を記載するとともに，推進施策４において，安

心・安全で快適な公園などの公共施設を計画的，

一体的に整備することを記載しています。 

⇒107 ページ施策 2及び施策 4 

 歩くひとには優しく，クルマには厳しいウッド

チップ道路を造る 

推進施策３において，道路や橋りょうなどの維

持管理を計画的，効率的に行うことをについて記

載しています。 

⇒107 ページ施策 3 

 歩道は段差でこぼこだらけ，雨の日は水たまり

だらけで歩けたものではない 

推進施策３において，道路や橋りょうなどの維

持管理を計画的，効率的に行うことを記載してい

ます。 

⇒107 ページ施策 3 

 京都市の財政を考えたうえで，規模・実施時

期・必要性の有無等を慎重に考えて橋などの計画

をたててほしい 

推進施策３において，道路や橋りょうなど市民

生活に不可欠な社会資本の維持管理は，日々の点

検を行うとともに，予防保全型の維持管理手法を

用いて，計画的かつ効率的な維持管理を行うこと

を記載しています。 

⇒107 ページ施策 3 

 七条大橋を適切に改修すべき 推進施策３において，道路や橋りょうなど市民

生活に不可欠な社会資本の維持管理は，予防保全

型の維持管理手法を導入して計画的かつ効率的

に維持管理を行うことを記載しています。 

⇒107 ページ施策 3 

 バリアフリーの推進を 

・ 車いすの方が不便でないように歩道がもっ

ときれいになってほしい 

・ 障害者（車いす）やベビーカー等にとって

は歩道の少しの段差が不便に感じるので，街

全体をバリアフリーにしてほしい 

・ 駐車場のバリアフリー化をしてほしい 

・ 歩道を広げてもらいたい 

・ 歩道の傾斜を改善しほしい 

推進施策３において，道路や橋りょうなど市民

生活に不可欠な社会資本の維持管理は，日々の点

検を行うとともに，計画的かつ効率的な維持管理

を行うことを記載しています。 

⇒107 ページ施策 3 
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 凸凹をなくし，歩行者にも自転車にもやさしい

歩道整備を 

推進施策３において，道路や橋りょうなどの維

持管理を計画的，効率的に行うことを記載してい

ます。 

⇒107 ページ施策 3 

 高齢社会の現状にふさわしい道路開拓を進め，

子どもも高齢者も障害者もみんなが安心して通

行できるまちになってほしい 

推進施策３において，道路や橋りょうなど社会

資本の維持管理は，計画的かつ効率的な維持管理

を行うこと記載しています。 

⇒107 ページ施策 3 

 ゆとりある道に 

 

推進施策３において，道路や橋りょうなど市民

生活に不可欠な社会資本の維持管理は，日々の点

検を行うとともに，計画的かつ効率的な維持管理

を行うことを記載しています。 

⇒107 ページ施策 3 

 ＜水族館の建設について＞ 

水族館に反対 

・ 建設中の水族館は，市民へ情報公開し，広

く若いひとからも意見を聞き，京都の未来に

とって本当に価値のある梅小路公園にして

ほしい 

・ 梅小路公園に水族館はらない 

・ 水族館もイルカのショーもいらない 

・ 水族館は必要ない 

・ 山の水族館はむりがあるのでは 

・ 梅小路に水族館はいらない 

・ 梅小路公園の水族館は建てないで，今のま

ま静かでのんびりしたいこいの場であって

ほしい 

・ 水族館はいらない 

・ 第１次案における水族館に対する意見への

回答には失望 

 

水族館建設に賛成 

 

水族館はよく検討を 

・ 京都水族館は，時間をかけた検討が必要拙

速はさけるべき 

・ 水族館の展示内容や，公園との整合につい

て，市民のアイディアや団体の意見をふまえ

るべき 

公園施設の設置の是非については，京都市にお

いて，都市公園法や関係条例を運用されるなか

で，検討されるものと考えます。 
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消防・防災 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 最近火事が多いのでは 推進施策１において，火災件数や火災による死

者の低減に向け，地域ぐるみの放火防止や子ども

から高齢者まで幅広い年齢層を対象とした焼死

者防止の取組を強化するなど「地域力」を生かし

た火災予防対策を進めるとともに，防火管理体制

の充実など多くの市民や観光客が利用する施設

の防火安全対策を推進することを記載していま

す。 

⇒109 ページ施策 1 

 火災事例や事故事例を市民しんぶんや区民し

んぶんに公開する 

推進施策１において，子どもから高齢者まで幅

広い年齢層を対象とした焼死者防止の取組を強

化するなど火災予防対策を進めることを記載し

ています。 

⇒109 ページ施策 1 

 各家庭の報知器より消防局にダイレクトに火

災報告が行くようなしくみづくり 

推進施策１において，子どもから高齢者まで幅

広い年齢層を対象とした焼死者防止の取組を強

化するなど火災予防対策を進めることを記載し

ています。  

⇒109 ページ施策 1 

 災害対応について行政と地元が連携すべき 市民と行政の役割分担と共汗において，行政と

市民の連携を記載するとともに，推進施策１にお

いて，地域ぐるみの放火防止など「地域力」を生

かした火災予防対策を進めることを，また，推進

施策４において，地震や水害等の大規模災害等に

備え，地域の災害対応力のさらなる向上をめざす

ことを記載しています。 

⇒109 ページ施策 1及び 110 ページ施策 4 

 

くらしの水 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 京北地域において，上下水道がないので，整備

を進めてほしい 

推進施策１において，蛇口を通して，安全な水

道水を安定して供給することを記載し，推進施策

２において，下水道の整備を推進することを記載

しています。 

⇒112 ページ施策 1及び 113 ページ施策 2 

 フッ素配合水道水や炭酸水，硬水を提供する水

道など，付加価値のある水道の整備 

推進施策１において，高度浄水処理施設の整備

に取り組み，蛇口を通して，安全な水道水を安定

して供給することを記載しています。 

⇒112 ページ施策 1 
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 飲める地下水や炭酸水，フッ素水，硬水の汲め

る公共水道場所を作る 

推進施策４において，市民ニーズの多様化・高

度化に対応するため，利用者の要望を的確に把握

し，迅速な対応に努めることを記載しています。

⇒113 ページ施策 4 

 コストをかけずに，水道を地上に通したり，地

下鉄の駅などで地下水を見えるようにして水道

への関心を持たせる 

推進施策４において，水道・下水道について，

積極的な広報活動やわかりやすい情報開示の推

進などにより市民の関心・理解を高めることを記

載しています。 

⇒113 ページ施策 4 

 水資源困窮国に対して，プラント輸出や安全な

供給方法の技術伝承を行い，事業として協力・貢

献する 

推進施策５において，知識・技術の継承・発展，

国際貢献等を推進することを記載しています。 

⇒113 ページ施策 5  

 水道代が高い 推進施策５において，将来にわたり安定した経

営を行っていくため，一層効率的・効果的な事業

運営による財政の健全化・経営基盤の強化に努め

ることを記載しています。御提案の水道料金の設

定については，京都市において具体的に施策を展

開する際に検討すべきと考えます。 

⇒113 ページ施策 5 

 疎水記念館とインクラインを共同運用しては

どうか 

推進施策５において，一層効率的・効果的な事

業運営を実施し，財政の健全化・経営基盤の強化

に努めることを記載しています。  

⇒113 ページ施策 5 

 川をもっときれいに 推進施策６において，ひとびとのくらしとまち

の活性化の礎となった京の川づくりの歴史に学

び，次世代に自然の恵み豊かな河川を引き継いで

いくことを基本理念として，市民に身近な水辺環

境を創出することを記載しています。 

⇒113 ページ施策 6 

 嵐山以南の河川等の整備を実施してほしい 国直轄河川の河川敷等に関する御提案と受け

止めます。御提案の内容については，京都市と国

土交通省が政策の連携を進めるなかで検討すべ

き意見と考えます。 
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行政経営の大綱 

◆ 答申案に反映させていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 山間部において，地デジや携帯電話，ブロード

バンドの受信等の環境整備をしてほしい。 

・ 京北地域において，携帯や地デジなどの電

波状況の改善をしてほしい 

・ 京北地域に光ファイバーを引いてほしい 

・ 山間部でもインターネットが高速でできる

ようにしてほしい 

 

御意見を踏まえ，基本方針２（２）において「市

民との情報の共有を図るため，情報の公開，提供

を推進するとともに，市民の求める情報がより得

やすくなるよう，ＩＴ（情報通信技術）の戦略的

かつ計画的な活用を促進する。」と修正しました。

なお，山間部におけるブロードバンド環境，携

帯電話の通話エリア化については，京都市と通信

事業者と連携した取組のなかで，地上デジタル放

送については，共聴組合の取組の中で検討される

べきと考えます。 
⇒116 ページ基本方針 2(2) 

 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

  市民が参加できる事業を 

・ みんなが参加できる事業を 

・ 市民も参加できる京都市プランを設けてほ

しい 

・ 市民の自主，自立の活動をどう引出すかが

「カギ」である 

・ 行政と市民の共汗の推進が第一 

・ 広く市民からの意見を聞くシステムを早急

に確立してほしい 

・ 出来るだけ多くのひとの意見を政治に反映

出来る様に 

・ 市民と共汗，共感出来ることから始めてほ

しい。何よりも実行，実践することが重要 

基本方針１（１）において，市民が主役の市政

を進めるため，政策の企画，実行，評価の各段階

において，市民が参加する機会を一層拡充するこ

とについて記載しています。 

⇒115 ページ基本方針 1(1) 

 ボランティア活動や学習機会の提供などを行う

施設を設立する 

基本方針１（１）において，市民の知恵と力を

生かすことができるよう，情報の受発信機能を強

化するとともに，さまざまな活動主体と協働した

取組を進めることを記載しています。 

⇒115 ページ基本方針 1(1) 

 各行政区で，独自に使える財源を増やし，その

使用に市民の意見を反映できるような体制が必要

基本方針１（１）において，市民と行政の最も

身近な接点となる区役所において，個性と魅力あ

る地域づくりの拠点として，地域の主体的なまち

づくり活動を支援することを記載しています。 

⇒115 ページ基本方針 1(1) 
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 高校生，大学生を対象に，授業の内外で，行政

側から積極的に行政参加の機会を与えてほしい 

基本方針１（１）において，市民が主役の市政

を進めるため，政策の企画，実行，評価の各段階

において，市民が参加する機会を一層拡充するこ

とについて記載しています。 

⇒115 ページ基本方針 1(1) 

 まちづくりを進めるうえで，YEG（商工会議所青

年部）を上手に利用するべき 

基本方針１（２）において，市民・地域団体・

NPO・民間事業者等によるまちづくり活動への支

援，相互連携のしくみづくりを推進することを記

載しています。 

⇒115 ページ基本方針 1(2) 

 市民全員でこの計画を進めるために広報活動を

活発にすべき 

基本方針２（２）において，徹底した市民目線

に立って，市民の求める情報を公開するととも

に，市政に関する情報を政策検討のできるだけ早

い段階から的確に提供することなどを記載して

います。 

⇒116 ページ基本方針 2(2) 

 市民のニーズに応じたサービスの充実を図るべ

き 

・ 出来るだけ市民サービスを迅速にやっても

らいたい 

・ 京北地域などでも街なかと同じレベルのサ

ービスを望む 

・ 地域に根ざしたサービスをしてほしい 

・ 昼休みにも市民サービスを 

 基本方針３において，時代の変化等を常に捉え

ながら，公民の役割分担を絶えず見直し，最適な

市民サービスを提供することを，また，基本方針

４において，市民ニーズなどに的確かつ迅速に対

応できる組織改革を進めることを記載していま

す。 

⇒116 ページ基本方針 3 

 必要な事業は市以外の手で分け合って支え，不

必要な事業は自粛といった判断をすべき 

基本方針３において，時代の変化等をつねに捉

えながら，公民の役割分担を絶えず見直し，最適

な市民サービスを提供すること，基本方針１にお

いて，行政だけでなく市民との協働による市政運

営を進め，市民ニーズを反映した市民主体のまち

づくりを進めることを記載しています。 

⇒116 ページ基本方針 3 

 持続可能な財政の確立を 

・ 財政赤字が不安なので，なんとか頑張って

ほしい 

・ これまでの反省を踏まえ，赤字の解消を 

☆・ 有力寺院やホテル等から税を負担してもら

えばどうか 

 ・ 高額所得者の大増税をなるべく早くやって

ほしい 

・ 持続可能な行政の確立を 

・ 財源の確保が必要 

・ 税や納税義務の履行強化が書かれていない

・ ネーミングライツには反対 

基本方針３において，これまでの財政構造のあ

り方を根本的に見直すとともに，将来の世代に負

担を先送りしないという観点から市債残高を減

少させ，コンパクトで機動的であるとともに，景

気変動等にも耐えうる足腰の強い財政の確立を

図ることを記載しています。 

⇒116 ページ基本方針 3 
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 実態にそぐわない高速道路や地下鉄を造るから

お金がなくなる。特に地下鉄はどうする気か心配

基本方針３において，これまでの財政構造のあ

り方を根本的に見直すとともに，将来の世代に負

担を先送りしないという観点から市債残高を減

少させ，コンパクトで機動的であるとともに，景

気変動等にも耐えうる足腰の強い財政の確立を

図ることを記載しています。 

⇒116 ページ基本方針 3 

 税金を有効に利用してほしい 

・ 税金を有効に利用してほしい 

・ 納税者のお金を大切に使ってほしい 

・ 税収を増やし，借金をなくし，本当に困っ

ているひとに税金を使うこと 

・ 税金の無駄使いをなくして，減税の努力を

してほしい 

・ 税金のムダ使いが多いので，もっと思い切

って経費削減を 

・ 無駄な公共事業をなくしてほしい 

・ 税制の見直しを行い，目先のことだけでな

く，本当に必要とされるところに手当する 

基本方針３（１）において，市政の隅々まで市

民感覚を徹底するとともに，民間の経営感覚・コ

スト意識を積極的に取り込み，効果的かつ効率的

な市政を構築することを記載しています。 

⇒116 ページ基本方針 3(1) 

 市職員の給与等を下げるべき 

・ 市職員の給与，賞与が高すぎるので，民間

企業並みに下げてほしい 

・ 地方公務員のボーナスを一般労働者並に引

き下げるべき 

 

基本方針３（１）において，市政の隅々まで市

民感覚を徹底するとともに，民間の経営感覚・コ

スト意識を積極的に取り込み，効果的かつ効率的

な市政を構築することについて記載しています。

なお，職員の給与については，地方公務員法に

基づき，人事委員会から，民間企業の給与と均衡

させるために必要な改正についての勧告が行わ

れるとともに，当該勧告に基づく給与改定につい

ては，市会の議決を経て決定されています。さら

に，京都市の深刻な財政状況を踏まえて，緊急の

対策として，現在，職員の給与の減額措置が実施

されています。 

⇒116 ページ基本方針 3(1) 

 財政難から火事や救急で活動してくれる消防士

さんや，将来を担う子どもたちを育てる先生を減

らすことには反対である 

都市特性や重要政策の推進も考慮したメリハ

リのある人員配置を行うとともに，基本方針３

（２）において，人件費も含めた各種分野を対象

として，財政運営に当たっての目標を設定するこ

と等を記載しています。 

⇒116 ページ基本方針 3(2) 

 “市民に一層信頼される市役所”を大いに期待 基本方針４において，すべての職員が創造的か

つ主体的に職務を遂行し，「みずからが市政を改

革・創造する」という意識をもつなど，新たな組

織文化を根付かせ，市民に一層信頼される市役所

づくりに努めることを記載しており，御意見の趣

旨に合致していると考えます。 

⇒116～117 ページ基本方針 4 
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 住民基本台帳カードをコンビニで使用できるよ

うにすべき 

基本方針４において，時代や市民のニーズな

ど，新たな課題に的確かつ迅速に対応し，最小の

経費で最大の効果を発揮するための組織改革を

進めることを記載しています。 

⇒116～117 ページ基本方針 4 

 職員の応対を丁寧なものにすべき 

・ 役所の対応をもっとよくしてほしい 

・ 京都新世紀市政改革大綱により，窓口対応

が改善されたのかは疑問 

基本方針４において，応対能力の向上にもつな

がる高い専門性の確保など，人材の育成に関する

ことを記載しています。 

⇒116～117 ページ基本方針 4 

 能力給の導入（企業誘致とか又はひとの為にな

るような行動は表彰） 

基本方針４（２）において，すべての職員がそ

の責務を全うできるよう，高い専門性と広い視野

をもち，仕事に対する意欲と主体性を高めるしく

みづくりを行い，これからの市政を担う人材を育

成することを記載しています。 

⇒117 ページ基本方針 4(2) 

 京都市で職員の不祥事が多発している 基本方針４（２）において，市民との信頼関係

の基礎となるコンプライアンスを徹底すること

を記載しています。 

⇒117 ページ基本方針 4(2) 

 職員の専門性を高めるなど能力向上を図るべき

・ 市職員ひとりひとりが，京都の特性をよく

理解し，京都のまちづくりに尽力してほしい。

「京都」に係る研修も必要 

・ 職員が市の条例・行政指導を理解している

かチェックが必要 

基本方針４（２）において，すべての職員がそ

の責務を全うできるよう，高い専門性と広い視野

をもち，仕事に対する意欲と主体性を高めるしく

みづくりを行い，これからの市政を担う人材を育

成することを記載しています。 

⇒117 ページ基本方針 4(2) 

 西京区役所の早期の総合庁舎化ともう少し便利

なところへの移転を行ってほしい 

基本方針４（３）において，市民の安心・安全

を守る災害対策の拠点となり，市民の市政参加と

市民主体のまちづくりを進めるのにふさわしい

機能等を備えた市役所庁舎の整備を図ることを

記載しています。 

⇒117 ページ基本方針 4(3) 

 縦割りではなく，横のつながりをもつべき 

・ 横のつながりをもっともって色々な施策に

取り組んでほしい 

・ 縦割りで施策を推進することで失敗に陥っ

ていることはたくさんある。横のつながりを

もつべき 

本計画では，京都の未来像を実現するため，単

一分野だけでなく，複数の行政分野を融合し，特

に優先的に取り組むべき事項として１０の重点

戦略を掲げています。 

また，基本方針４（１）において，縦割り組織

の弊害の解消など，簡素で効率的な組織体制の整

備について記載しており，御意見の趣旨に合致し

ていると考えます。 

⇒12～19 ページ及び 116 ページ基本方針 4(1) 

 市職員は市内居住を強制するべき 市職員は，「京都を熟知し，都市の魅力を継承・

発展させる職員」となることをめざすものです

が，これは，京都市民であるか否かを問わないの

ではないかと思われます。 
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 施策や事業の推進の際，その効果を財政的に説

明するしくみを導入すべき 

京都市では，平成１５年度から，全事務事業を

対象に，事業の目的や目標などを明らかにしたう

え，年間経費等の客観的なデータを把握するとと

もに目標達成度や効率性を評価し，限られた行政

資源の有効活用に努める事務事業評価制度が導

入されています。 

また，評価結果の翌年度予算編成への活用状況

等については，京都市公式ホームページ「京都市

情報館」等において公表されています。 

 税負担を減らしてほしい 

・ 年金生活にも関わらず税金を払うのはおか

しい 

・ 固定資産税をなくしてほしい 

・ 市民税が高い 

所得や資産に対する課税の在り方については，

国において総合的に検討されるべきことと考え

ます。また，市税の税率については，京都市にお

いて，財政状況や社会情勢などを勘案して検討さ

れるべきものと考えます。 

 行政区の再編・支所の設置を 

・ 道路の整備計画も立てやすいように，醍醐

地区を山科区に編入し，山科盆地を一行政

区でまとめては 

・ 左京区や区所の移転により，南部地域の住

民は不便になるので分区すべき 

・ 左京区南部に支所などをつくるべき 

行政区の再編や支所の設置については，地域住

民の利便性と行政の効率化を勘案のうえ，京都市

において検討すべきと考えます。 

 左京区役所の跡地を有効に活用すべき 

・ 左京区役所の跡地は市民の意見を聞いて有

効活用すべき 

・ 旧左京区役所等を利用した地域コミュニテ

ィーセンターとしての再利用により，地域

活動の活性化を図ってはどうか 

・ 左京区では，松ヶ崎に移転後の現区役所の

庁舎に文化会館などをつくるべき 

左京区役所の跡地活用については，新左京区総

合庁舎の整備に当たって寄せられた市民意見や

社会経済情勢を踏まえ，京都市において検討すべ

きと考えます。 
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計画の推進に関する御意見 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 市民投票で決定出来るものを作ってほしい 市民の行政参加の観点については,計画の推

進において，共汗型計画として策定する基本計

画を推進するうえでは，市民，NPO，企業，大学

など京都のまちづくりを支えるすべての主体と

行政とが計画に描く目標とともに，その達成状

況をしっかりと共有すると記載しており,御意

見の主旨に合致していると考えます。 

なお,地方公共団体が住民投票に関する条例

を制定し,住民投票を実施することが法制度上

認められています。住民投票の対象については,

その時々の社会情勢を踏まえ,京都市において

検討すべきと考えます。 

⇒118 ページリード文 

 計画の推進については，広く市民の声，活動を

尊重する姿勢で推進してほしい 

計画の推進において，市民，NPO，企業，大学

などまちづくりを支えるすべての主体と行政と

が計画に描く目標とともに，その達成状況をし

っかりと共有し，役割分担と共汗によって，目

標の実現に向けた努力を積み重ねていくことが

重要であることを記載しており，御意見の趣旨

に合致していると考えます。 

⇒118 ページリード文 

 実行し，評価し，さらにできていない事柄を推

進していく計画にするべき 

 １（１）において，基本計画の実効性を確保

するための実施計画を策定すること，２（１）

において，基本計画に基づく政策の目的の達成

度を評価し，結果を政策の企画・立案に活用す

ること，さらに２（２）において，計画の達成

状況の総括及び社会経済情勢の変化に応じた政

策の見直しの必要性について点検を行うことを

記載しています。 

⇒118 ページ 1(1)，2(1)及び(2) 

 例示として，何か具体的な政策を記入すべきで

はないか 

１（１）において，基本計画の実効性を確保

するために，基本計画の下位計画として，５年

程度を計画期間とする実施計画を策定し，推進

することを記載しています。 

⇒118 ページ 1(1) 
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 財政の確立に向けて具体化すべき記述が必要 １（１）において，基本計画の下位計画とし

て，重点戦略及び行政経営の大綱を推進するた

めの個別具体的な事業やスケジュール，目標等

を明示した実施計画を策定することを記載して

います。 

また，行政経営の大綱の基本方針３（２）に

おいて，財政運営にあたっての目標を設定し，

その目標を達成するための計画を策定すること

を記載しており，御意見の趣旨に合致している

と考えます。 

⇒118 ページ 1(1)及び 116 ページ基本方針 3(2)

 計画は 10 年以上先を見据え，２，３年の事業計

画により実行していくべき 

１（１）において，基本計画の実効性を確保

するために，基本計画の下位計画として，５年

程度を計画期間とする実施計画を策定し，推進

することを記載しています。 

⇒118 ページ 1(1) 

 達成状況を毎月更新してほしい １（１）において，基本計画の下位計画とし

て，個別具体的な事業やスケジュール，目標等

を明示し実施計画を策定し，その進ちょく状況

を，インターネットなどを活用して，定期的に

公表することを記載しています。 

⇒118 ページ 1(1) 

 計画を実行する場合には，市民の意見を聞き，

実行に反映させるためのシステムづくりを進めて

ほしい 

２において，計画に掲げた政策の点検として，

政策評価制度の実施や点検委員会の設置につい

て，記載しています。 

⇒118 ページ 2 

 「６つの未来像」の達成度を測るため，施策や

事業を６つの未来像のいずれかに関連付けた評価

のしくみを「計画の推進」に位置付けるべき 

２（１）において，政策評価制度により基本

計画に基づく政策がどの程度達成されているか

を評価することを記載しています。 

⇒118 ページ 2(1) 

 つねに見直しを行い，実践できるものをどんど

ん推進すべき 

２（１）において，政策評価制度により政策

がどの程度達成されているかを毎年度評価し，

より効果的な市政の運営や政策の企画・立案に

活用することを，２（２）において，一定の時

期に点検委員会を設置し，計画の達成状況の総

括や政策の見直しの必要性について点検を行う

ことを記載しており，御意見の趣旨に合致して

いると考えます。 

⇒118 ページ 2(1)及び(2) 

 国や府などの関係機関と連携して政策を推進す

べき 

・ 京都市と京都府が一緒になって取り組んで

いくことが必要 

・ 国や京都府との関係を計画のなかでしっか

りとしたしくみにしてほしい 

３において，国や関係自治体との連携につい

て，記載しています。とくに京都府とのより一

層の連携強化と政策の融合を図り，府市協調の

下，効率的，効果的に政策を推進することとし

ています。 

⇒118 ページ 3 
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 道州制をつねに意識すべき ３において，地域主権時代にふさわしい地方

自治の確立をめざすことを記載しています。 

⇒118 ページ 3 

 大胆な数値目標を提示してほしい 参考「２ 各政策分野の指標と目標値の例」

に 27 の政策分野について，適切な目標値の例を

記載しています。 

 

その他 

◆ 審議の参考とさせていただいた御意見 

 御意見の要旨(明朝体は要旨と同趣旨の個別意見) 御意見に対する考え方 

 市会・府会議員のボランティア（無償）化を 自治体の議員報酬については，地方自治法第

２０３条及び本条第４項に基づく条例により，

支給に関することが規定されています。 

 老眼なので，タブロイドの文字が見えず，絵し

か見えないので，工夫してほしい 

限られた紙面のなかでわかりやすさに留意し

て編集致しましたが，不十分であったことをお

詫び申し上げます。御意見を踏まえながら，今

後，京都市において正式に計画が策定された際

は，さらに市民の皆様にわかりやすい冊子とな

るよう工夫されることを期待します。 

 京北地域でのイベントやアンケート調査につい

て，事前に自治会長や地元の長に協力を求めるべ

き 

基本計画第２次案についてのパブリック・コ

メントの実施に当たり，未来の担い手・若者会

議 U35 が主体となった「出前パブコメ」実施の

際には，自治会長様や地域で活動される団体な

どにも協力を求めています。今後とも，地元の

皆様と十分な連携を図っていくべきと考えま

す。 

 パブリック・コメントの結果を市民にきちんと

伝えてほしい第１次の結果はきわめてアクセスし

にくかった 

多くの方々にパブリック・コメントをいただ

き，結果の情報量も膨大なため，京都市のホー

ムページ「京都市情報館」に掲載しています。

 もっともっともっとの市民への説明やＰＲ，協

力を訴えなければならない 

２種類の冊子の作成に加え，出前バブコメや

市民しんぶん，地下鉄の中吊り広告など，さま

ざまなＰＲ方法を活用して，努力しています。

 市税を納めている市民だけが京都市のお得情報

を獲得できるような京都市民いけずネットワーク

を作成してはどうか 

市税の納入にかかわらず，必要な情報は全市

民に届ける必要がある，と考えています。 

 山科や伏見，西京といった周辺区限定で全家屋

全電柱に住居表示制度を導入し，すべての通りと

交差点や丁字路に名前をつけてはどうか 

住居表示制度を導入した場合，市内全域に適

用されることから，通り名による住所の表示や

多くの歴史的由来のある町名がなくなるため，

案内表示については，道路案内標識や観光案内

標識などを設置するなかで，京都市において検

討されるべき意見と考えます。 
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 「みんなでめざす 10 年後の姿」と数値の関係を

漏れなくきちんと表して，なぜその数値が象徴的

なのかを示していただければわかりやすい 

各政策分野ではみんなでめざす10年後の姿を

目標とし，その実現をめざしますが，すべてに

ついて数値化することは困難であり，また計画

期間中の社会情勢の変化により数値を変更すべ

き可能性もあるため，例示にとどめています。

 少子化に伴い生じた小学校などの跡地は，一部

が活用されているものの，施設を再利用するしく

みが乏しいのではないか 

統合に伴い生じた都心部の小学校跡地につい

ては，これまで高齢者福祉施設や芸術センター，

国際マンガミュージアムなどが整備されるな

ど，幅広い分野で活用されているところです。

残りの跡地についても，現在は京都市の事業

等で暫定的に利用されていますが，今後の活用

に当たっては，京都市全体の発展に資するよう，

京都市において検討されています。 

 


